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奥州市議会全員協議会 会議録 
 

 

【日  時】 令和３年５月11日（火） 10:00～14:48 

【場  所】 ７階 委員会室 

【出席議員】 （25名） 

小野寺隆夫 佐藤郁夫 小野優 及川春樹 千葉和彦 高橋晋(オンライン) 

小野寺満 高橋浩 千葉康弘 瀨川貞清 千葉敦 廣野富男 及川佐 菅原由和 

飯坂一也 髙橋政一 加藤清 阿部加代子 中西秀俊 菅原明 小野寺重 藤田慶則 

今野裕文 渡辺忠 及川善男 

【欠席議員】  なし 

【出             席             者】 小沢市長 及川副市長 新田副市長 千葉総務企画部長 

佐藤健康こども部長 千田財務部長 浦川協働まちづくり部長 小野寺市民環境部長 

佐賀商工観光部長 菊地農林部長 高橋福祉部長 千葉教育部長 

朝日田医療局経営管理部長 菅野健康増進課長 千葉保健師長 二階堂政策企画課長 

千田長寿社会課長 佐藤学校教育課長 

瀬川議会事務局長 高橋議会事務局次長 千田議会事務局副主幹 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

【次  第】 

１ 開  会 

２ 挨  拶 

３ 協  議 

(1) 説明事項 

新型コロナウイルス感染症の対応状況について 

① 新型コロナウイルス感染症対策本部会議等の状況について 

② 高齢者福祉施設等に対する感染拡大対策について 

③ 奥州市新型コロナウイルスワクチン接種実施計画について 

４ そ の 他 

５ 閉  会 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

【概  要】 

１ 開会 （略） 

 

２ 挨拶 

（小野寺議長） おはようございます。今日、急遽全員協議会を開催することとなりました。本来

であれば17日の定例の全員協議会という予定でしたけれども、奥州市内でも新型コロナウイル

ス感染者が続々出ていると、クラスターも発生しているということから、当局とともに情報を

共有したいということから、今日、急遽開かせていただきました。 

今日は、新型コロナウイルス感染症の対応状況についてという、この項目のみでございます

ので、17日はコロナ以外の件でございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

それでは、小沢市長からご挨拶をいただきます。 

（小沢市長） 改めて、皆さんおはようございます。今日は、議長からもお話がありましたとおり、

この関係についてに絞ってご説明を申し上げ、また、様々な形からのご意見を頂戴いたしたい
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というふうに思っているところでございます。 

先週の６日、７日の日に、65歳以上の皆様に通知を発送する準備を整え、５月10日からの日

をもって配達をしていただくというような段取りで進めているところでございます。 

ちなみに、及川佐議員におかれましては、わざわざ現品まで持ってきていただいて、本当に

ありがとうございます。及川様におかれましては、24日からの予約開始ということでございま

すので、17日から80歳以上というふうな形で進めて参って、週ごとに10年代ずつ下げていくと

いうことでございますが、今の状況では、政府の方では高齢者、65歳以上の部分について、７

月中に何とか終えるようにというふうな依頼というか、お願いをされているところでございま

すが、奥州市といたしましては、万全を尽くして、なおかつ様々なご協力を得ながら準備を進

めているところでございますが、なかなか７月中に65歳以上全員っていうのは、極めて困難な

状況であるというふうに思っておりますが、なお、様々な力を借りしながら、応援をいただき

ながらということになるでしょうか、進めて参りたいというふうに思っているところでござい

ます。このことについても、ご不明な点があれば、ご質問いただければと思います。 

今回のメインは、すでに新聞報道されておりますし、皆様にもお話というか、ご通知申し上

げたところでありますが、市内前沢保育所の保育士が感染をし、連休明けの平日であった６日、

７日に勤務をしたところ、７日の夜に本人が発熱をし、受診したところ、陽性であるという判

定を受けたということであります。要するに、発症するまでの６日、７日の間に、勤務をして

いたということで、濃厚接触である園に通う職員、それから子供たちの検査も今日、明日と含

めて行うところでございますが、昨日から行っている部分もありますけれども、いずれ対応し

て検査をすると。この中でもし陽性者が出るようであれば、さらなる広がりが懸念されるとい

うことで、極めて厳しい状況が予測されるというようなこともございますので、昨日早速、市

の職員を集めて、しっかりと対応するようにという指示をしたところでございます。 

いずれ我々とすれば、できる限りのあらゆる対応をしているところでございますが、至らぬ

ところが多々あると思います。このことについても、議員各位からアドバイス等いただければ

大変ありがたいと思っております。 

本日は、どうぞよろしくお願いをいたします。 

（小野寺議長） 本日、４番議員の高橋晋議員は、リモートによる参加となりますのでお知らせし

ておきます。 

 

３ 協議 

(1) 説明事項 

新型コロナウイルス感染症の対応状況について 

① 新型コロナウイルス感染症対策本部会議等の状況について 

（小野寺議長） それでは早速協議に入ります。(1)説明事項、新型コロナウイルス感染症の対応状

況について、この項目は、①、②、③と内容を区切って進めますのでよろしくお願いいたしま

す。 

まず、①の新型コロナウイルス感染症対策本部会議等の状況について、当局から説明をお願

いします。佐藤健康こども部長。 

（佐藤健康こども部長） それでは新型コロナウイルス感染症対策の対応状況について本部会議、

４月16日以降の、全員協議会で説明した以降の部分について、担当の健康増進課長から説明い

たします。 

（小野寺議長） 菅野健康増進課長。 

（菅野健康増進課長） 健康増進課の菅野でございます。それでは私から、新型コロナウイルス感

染症対策の対応状況についてご説明申し上げます。資料の１ページをご覧ください。１、経過

報告であります。前回の全員協議会以降についての報告となります。 

(1)の対策本部会議等の開催状況でありますが、４月27日に臨時の対策本部会議を、４月30

日に第30回の対策本部会議を、５月６日に臨時の対策本部会議を開催しております。 

(2)奥州市国民健康保険、臨時診療所の診療状況についてであります。４月の診療実績につ
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きましては、２日と記載がございますけれども、４月１日、４月８日、４月22日の３日間の実

績でございますので誤りでございました。大変申しわけございませんでした。ご訂正をお願い

いたします。５月６日は予約なしでございました。今後、５月は13日、20日、27日の診療を予

定してございます。 

また、第７回の臨時診療所の運営委員会を４月30日に開催しております。協議事項といたし

まして、令和３年度の診療体制及び開設の日数について協議し、現時点で、陽性者発生時の濃

厚接触者等への検査については、奥州保健所におきまして、家族や職場、行動歴から接触者の

範囲を拡大して検査対象を特定いたしまして、適時適切に検査を実施しているほか、管内の医

療機関や市と連携をとりながら、大規模な一斉検査を実施するなど、積極的かつ迅速な検査を

行ってございます。 

このように、緊急を要する際の検査体制が整備されていることや、開業医の先生においても

検査体制を整えていることから、当面の間、毎週木曜日の午後、13時から２時間、週１回の回

診として、火曜日は休診するということを決定いたしました。今後、ワクチン接種に力を注ぐ

必要があり、今後の検査対応につきましては、５月中の感染状況等により判断することを決定

いたしました。人員体制につきましては、医師は引き続き、奥州医師会から派遣をいただいて

おります。看護師につきましては、令和２年度は公立病院の診療所の看護師、検査技師を派遣

していただいておりましたが、日々雇用の看護師を確保して対応しております。車両誘導や事

務スタッフについてはご覧のとおりでございます。 

(3)岩手県内の陽性患者の状況でございます。表の数字は、５月９日日曜日の15時時点の数

字で、県が公表した数字でございます。昨日、県で最新の数字を報告しておりますので、口頭

でお伝えいたします。累計患者数は1,104人、それから、入院中の方が129人、重症者の方が１

人、宿泊療養中が45人、入院調整中が24人、退院療養解除が870人、死亡者の方が36人となっ

てございます。 

(4)奥州保健所管内の陽性者に関する情報についてでございます。資料の５ページから18

ページの陽性者の情報を挙げてございます。陽性者の数は138人となっておりまして、３月28

日から昨日までの約１か月半の間で４つのクラスターが発生するなど、132人の陽性患者が確

認されてございます。 

２ページをご覧ください。２、対策本部会議等の開催内容でございます。 

(1)臨時の対策本部会議を４月27日に開催いたしました。市内において４月中旬にクラス

ター職場７、感染者数が市内外で９人。４月下旬にはクラスター地域３、感染者数が市内外で

19人が発生したことから、感染状況及び今後の感染拡大を防ぐための対応について情報共有を

行いました。また、市内での複数のクラスターの発生や、４月25日から東京都、大阪府など、

４都府県が緊急事態宣言の実施区域とされたことを受け、大型連休の過ごし方など、感染拡大

の防止に向けた市長メッセージを発信してございます。 

(2)第30回対策本部会議を４月30日に開催いたしました。アの報告でございますが、国内及

び岩手県内の陽性者の状況、行事、イベント等の開催状況、市への寄付及び発熱外来診療所の

診療状況について報告いたしました。イとして情報共有でございます。奥州市新型コロナウイ

ルスワクチン接種実施計画について、この実施計画につきましては、この後、別に説明をさせ

ていただきます。各部会からの報告でございます。健康こども部からは、奥州金ケ崎休日夜間

診療所の当番医、日曜歯科当番医の診療再開について、これまで４月２日から休診という状況

でございましたけれども、４月26日から順次、診療を再開しておりますということを情報共有

いたしております。生活支援部会からは生活福祉資金、住居確保給付金、生活保護世帯の状況

について、情報提供、それから経営支援部会からは、新型コロナウイルス感染に係る支援策の

進捗状況について、農林漁業セーフティネットに係る融資の状況について、商工業セーフティ

ネットに係る融資及び信用保証の状況についての報告がございました。 

(3)としまして、臨時の対策本部会議について、５月６日に開催してございます。５月連休

中に、市内高齢者施設におきまして、大規模なクラスター高齢者施設３と位置付けております

けれども、感染者が市内で71人発生したことから、感染状況及び今後の感染拡大を防ぐための
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対応について情報共有を行いました。高齢者施設に対する感染拡大対策といたしまして、次の

①、②、③の事業への対応を進めて参ります。この３つの事業などについても、この後、長寿

社会課から別に説明させていただきます。市長メッセージにつきましては、市内高齢者施設に

おいての大規模なクラスターの発生を受けまして、基本的な安全対策の徹底、思いやりのある

対応をお願いする内容のメッセージを発信してございます。２つの市長メッセージにつきまし

ては、３ページ、４ページとなりますので、お目通しをお願いいたします。 

また、昨日、臨時の対策本部会議を開催いたしました。その資料につきましては、昨日、議

会報告用として、タブレットに配信させていただいております。本日の資料は、①-２の資料

になります。そちらをご覧ください。奥州市職員の新型コロナウイルス感染症陽性者について

であります。市職員１名について、ＰＣＲ検査の結果、陽性判定となりましたので、ご報告す

るものでございます。職員の概要です。20代女性の職員で、居住地は一関市で、勤務先が前沢

保育所でございます。 

経過につきましては、５月８日土曜日、18時30分に本人から保育所長へ連絡があり、その内

容については、５月４日の夜、一関市内の友人宅で飲食をともにした４人のうち、一関出身の

県外在住者の友人がコロナ感染者として認定されたことから、本人が濃厚接触者に当たります

ので、２週間の自宅待機をするよう県外の保健所から連絡を受けたところでございます。この

とき既に、本人は38.4度の熱など、自覚症状を感じてございました。病院に行って、抗原検査

の結果、陽性という判定でございます。５月８日は自宅に戻り、保健所からの連絡を待つよう

指示を受けまして、翌日、病院に入院するよう指示を受けたものでございます。 

５月９日、日曜日、ＰＣＲ検査の結果、陽性が確定されました。一関保健所の指示により、

前沢保育所では接触者のリストの作成と、全保護者に対して職員の感染と３日間の臨時休園に

ついての連絡を行いました。 

そして５月10日、昨日ですが、県で公式に感染者として公表されてございます。 

２ページをご覧ください。接触者につきましては、前沢保育所の職員19人、そのうち濃厚接

触者は４人、園児57人、うち濃厚接触者は26人。主な行動歴はご覧のとおりでございます。当

面の対応といたしまして、保健所の指導の下、10日から12日までの３日間、臨時休園の措置を

とりました。濃厚接触者は、職員４人、園児26人、合計で30人でございます。接触園児57人の

うち、濃厚接触者26人の園児につきましては、５月11日にＰＣＲ検査を実施いたします。残り

園児31人については５月12日にＰＣＲ検査を行います。接触対象外の職員７人につきましては

通常勤務で、施設の換気消毒作業を実施してございます。臨時休園に伴いまして、５月10日の

特別保育を希望する園児はゼロということで、希望がございませんでした。 

以上のとおり、臨時の対策本部会議を開催いたしまして情報共有を行ってございます。以上

が、対策本部からの報告とさせていただきます。 

（小野寺議長） 高橋福祉部長。 

（高橋福祉部長） 生活支援部会から生活福祉資金関係、それから生活保護の状況につきましてご

説明をいたします。 

資料の19ページをご覧いただきたいと思います。緊急小口資金、総合支援資金の貸付状況で

す。４月30日現在で報告をいたします。 

(1)緊急小口資金は、４月の相談件数が23件。貸付件数が18件となっております。４月はや

や落ち着いている状況にあります。 

(2)総合支援資金は、４月の相談件数が24件、貸付件数が15件、再貸し付けが１件となって

おります。 

(3)住居確保給付金は、４月の相談件数が８件で、支給の決定はありませんでした。くらし

安心応援室の相談件数は、４月は50件となっております。３月については、年度初めの生活資

金の必要から、相談ですとかそれから貸付等が多かったものと思いますが、４月については、

相談件数、貸付件数とも、やや落ち着いた状況となっております。市内の感染者が増えている

状況もありますので、引き続き注視して参ります。 

次に、生活保護の状況ですが、４月の相談件数は55件。このうち、コロナの影響と考えられ
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るものが２件で、申請になったものが１件でございました。相談件数、申請件数は、落ち着い

ているように見えますが、一定数の相談や申請があります。今後とも、相談には丁寧にお聞き

取りして、くらし安心応援室と連携して、生活困窮者の支援に当たっていきたいと考えており

ます。 

以上です。 

（小野寺議長） 千葉総務企画部長。 

（千葉総務企画部長） 経営支援部会から経営体に対する支援策、或いは融資等の進捗状況につい

て、政策企画課長から説明いたします。 

（小野寺議長） 二階堂政策企画課長。 

（二階堂政策企画課長） それでは私の方から、資料に基づきまして説明をさせていただきます。 

20ページをご覧いただきたいと思います。経営支援部会に係ります進捗状況について、４月

27日現在でございます。令和２年度事業の取りまとめ、それから、例えば３年度の進捗状況を

一覧としております。うち令和３年度の進捗のみ抜粋してお話をしたいと思います。 

まず、商工観光部関係でございます。令和２年度に引き続きまして、事業を継続しているも

の或いは、現在事業の組み立てをしているものがいくつかございます。21ページの10番、宿泊

促進事業。それから次、22ページ、12番、観光関連事業者緊急支援事業。13番、タクシー利用

促進支援事業。14番、観光バス利用事業、これらの事業については、現在、進捗、それから組

立てをしている事業でございます。それから飛びまして24ページ。ナンバー23番でございます。

これにつきましてご説明いたしますが、中小企業事業継続補助金ということで、内容につきま

しては、中小企業者に対しまして事業の継続を下支えするため、売上高減少率50％以上の事業

者には最大15万円を給付、減少率30％以上50％未満の事業者については７万5,000円最大給付

というふうな枠組みでございます。４月１日から事業を開始しておりまして、７月31日まで受

け付けということでございますが、４月26日時点で、奥州商工会議所受付が245件、決定が239

件、金額にして2,327万5,000円ということになっております。前沢商工会におきましては申請

件数が26件、決定20件、給付総額が177万5,000円というふうになっております。 

続きまして、25ページからが農林部関係でございます。これも令和３年度の進捗のみでござ

いますが、まず１番の和牛肥育経営生産基盤支援事業、これの下の枠でございますけども、素

牛の導入にかかる経費、１頭当たり７万円ということで、９月まで対象期間としておりますが、

備考の方に記載しておりますけども、４月については、事業対象となる牛はなしということで

ございます。ちなみに令和３年度予算額については、ご覧のとおりでございます。 

続きまして26ページ、６番でございます。肥育素牛自家保留支援事業でございます。肥育素

牛として自家保留する場合に、１頭当たり２万円の補助ということで、これも９月までの期間

でございます。これにつきましても、４月については事業対象牛なしということでございます。

同じく令和３年度予算額については、ご覧のとおりでございます。 

飛びまして28ページでございます。10番、意欲ある農業者と飲食店等の連携推進事業でござ

いまして、これにつきましては、農業者と市内飲食店の連携により市産農産物の地域内流通を

促進するものでございます。内容につきましては、セミナー等の開催、或いは市内農家の農産

物を使ったテイクアウトメニュー等の開発イベント企画ということでございまして、備考に４

月20日、見積徴収依頼とありますが、昨日５月10日、県内業者と委託契約をしておりまして、

実質、事業開始に至るのが６月という予定になってございます。 

それから次の11番、令和３年産食用米作付農家支援事業でございます。米の需要が大幅に減

少していることに関しまして、令和３年度の主食用米の作付をする農家に対し補助金を交付す

るという事業でございます。備考に行きまして、農家への通知、５月となっておりますが、現

在、発送の準備を進めているところでございまして、以下、スケジュールをご参照いただきた

いと思います。 

ページ進みまして29ページでございます。農林漁業セーフティネットに係る融資等の状況に

ついて４月27日現在の累計でございます。正式申し込みが合計で32件、金額が１億7,050万円。

貸付決定等も同件同額ということでございますので、ご参照いただければというふうに思いま
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す。 

続きまして30ページでございます。商工業セーフティネットに係る融資及び信用保証の状況

について、これも４月27日現在の状況でございます。信用保証の認定件数は、４月27日現在で

1,559件でございます。実質無利子の制度融資の決定実行件数は、市中企への融資あっせんが

110件、約14.3億円、県対応資金が1,488件、約223億円となっております。詳細につきまして

は、下の表、それから31ページに参考資料を掲げてございますので、ご参照いただければと思

います。 

説明は、以上となります。 

（小野寺議長） ただいま説明いただきました点について、ご質問等ありましたらお願いいたしま

す。12番、廣野富男議員。 

（廣野富男議員） 12番、廣野富男です。28ページのナンバー10と11の内容について、もう少し詳

しく説明できる部分があればご紹介いただきたいと思います。 

あわせて11番の令和３年度、主食用米作付農家支援ということですが、ご存知のとおり奥州

市には種場がございまして、食用ではない種を作付している農家もあるわけですが、これらの

支援については考えるべきではないかと思うのですが、この点、どのような対応されるのかお

伺いをいたします。それと単価116円、10アール当たり1,160円なんですが、ちょっと私として

は少ないのかなと思ったんですが、この116円の設定経過がありましたら、あわせてご説明を

お願いいたします。 

（小野寺議長） 菊地農林部長。 

（菊地農林部長） 私の方からお答えさせていただきます。 

まず、意欲ある農業者と飲食店等の連携推進事業でございますが、これにつきましては、６

次産業化と２次産業、３次産業とあるわけですけれども、２掛ける３だけじゃなくて、農家か

ら直接販売をする方の価値を高める、又はその農家の価値を高めるような活動、つまり、農家

の収入を増やすために農家と飲食店を直接結びつけるような活動をまずしていこうと。 

それからもう１つは、農家と飲食店がコラボした中で、こういう農作物をこういった加工品

にして、また加工して料理して提供するといったことを結びつけるようなことができないかと

いうことを、今年度始めようというものでございます。その中で、セミナーとか、それから研

修会、それから農家のリストアップを今やっているところでございまして、事業者の方との契

約は、実際６月から開始されるということになっておりますけども、事前に農家の方からの他

の方にも打診はしておりまして、現在、既に６次産業化をしている農家さんもいらっしゃいま

すが、そういった方々が今抱えている問題等もありますので、そういったことも相談を受けな

がら、発展性を持ってやっていきたいということで、専門であられる会社に委託をいたしまし

て、両輪となって進めていきたいというような事業でございます。 

それから、令和３年度食用作付農家の支援事業でございますけども、これにつきましては、

いずれ、農家の作付面積を、これからも意欲を持ってやっていただきたいということで、農業

再生協議会に対して営農計画を提出して、使用するよう作物を作付した生産者、その方々に対

して、今年すでに作付を行っているわけでございますが、その方々に対して、統一して10アー

ル当たり1,160円、１アール当たり116円という金額ではございますけども、そこの補助を行う

ということで決定したものでございます。ここの単価の設定の経過につきましては、申し訳あ

りませんが、ちょっと私、まだ勉強不足で存じ上げていませんので、後ほどお知らせしたいと

思います。 

それから種田の作付をされている方ということがお話ありましたけども、これにつきまして

も、もうちょっと勉強して、検討させていただければと思います。 

以上です。 

（小野寺議長） 廣野富男議員。 

（廣野富男議員） ありがとうございました。まず、ナンバー10の部分については、今回の連携推

進事業について、これは改めて担い手含めた生産農家の方にご案内をするということなのか、

今の説明ですと６次産業化に取り組んでいる方ということになっておりますが、その方々だけ
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のご案内ということになるのか、その点もう一度ご説明をいただきたいなと思います。 

ちょっと気になったのは、飲食店とのコラボっていうのは、どの程度奥州市にあるのかわか

りませんが、例えば、市内で生産された農産物、米を含めて、野菜ともこれを直接その飲食店

に提供するといいますか販売した時も、この制度といいますか、この事業の対象になるのか、

その１点、ちょっとお伺いをしたいと思います。それと主食用米の作付農家支援事業について

は、今、部長がお話した部分については、ぜひもう少し、国、県の基準であれば、これはやむ

を得ないんですけど、単独事業だとすれば、ぜひもう少し手厚い支援をしていただければなと

思いますし、種場の生産者は食用米を作付している農家に、その種場として苗を、或いは種を

供給しているわけでありますから、同じレベルで支援をしていただければというふうに思いま

すので、新部長についてはその点、ご配慮いただければというふうに思います。 

（小野寺議長） 菊地農林部長。 

（菊地農林部長） 飲食店と農家のコラボという部分でございますが、これは、農家側から、私は

こういったことにこだわって製品を作っていると、例えば、無農薬の何々を作っていると、そ

れで間違いなくうちの製品がおいしいんだという自信を持って進められている農家があると思

いますので、そういった農家、それから逆に、飲食店さんの方では、この時期にこういうもの

が欲しいんだと、こういうものを作れないかという話があると思います。そういったものの結

びつきを図っていきたいと考えているところでございます。ＰＲの仕方につきましては、現に

あそこではこういうもの作っているよね、ここの農家はこれがおいしいよねっていうのは当然

あるわけで、そういったものも拾いますし、そのほかに、一般にもＰＲしながらやっていけれ

ばというふうに考えているところでございます。 

それから、食用米の作付への支援事業でございますが、この事業につきましては、大体ひと

めぼれ10アール当たり種代の平均っていうのは、2,336円ほどということの種子代としては、

そのぐらいのお金がかかっていると。そして、その種代の２分の１という形で、それを半分に

割って1,168円という形で、種代としての考え方で助成をしているものでございますので、い

ずれ、その種子代の部分ということの積算で出されているものでございます。 

それから種苗農家の作付につきましては、いずれこの趣旨と合うとかそういったところを、

ちょっと検討させていただければというふうに考えているとこでございます。 

（小野寺議長） 11番、千葉敦議員。 

（千葉敦議員） 11番、千葉敦です。３点伺います。１点目は、24ページの支援部会の中小企業事

業継続支援補助金ですが、この内容は、このとおり承知はしておりますけれども、実際に事業

申請したりしている業者の話を聞きますと、なかなか書類がかなり煩雑であったり、いろいろ

な追加資料求められたりするという話がございますので、その辺がどのようになっているのか、

実際にやられているのは、商工会議所さんや商工会さんですけれども、市の担当としてどのよ

うに考えているのかお伺いします。 

２点目は、30ページの信用保証等についてですけれども、昨年からコロナの対策で行われて

いるわけですけれども、無利子融資は当然有り難いわけですけれども、いろいろ話を聞きます

と、無利子の期間が１年とか２年とかいろいろ状況聞くわけですけども、例えば、１年経って

償還を始めなきゃないというときに、なかなか苦しいといった状況も当然あるわけですけれど

も、それに対してさらにその無利子を継続や延長できるのかその辺はどのように考えているの

かお願いいたします。 

３点目は今日の資料にはないんですけれども、３月以降のコロナの感染拡大において、小中

学校等の対応、或いは今後の対応について、今日は説明なかったんですけども、まとめた上で

今後どうされるのか、そして、図書館等、いわゆる人が集まる施設と、昨年の緊急事態宣言発

令時には、奥州市はコロナ感染者がゼロであっても休園だったり、例えば藤原の郷も休園だっ

たりとか、いろいろあったわけですけども、今回ある程度感染が広がる中で、そのような措置

はとられてないと思うんですが、どのように考えられているのかお願いいたします。 

（小野寺議長） 佐賀商工観光部長。 

（佐賀商工観光部長） それでは私の方からは１点目と２点目についてご答弁させていただきたい
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と思います。まず、中小企業を対象の支援事業でございますけども、今年度から取り組んでい

る事業でございますけども、申請の方は、議員ご指摘のとおり、会議所、商工会の方に委託を

して行っているという状況でございます。その際に申請の資料等の煩雑な部分、或いはわかり

にくい部分等の内容については、実際に担当している商工会議所さんの方からは、いろいろと

お話としては聞いている状況でございます。この内容については、当市の事業の組み立ての中

身が、県の事業に対して上乗せ或いは横出しの形で今回、対象業種を広げたり等々があって、

その対象の方々の資料等については、少し余分にといいますか、求めているというような状況

があるやに聞いてございます。この部分、できるだけ県の申請等々を重複する部分については

省略する方向でということで、会議所さんの方ともいろいろ相談をしながら進めているところ

ではございますが、そういうご指摘があるということであれば、再度また、実際に申請手続き

をしてございます。会議所さん或いは商工会さんの方とちょっと相談をさせていただきながら、

省略できる部分はある程度省略をするというような部分も含めて、協議、検討させていただき

たいというふうに思います。 

また、無利子ということで信用保証と貸付ということで、両輪でやっているコロナ対応の部

分、規制緩和の部分でございますけれども、基本的には、それぞれ今回の資金或いはその信用

保証の部分について、資金、特に貸付につきましては、無利子の期間或いは信用保証の期間等

も含めて、現在、その制度の申請の期限等については、６月１日或いは６月30日まで一旦、延

長の措置がされているという状況でございます。その後、据え置き期間等の状況が過ぎた後に

返済が始まる場合に、その対応についてどうかというお話と理解をしましたけれども、現時点

で、国、県の方で、その内容について特にまだ大きな状況としては示されているというふうに

は承知してございませんので、その辺の状況を注視をしながら、市の方で何か応援できる部分

の内容があれば、検討はしていきたいというふうに考えてございます。なお、県のコロナ対策

の補助金等につきましては、今年度３年度分ということで、一部延長になっている資金の内容

もあるようですので、その辺の内容につきましては、その事業者さん等への周知等について、

会議所さん等と連携をしながら努めて参りたいというふうに考えているところでございます。 

（小野寺議長） 千葉教育部長。 

（千葉教育部長） それでは私の方から、学校の関係についてお答えをしたいと思います。 

まず、議員の方から最初３月下旬からの感染ということで話がありましたけれども、その時

期、その部分の感染拡大については、４月16日の全員協議会において、小中学校の対応という

ことで説明をさせていただいた経過がございます。その中で、外出の自粛、それから誹謗中傷

への対応とか部活動の自粛、感染防止対策について通知をいたしております。 

それから、今回のクラスターにつきましては、現段階においては、子どもたちへの感染とい

うものは確認されておりませんけれども、そういったことも今後あり得るということを想定し

て、いろいろ万全の体制をとっていきたいと、感染対策について指導を徹底して参りたいとい

うふうに考えております。 

以上でございます。 

（小野寺議長） 浦川協働まちづくり部長。 

（浦川協働まちづくり部長） 私の方から、図書館の利用の現状についてということでご質問あり

ましたが、図書館に限らず、市の施設すべてでございますが、施設の運営については、対策を

講じながら運営をしているという状況になっておりますので、現在のところは、職員であると

か、利用者に陽性者が出たらば、すぐ閉鎖に向けて取り組んでいくというような対応にしてお

るところでございまして、感染対策をとりながら運営を続けていくというのが今の考えでござ

います。 

（小野寺議長） 千葉敦議員。 

（千葉敦議員） 学校の対応について、わかりました。図書館と施設について、１年前と対応が違

うからどうなのかという市民からお話があったもので伺ったわけですけれども、今後とも十分

な感染対策をとられることはそのとおりでございますし、やはり、人が集まる施設っていうの

は、変異ウイルスがどんどん入ってきているような状況ですので、さらに注意しなければなら
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ないと思いますので、今後の対応もきちっとお願いしたいものと思います。 

それから、中小企業の支援、無利子の保証についてですけれども、24ページの部分ですが、

市の補助が、書類が煩雑な割には内容によって現状の考え方が、当初、支援するという内容が

発表されたときと見ていると、運用が少し変わってきているような、申請した事業者によって

はそういうような印象を受けたといったこともありますので、市の県事業に対する上乗せは大

変ありがたいものですけれども、私から見れば、単純に県の事業に採択された企業については、

上乗せして市が補助すると、私はそういった事業の組立てでもよかったんではないかなと思い

ますし、さらには、範囲を広げるというのは確かに有り難いことでありますけれども、事業の

組立てがちょっと難しく感じたというのが実態ですので、改めて伺いたいと思います。 

それから信用保証についても、いまのところ、倒産や経営が行き詰まるというのは無かった

というような報道がありましたけれども、今後、これからの影響が本当に心配ですので、状況

を見みた上での支援をお願いしたいと思います。改めて伺って終わります。 

（小野寺議長） 佐賀商工観光部長。 

（佐賀商工観光部長） 私の方からは、中小企業継続支援事業の事務の部分でございます。 

議員ご指摘のとおり、当市の今回のこの支援制度の仕組みが、県の支援制度に上乗せ或いは

範囲の拡大というような形での対応の仕組みになっているという状況から、基本的には県の申

請対象、或いは要件等については、同じ形でやらせていただいているという部分がございます

ので、そちらの申請については、基本的には別に当市の分で申請書の方を出させるというよう

な対応は行っていないというふうに私は理解をしてございましたので、その辺は、再度確認を

させていただきたいというふうに思います。 

あと、その範囲を広げた部分ということで、要は県の支援事業の対象事業者、業種、その部

分について拡大をして、県の方の事業には対象にならない事業者についても、今回、範囲を広

げさせていただいたという状況でございまして、県或いは市の対象につきましては、県と同様

の減収等の資料については、提出をいただく形での申請については、ある程度やむを得ないの

かなという形で考えてございます。いずれその内容等について、その部分、少しそういう事業

者さんの方からの状況があるのか、再度、会議所或いは商工会の方と情報共有しながら、簡単

にできる部分等があれば、検討して参りたいというふうに思います。 

あと、資金の関係でございますけれども、議員ご指摘のとおり、今据え置き期間の中、年数

が経って、その返還時期等々、将来的に来るというのはそのとおりでございまして、その際に、

いろんな資金に行き詰まるというような状況もある程度は想定されるのかなというふうに私も

理解してございますので、その部分については、何とか国或いは県等の資金、或いはその辺の

制度を注視しながら、足りない部分については、市の方で何かできる部分があるのかないのか、

その部分を含めて経済状況を注視しながら検討して参りたいというふうに考えてございます。 

（小野寺議長） 24番、藤田慶則議員。 

（藤田慶則議員） 28ページ、先ほどの11番の令和３年産主食用米作付農家支援事業について、大

変細かい話で申し訳ないんですが、基盤整備の関係でブロックローテーションをされて、たま

たま今年大豆だったという方に対しての支援等々は考えていらっしゃらないのか、また、協議

会とかの話し合いでそんな話は出なかったのか、お伺いをいたします。 

（小野寺議長） 菊地農林部長。 

（菊地農林部長） 現在のところ、基盤整備によって当然ブロックローテーションされているとこ

ありまして、作付けが大豆になってしまったとか、なしになったというところはあると思いま

す。ただ現在、大豆に対する補助事業がまた別途、当然あるわけでして、結構米の価格が下

がってきていてとここの目的には書いてあるんですけれども、農家の生産意欲の向上というこ

と、米価が下落している状況をやっぱり踏まえた中で、やはり米は何とかしていかなきゃいけ

ないだろうということで、コロナの状況もありますので、こういった施策を組んだということ

でございます。 

そして、今年で言いますと発酵米っていいますか、米を発酵させてやる分については、９万

円とか８万円というお金が出るようですし、大豆についても相当の補助金が出ていますので、
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そういった中で対応していただくということで、今回につきましては、米の部分で考えさせて

いただきました。また、営農組合においても、そのブロックローテーションをすることによっ

て、いつもその土地をその農家がやるのではなくて、米の作付面積と大豆の作付面積を平等に

するように、営農組合さんの中でもその作付けする田んぼの調整もやられているようですので、

そういった意味におきましては、作付面積についてはまず、この希望された面積という形のも

ので捉えているところでございます。 

（小野寺議長） ７番、千葉康弘議員。 

（千葉康弘議員） ７番千葉康弘です。３点ほど質問いたします。 

１点目が、保育所でコロナが発生っていうことがありますけれども、現在、小学校とか中学

校、幼稚園、保育所だと思いますが、消毒液とか、次亜塩素酸を配られていますけれども、そ

の先になりますが、例えば、テーブルとか廊下の手すりとかを消毒していると思うんですが、

そのような方々の人員配置、また予算というのはしっかり組まれているのかについて質問いた

します。 

次に２点目ですが、４月以降、奥州市内に随分コロナが蔓延していまして、市民の方々、

戦々恐々としていると思いますが、どのような形でこれを鎮静化しようとされているのかにつ

いて質問いたします。 

最後に、以前食堂とか事業所もだと思いますけれども、飛沫防止っていうことで、パーテー

ションといいますか、衝立ということで補助されたということがありましたけれども、今現在、

食堂とかにどのくらいの衝立とかパーテーションが浸透しているのかについて、調べられたこ

とがあるのかどうかについて質問いたします。また、以前お聞きしましたら県の方でもこのよ

うな形で補助をされているということを話していましたけれども、現状、知らないでいる方も

多いかと思いますが、これは、食堂とかにもぜひ知らせるべきではないかと思いますが、それ

についていかがかなっていうことを質問いたします。まだ食堂とか申請が出されていない部分

があるとすれば、市としても再度飛沫防止っていうことで関心を持っていただきまして、パー

テーションを設置ということを進めるべきでないかと思いますが、それについて質問いたしま

す。 

以上３点なります。 

（小野寺議長） 佐藤健康こども部長。 

（佐藤健康こども部長） 保育所や小中学校での感染対策というか、消毒の人員配置というところ

のご質問についてお答えいたします。どこもなんですけど、そのために職員をさらに増やすと

いう部分ではございません。配置している保育士や職員の方々にご努力いただいて、それぞれ

の場所を消毒しています。市役所もそうですが、職員が率先して職場の周りの消毒作業をして

いるというような状況でございます。４月以降のコロナの鎮静化をどう考えているかという部

分ですが、特効というか大きな対策はワクチン接種かなというふうには思いますけれども、そ

れまでは、基本的な感染対策、三密を避ける、常時マスクをする、手指の消毒をする、手洗い

をすると、そういったことが感染対策と考えておりますので、それを皆さんにお願いしてやっ

ていただくということだというふうに考えております。 

（小野寺議長） 佐藤学校教育課長。 

（佐藤学校教育課長） 小中学校に関して、ちょっとつけ足しをさせていただきます。国の方の予

算がありまして、緊急スクールサポートスタッフということで、小学校に４校、中学校に３校、

この分が、コロナ対策に係る仕事をするための人員が配置されているという状況になっており

ます。 

（小野寺議長） 佐賀商工観光部長。 

（佐賀商工観光部長） それでは、私の方から飲食店さん等への感染防止策といいますか、対応と

状況等についてご答弁をさせていただきたいと思います。飲食店さん等へのそういう感染防止

の対応につきましては、昨年、県或いは市の方でも、設備の部分についての支援という事業に

ついては、取り組んだ経過がございます。その中で、最終的に飲食店さんの大体どのぐらいの

パーセント、或いはそのような形で対応したのがどのぐらいの割合かというような部分につい
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ては、県の方の状況等について承知できていない部分もございますので、全体としては掴んで

いないというのが正直なところでございます。いずれ、事業としては取り組んで、いくらでも

そういう対応に対して、応援をしたという経過がございます。それと、まだ知らない事業者さ

ん等への周知等についてもご指摘があったところでございますけども、この部分につきまして

も、昨年、事業に取り組む際に、会議所或いは観光協会さん等の方から、事業所さんの方に対

していろいろ、会員にはなりますけれども周知をさせていただいた経過がございますので、何

とかその部分については、各事業所さんの方で必要な部分については検討いただいたのかなと

いうふうには考えてございますけども、その部分、再度、これからいろいろ３年度事業につい

ても組み立てる時期でもございますので、その辺の部分について、関係機関の方と協議をしな

がら、対応が必要かどうかも含めて検討して参りたいというふうに考えてございます。 

（小野寺議長） 千葉康弘議員。 

（千葉康弘議員） １点だけ再度質問いたします。小学校、中学校に国の予算ということで配置が

何校かにあるということですけれども、市内に大きい学校ばかりじゃなくて、例えば幼稚園、

保育園もありますので、ぜひその中で、ローテーションで回っていただくような方を確保す

るっていうこと、難しいのかもしれませんが、今現在、保育園にコロナが発生ということがあ

りますと、やはり家族の方は心配されていると思いますので、何らかの形で手を打っていただ

くということもやっていただきたいなと思いますが、その考えについて伺いまして終わります。 

（小野寺議長） 佐藤学校教育課長。 

（佐藤学校教育課長） 今の質問に関してですけれども、基本的には、まず大規模校を中心に小学

校４校、中学校３校ということで配置していますが、その方々の時間が６時間というところで

決まっておりまして、他の学校へローテーションというのは難しい現状にあるとなっておりま

す。 

あと、それ以外の学校に対しても、当然、昨年度までは実は全学校に人をつけるということ

で国の予算があったんですが、今年度、それも縮減されてこのような形になっているというこ

とでございます。まさに学校としては、その人が減ったというところがありますので、大変

困っているところはそのとおりです。ただ、学校の子どもたちの安全、安心を守るということ

の観点から、今は教員、養護教諭が連携してやっているというところです。大変ご苦労かけて

いるのはそのとおりですけれども、そこを何とか徹底して、今後もやっていただけるように指

導していくというふうな考えでございます。 

（小野寺議長） 佐藤健康こども部長。 

（佐藤健康こども部長） 保育所、認定こども園の関係も、実態を聞きながら、協議しながら進め

て参りたいというふうに考えております。 

（小野寺議長） それでは、11時15分まで休憩します。 

再開いたします。13番、及川佐議員。 

（及川佐議員） とりあえず２つだけ、大きく２つ聞きますが、今のコロナの感染の状況認識につ

いてお伺いしたいと思います。今、県全体ではレベルⅡ、１週間平均13.7人ぐらいで、本来な

らばレベルⅢに該当しますが、レベルⅡの危険な段階だというふうに、認識して公表しており

ます。奥州市限定してみますと、一番近い１週間では30人、新規感染者が出ています。これは、

普通であるとレベルⅣに、この数だけで決めるわけじゃないんですが、人数からするとこの１

週間の30人を超えるっていうのはレベルⅣに該当する、国の基準ですね。もちろん県ですから、

もう少し減ります。減りますが、極めてこの１週間ぐらい、10万人当たりに換算して非常に多

いです。おそらく岩手県で一番多いです。30人超えたのは奥州市だけ。あわせて、滝沢とか陸

前高田とか20人台ですので、理由は別として、かなりの人数が出ていると。最近ですよ。この

１週間で出ているという数字が出ています。 

それで、関連してお聞きしているんですが、こういう状況をどのように認識しているかを聞

きたいんですが、とりわけベッドの利用率。これについてはどのようにお考えなのか、特に胆

江医療圏、県の方では７日時点で病床利用率は37.4％というふうに岩手日日新聞には書いてあ

ります。これ７日時点です。もうちょっと増えたかもしれません。それでもやっぱり40％ぐら
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い、県全体だとですよ。おそらく病床利用率が高まっているということ。奥州市の場合はもっ

と顕著でして、おそらく足りないでしょうね。これほど増えますと、二次医療圏におけるベッ

ド数、利用率、これに関してどうなっているか。もちろん、その具体的数字出せないとすれば、

今、切迫状況はどうなのか、これについてお伺いします。これは、状況認識の基づいてどのよ

うに考えるかの１つの具体的な例としてお聞きするわけです。 

それから、先ほどちょっとありましたように、今、基本的には変異株が、ほぼ県の調査でも

20人調べたところ全体が新しい変異株、イギリス型だったということがありますんで、従来の

感染対策ではとても間に合わない強い変異株ですので、その辺の変化があるのですから、あわ

せて状況認識で、今後どのように病床を確保するのか、或いは現在どうなっているか、これに

ついてお伺いします。 

２点目についてお伺いします。ＰＣＲ検査ですが、二次医療圏のＰＣＲ検査に関しては、発

熱外来が今、１週間に１日になりました。今回の文書にも、保健所が主体として検査する所が

増えたということで、減らしてもいいんじゃないかと、こういうことになっていますね。それ

はどこでやっているのかですよ。ＰＣＲ検査、或いは、発熱外来のようなことをおそらくやっ

ているんでしょう。別に病院名は明らかにしなくてもいいですけども、それが増えているはず

なんですね。じゃなければ、医師会がやっている二次医療圏の発熱外来は、今、１週間に１回

やっているわけでしょ。減らす理由が無いんです。理由がわからないんですよ。ですから、そ

の辺の実際やっているところが増えていると。それは大体何となくわかっていますけども。そ

ういう安心感を与えるような具体的な、その病院名までは出せるかわかりませんが、どうなっ

ているか、ＰＣＲ検査。それからあわせて、これは発熱外来、検査する所です、おそらく開業

医の皆さんも増えてきてやっていると思うんですが、検査、サンプルを取るってことです。そ

れからＰＣＲ検査そのもの自体も、他のところでもやっているということは聞いていますけれ

ども、ＰＣＲ検査、現状どうなっているのか、これについてあわせてお伺いいたします。 

大きくその２点についてお伺いいたします。 

（小野寺議長） 菅野健康増進課長。 

（菅野健康増進課長） それでは、まずは１点目の、県内も含めまして、この胆江管内のコロナの

感染状況をどのように捉えているかということでございます。この高齢者施設のクラスターが

ありまして、その前にも、地域の方々でのクラスターということで、かなりの人数の方が陽性

ということになってございます。それで、高齢者施設の方につきましては、入所者の方につい

ては、胆江管内の感染症対策の医療機関に入院されているということで、途中段階ではそう

いった状況で推移していました。高齢者施設で働いている職員の方で無症状の方は、県で指定

しております宿泊療養施設の方で療養中ということでございます。 

胆江管内での感染症の病院では満床にはしないと、救急対応できるように、必ずベッドは何

ベッドか救急対応のために空けているという状況にあるようです。クラスターを受けまして、

高齢者施設では途中で二十数名、１日で感染の入所者が出ました。この方々につきましては、

県から施設に医師が派遣になりまして、看護師と派遣されて、施設内で様子を見ていると、入

院できなくて様子を見ている状況というふうに保健所から伺ってございます。県全体ではレベ

ルⅡということで、まだ逼迫している状況にはないという県庁内での判断ですけれども、この

胆江管内で見れば、そういう状況にはないというふうに保健所でも危機感を持って対応してい

ると。保健所内で対応できない部分については、県庁の本庁から、或いは近隣の保健所の応援

を得て対応しているという状況になってございます。 

それから変異株の部分ですけれども、現在、Ｎ501Ｙという変異株がありますが、これにつ

いては、今まで県内で陽性の患者が出た際には、すべてこの変異株の検査もあわせて行ってい

るという状況と聞いてございます。このＮ501Ｙの変異株は、従来の株よりも感染しやすい可

能性があるというふうに言われてございます。これについては、今までの検査件数全体で277

件ございますけれども、そのうち２件が変異株のＮ501Ｙというふうに伺ってございます。そ

れ以外に新しいＥ484Ｋという変異株も出てきているということで、この変異株については、

免疫やワクチンの効果を低下させる可能性が非常に危惧されている、指摘されているという、
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そういう性質のある変異株というふうに伺ってございます。このＥ484Ｋの変異株については、

県全体で55件出ているという状況のようでございます。この変化分に対応するためにも、ワク

チン接種というものを、まずは従来のワクチンで、接種を早めて対応する必要があるというふ

うに県の方でも認識されていると同時に、私たちもワクチン接種を早めて対応するという必要

があるというふうに捉えてございます。 

それから、２点目のＰＣＲ検査の検査機関の胆江管内での状況でございます。医療施設名は

公表されておりませんし、住民の方から相談があれば、保健所の方で医療機関を紹介するとい

う形で民間の開業医の先生の方でも対応しているというところが増えてきてございます。緊急

を要するような、即日に判定が必要だというものについては、公立の医療機関の方で、午前中

に回して、午後にはその結果が出るというように対応してございます。 

以上でございます。 

（小野寺議長） 及川佐議員。 

（及川佐議員） 私なりに解釈すると、胆江二次医療圏のベッド、ほぼ満床だということですよね。

これ以上増えたら入院先がないと、胆江二次医療圏にはですよ。他の地域に持っていくか、或

いはその施設をそのまま使って医療的措置、お医者さんを構えて。或いは間隔を広げるとか、

そういう措置をするしかないという医療的な切迫、これは明らかだと思うんですね。変異株も、

先ほど若干おっしゃいましたけれど、胆江新聞によると24検体すべてＥ484Ｋだったと、これ、

７日の胆江日日新聞に書いてあります。ほぼ、変わったんですね。変わって、一番新しい変異

株になりつつあるというのが現状ですので、この感染力は予想もできないくらい強いというふ

うに言われています。 

ということは、状況認識はですよ、これは、この後出てくるでしょうけれども、高齢者施設

の問題、子どもたちの問題とか、様々な問題にどのように臨むか、考え方、危機感がどうなの

かということになってくるんですよ。病床はいっぱいですよ。確かに重症者は少ないです。た

だし、このように毎日のように出てくると、もうとても入院先はない、原則入院なんですね。

原則は病院隔離なんですけれども、それもできないという現状で、唯一あり得るのは検査をな

るべく早くして隔離するっていう方向しかないんですよ。 

ワクチンが来ればいいですよ。このあとワクチンの話も出ると思いますけれども、それだっ

て結構、若い人はおそらく７月、８月、私は早い方ですけども、それ以外の方は夏場過ぎまで

かかるんです。７月までに高齢者65歳以上ですから、それは難しいわけでしょうと。８月、９

月に若い人に接種っていうのがあり得るので、場合によっては、やっぱり半年ぐらいそういう

ことは、期間が空くんですよね。その時どうすんだって話なんですよ。 

あとで高齢者の方でできます。そこでも触れますけれども、いずれそれは、唯一できるのは、

早めに検査して隔離しかないんですよね。という意味で、もう少しその現状認識は危機感を

持って、これから出てくるのは、高齢者の問題、小中学校の問題も含めて、そういうことに臨

まないと。前と同じだというふうにいかないと思うんですよね。 

それでいくつか伺いますが、まずそうすると、入院のベッドは今言ったように、ほぼ二次医

療圏では満床になっているという認識でよろしいんですね。特に今の症状が出た方も、先ほど

施設で、県から来たお医者さんの下で、施設内でやる可能性もある。そういうことが起こる現

状というふうに、まずその認識でいいかどうかをお尋ねします。 

それから、ＰＣＲも非常に曖昧に、確か発熱外来を受けるお医者さんも増えたと思うんです。

我々も知っている、幾つか知っていますけれども、それはそうなんですが、そのＰＣＲ検査、

今の話ですと、公立病院で朝見て、午後にわかるようなＰＣＲ検査もなさっているという話な

ので、これは別に悪いことじゃないんですけども、それの体制があるということは十分に市民

に周知する必要あると思うんですよ。なった場合でも対応を取れる、特にＰＣＲ検査ってのは、

早くわからないと困るので、うつしちゃうので。という意味で、その体制が取れるっていうこ

とはやっぱり一つの安心感があると思うので、もう少し具体的に、例えば検査数ならばどのぐ

らいできるとか、そういう具体的な示し方が市民にわかりやすいと思うので、これは具体的に

どういうふうに現状があって、どうしたいのか、或いは市民に周知するのか。この２点につい
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てお伺いします。 

（小野寺議長） 菅野健康増進課長。 

（菅野健康増進課長） この二次医療圏内のベッドの状況でございます。議員ご指摘のように、現

在、基本的には陽性者は入院措置されるものでございます。この管内での陽性者に対して、

ベッド数が足りていないという状況にございます。先ほども申し上げましたけれども、無症状

者の職員の方、そういった方については宿泊療養施設で、一定の期間、治療の方に専念されて

いただいておりますし、施設の入所者につきましては、先ほど申し上げましたとおり、管内の

医療機関に入院できずに、先生が施設に派遣されて、看護師も派遣されまして、施設内で健康

観察をさせていただいているという状況でございます。２つ目のＰＣＲ検査体制につきまして

は、その医療機関当たり何件対応できるかということについては、医療機関での人的体制も曜

日によって取れる時と取れない時があるようでございますので、その検査体制については、随

時受入れるものの、ある程度一定の人数以上になりますと、その期間を調整して対応している

という状況になります。 

以上です。 

（小野寺議長） 佐藤健康こども部長。 

（佐藤健康こども部長） 議員のご質問については、いずれ市町村段階ではなかなか答えづらいも

のばっかりで大変なんですけれども。 

具体的に示すべきではないかというか、周知の方法については、発熱したらこういったコー

ルセンターにっていうような、胆江新聞さんでも出していただいておりますので、一応、県知

事のメッセージでも、市長のメッセージでも、具合が悪い時にはすぐ病院にかかって、安心を

取ってくださいというようなことで進めているところでございますのでよろしくお願いします。 

（小野寺議長） 及川佐議員。 

（及川佐議員） 前に申し上げたのは、局面が違うってお話したんですよ。だから、従来のような

局面であれば、そういうこともあり得るかもしれませんね。県の状況見て、それに準じた公表

も含めてなんですけども、ただ、この後に出ます高齢者の問題は、これは逆に市の問題になっ

てくる。だから決断したんでしょから、市が、要するにそういう場所を公表せざるを得なくな

るんですよ、こういうふうに。県が、保健所がって言っている段階ではないということなんで

すよね。状況認識が変わっているので、それを同じ状況で話す、或いは県の許可なきゃ出せな

いとかってなってくると、やっぱり市民の方が何をやって何を考えているかわからない。だか

ら、ある程度公表できるものはしたほうがいいんですよ。した方がいいっていうか、それが市

民にわかりやすいんですよ。例えば、この前にも話したように医療圏、病院が結構増えている

とか、どこでもできているとか、こういうことをしないと、高齢者のこの今回の施策は、そう

いう意味でちょっと外れたもので、県からすれば。独自の市の政策なので、これはこれで決定

したと思うんですよ。局面変わったってことが、すべての問題についてこれからやることにつ

いて規定するはずなんですよ。だから、そこは認識がちょっと、私から言わせれば甘いという

か、或いは充分に把握できてないんじゃないかというふうに思うんですね。 

特に今、病院は、要するにコロナの関係も、入院もあって、公立のものは、他の病気もやっ

ぱり後回しになっちゃうんですよ。どうしても人手が限られていますので、今はコロナ、コロ

ナで、そこに重点なり医師が割かれますので、その他の慢性的なと言いますか、そういう病気

は、或いは検査は後回しになっているんですよね、結構。ただ、入院が増えることによって、

医療機関とかが結構厳しくなっていると思うんですよ、今。ということもあるので、やはりそ

れは、もう少し公表できるものはすべきだと思うんですね。ということに関して、これは市長

からちょっとお願いいたします。 

（小野寺議長） 小沢市長。 

（小沢市長） 及川議員おっしゃられることは全く至当だと思います。まったくそのとおりだと私

も思います。例えば、今回に関しても、県の方では施設名を公表するのはいかがかっていうか、

しないで欲しいって言うんですけど、うちの方から了解があれば出したっていいんでしょうっ

て話でお願いして、自ら出していただくようにお勧めをして、ホームページに出していただく
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と。いずれ、今回の保育所の件は、これは市の管理下にあるものですから、これはもう包み隠

さずすぐ出したと。 

それから、民間のそういうふうな部分に関しては、その発生主と言えばいいんでしょうか、

その発生した箇所の責任者に促して、ご理解をいただき、積極的な公表するようにということ

で、今回、クラスターがいくつか出ているんですけど、その分については、市の部分のタイミ

ングが、発表のタイミングが若干遅かったというふうなご指摘があるかもしれませんけど、全

部発表されています。これは、民間でも何でもお願いし、県は駄目だって言うんですけど、う

ちの方でお願いして、発表した方が結果的に被害が少なくて済みますよということも含めて、

被害と言えばいいんでしょうか、風評被害を抑えることができるということも含めて、これは

説得して、公表に向けているということでございます。 

ましてや、変異株の絡みがあって、今までの感染力よりかなり大きな感染力を持っていると

いうふうに、私も認識しておりますので、これまで以上の感染対策をしなければならない、感

染防止対策をしなければならないということも含めてですけれども、いずれ、重篤な方が出た

際に、入院する場所がないというようなことがないように、ここら辺のところは、一定の、言

葉はちょっと選ばないと誤解を招く可能性があるんですけど、真に命の危機に関わる方が出た

ときに、受入れる場所がないっていうことだけは絶対避けなきゃならないと。ある程度経過観

察ができる人は経過観察ができるところで、しっかりと対応するというような構えをしていか

なければならないというふうに考えております。このことについては、県のコントロールでし

ていただくということになりますけれども、少なくても、市立の医療機関である市立の病院に

おいては、かなり献身的な努力を重ねていただいているっていうのは、市民にとっては大きな

力ではないかなというふうに私は感じているところであります。 

一つ申し上げたいのは、今、この胆江二次医療圏の中で、命に関わる病態の人を受入れるこ

とはできます。間違いなくできます。ここの部分のところはしっかり確保しているということ

でありますが、いずれこれがガンガン蔓延して重篤な方が増えていけば、いずれそれも枯渇し

ていくということになりますので、お一人お一人の努力とご協力をいただきながら、感染拡大

を防止するということ。 

それから、おっしゃられるように今回は、市独自に一応抗原検査から始めることにしました

けれども、必要とされる部分の関係者にはスクリーニング検査を、抗原検査を定期的に行って

いくという方針を決めて今、キットを用意しているということになりますけれども、そういう

ふうな部分で、特に移動ができずに、１回菌が持ち込まれればクラスターになってしまうよう

な関係の仕事をされている方々、ご家族も含めて、その職員の方々の検査をしっかりすること

によって、水際と言えばいいんでしょうか、極力初期段階で、議員おっしゃるとおり発見をし

て、それ以上感染拡大させないというふうなステージにもう突入していると思っておりますの

で、今回は、考えようによっては少し遅かったんではないかと言われるかもしれませんけど、

今より早い時間がないので、こういうふうな部分は、かなり危機感を持って今進めているとい

うこと。 

それから、もう一度同じ話の繰り返しになりますが、県の方には、私からもしっかりお話し

て、隠すということが、個人の利益を損なうというふうな部分が回避されるのであれば、積極

的な情報開示こそ市民の不安を払拭する大きな有効な手だてになるという話を、再三にわたっ

てこれからも言い続けて参りたいと思います。 

いずれ、今の時点で、命に関わるような重篤な部分については、胆江二次医療圏においても

しっかりと対応できる状況が確保されていると、今時点でこのことだけは少し声を大にしてお

話をさせてください。事実を積み重ねて、議員がおっしゃるように畳み掛けられると、ここの

地域で病気だったらアウトだどやと、言っていませんけれども勘違いをされると困るので、大

丈夫ですから。しかし、緩んでは、もう大変な状況が、本当に目前まで来ているという危機感

を持って対応して参りたいというふうに考えているところでございます。 

（小野寺議長） 他にございませんか。19番、阿部加代子議員。 

（阿部加代子議員） 19番、阿部加代子です。何点かお伺いをしたいというふうに思います。 
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まず、コロナの関係のワクチン接種の職員体制なんですけれども、ワクチン対応の職員の中

に視能訓練士さんが含まれて、３歳児健診のときに視能訓練士がいないという状況になったと

いうふうなことを、眼科医の先生からお伺いしました。確かにスポットビジョンっていう屈折

機を使って、保健師さんが診察をしてくださるっていうのはもちろんそのとおりなんですけれ

ども、視能訓練士さんは国家資格の有資格者ですので、その方がいるのといないのでは、やは

り違うということもあるというふうに思いますので、この職員体制、確かに大変な状況だとい

うふうに思いますけれども、３歳児健康診査は大変重要でございます。この時期に弱視、それ

から斜視等を発見できなければ正眼視に戻せないということもありますので、その辺の対応を

お伺いをしたいというふうに思います。 

それから、感染予防対策を徹底してやっていかなければならない状況で、先ほどもパーテー

ションのお話も出ましたけれども、今、パーテーションだけでは予防しきれないと。換気のあ

り方、窓を開けて換気扇を回しても換気が十分できてないところでクラスターが発生している

ということもありますので、その換気の仕方を徹底してご指導いただければというふうに思い

ますけれども、その際に、ＣＯ２の濃度計を設置するということも有効かというふうに思われ

ますので、そういった機器の補助制度とかはないのかお伺いをしたいというふうに思います。 

それから、手洗い、トイレの蛇口のところでも接触して、感染が拡大しているという事例も

あるようでして、盛岡市の方では、小中学校で全部蛇口ではなくレバー式に変えたと、本当は

非接触の蛇口がいいわけですけれども、最低でもレバーにしたというところがありますので、

公共施設、それから幼稚園、保育園、小中学校のトイレの手洗いの蛇口の変更をできるのかど

うか、お伺いをしたいというふうに思います。 

それから、先ほど市長の方から抗原検査のお話がありましたけれども、詳しいご説明いただ

いておりませんので、新聞報道でのみしかわかりませんので、どういう対応なのかお伺いした

いというふうに思います。 

（小野寺議長） 小沢市長。 

（小沢市長） 今日、２項目で、②の高齢者福祉施設等に対する感染拡大対策のところで、抗原検

査ということで、実はＰＣＲと抗原の部分では、ちょっと精度が若干。改めてしゃべりますけ

ども、何で抗原にしたかっていうと、まずキットが手に入りやすいということ。それから、抗

原でもし陽性になったら、改めてＰＣＲをするという２段構えで、１回やればいいということ

で、少なくとも定期的に打っていかなければならないというふうな部分からしますと、対象が

2,200人以上の対象に、週１で打っていく、そして、それぞれの方々が、コロナのワクチン２回

接種までって話になると、結構、何回かける何千円とかって話になると、言えば数千万円とい

うような、億になるかもしれませんけど、そういうような金額なものだったということもあっ

て、数多くの人達に丁寧に回数が、検査できるようにということで考えた次第でありますが、

詳しくは②の項目でお話をさせていただきますので、この項目だけは若干保留させてください。 

（小野寺議長） 千葉保健師長。 

（千葉保健師長） 視能訓練士についてお話をさせていただきます。視能訓練士が４月から異動に

なりまして、ワクチンチームの方の配属になっております。その分の３歳児健診の視力検査に

つきましては、スポットビジョンの検査機を使いまして、保健師が対応し、その中で、精密検

査が必要だといった場合には受診券を交付しまして、眼科の方で受診をしていただくというよ

うな対応をとっております。この視能訓練士が、ワクチンチームの方に配属になった関係もあ

りまして、視能訓練士ではあるんですが、事務的に、ワクチンチームの体制に必要な事務量が

ありまして、この職員を、ぜひチームの方に配属させたいということで配属したという経過が

ございます。 

以上です。 

（小野寺議長） 佐藤健康こども部長。 

（佐藤健康こども部長） 感染対策についてですけれども、パーテーションだけでは足りない、換

気の指導、ＣＯ２濃度計を設置したらいいんではないかという部分については、全国的にもそ

ういったお話がどんどん出ておりますので、我々もその状況を見ながら検討して参りたいとい
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うふうに考えております。あと、手洗いの蛇口についても、小中学校、公共施設、市役所の部

分については変更しましたけれども、事業費の予算的な部分もありますので、できる範囲の中

で検討していきたいというふうに考えております。 

（小野寺議長） 阿部加代子議員。 

（阿部加代子議員） わかりました。視能訓練士さんの部分ですけれども、事務量、確かに大変だ

というふうに思いますけれども、国家資格を持った方で、検査のプロですので、そういう方を

事務に回すというところで、大変切迫しているんだなというのはわかりますけれども、大切な

健康診査でございますので、子どものための診査ですので、屈折機があるっていうのはわかる

んですけれども、視能訓練士、プロを置いていただければと。これは、奥州市はずっと水沢市

の時代から続けていただいていたことですし、あと、眼科の先生からもそのような要望が出て

おりますので、ぜひ検討をお願いしたいというふうに思います。伺って終わります。 

（小野寺議長） 佐藤健康こども部長。 

（佐藤健康こども部長） 国家資格でありながらワクチン接種の体制チームというところで、一応

人事の刷新というか、モチベーションの関係もございますので、いずれその状況についてはよ

くわかりますけれども、そういったことでいろいろ考えて参りたいというふうに思っておりま

す。 

（小野寺議長） 15番、菅原由和議員。 

（菅原由和議員） １点だけお願いと申しますか、ご提案をさせていただきたいというふうに思い

ます。この間、感染拡大の防止に向けまして、市長メッセージを発信していただいているとこ

ろでありまして、ぜひ今後におきましても、状況に合わせた的確なメッセージの発信をお願い

したいというふうに思っております。そういった中で、この間のメッセージといいますのは、

広く市民に向けたものでありまして、どちらかといえば大人向けの文言によるメッセージでは

なかったのかなというふうに思っておりまして、それはそれとして結構ではあるんですけれど

も、ご承知のとおりこの間のコロナ禍におきましては、小中学校はじめとする子供たちも、学

校行事でありますとか、或いはスポーツ少年団といった各種活動が延期や中止、或いは縮小と

いったようなことで、非常に残念な思いでありますとか、つらい思いをしながら、日常の感染

防止対策にも努めてきているといったような状況にもございますので、もし可能であれば、そ

うした子供たちに対しても、子供たちの目線で、子供たちの言葉で、感染対策といったことは

もちろんでありますけども、みんなでこの状況乗り切っていこうといったような、激励も含め

た市長のメッセージを発信をしていただけないかということであります。 

日常的に学校での校長先生でありますとか担任の先生方からも、コロナに対する注意事項で

ありますとか、感染防止対策といったものはされているのかというふうに思いますが、これが

市長の方からのメッセージだということであれば、なお一層、自分たちも頑張っていこうと

いったような思いにもなるのではないかというふうに思いますので、ぜひ教育委員会とも連携

をしていただきながら、そういった子供たちに対する市長メッセージというものも検討してい

ただければというふうに思います。以上です。 

（小沢市長） ありがとうございます。今までは健康こども部中心になって、保健師チーム等々と

協議をしながらメッセージを考えてきたわけでありますけれども、菅原議員のご指摘、全くそ

のとおりだというふうに理解しますので、今後においては、教育委員会の方が学校教育課長、

今日は来ておりますけど、そういう教育委員会の関係している方々と十分に協議しながら、２

本立てのメッセージにするのがいいのか、ないしは一つで両方わかるようにすればいいのか、

そこら辺は検討しますけれども、広く多くの人たちにご理解いただけるような、注意喚起を促

せる内容のメッセージを作成するべく努力して参りたいと思います。 

（小野寺議長） 他にございませんか。 

＜ 「なし」との声あり ＞ 

それでは、①の新型コロナウイルス感染症対策本部会議等の状況については、以上とさせて

いただきます。 

説明者一部退席のため、暫時休憩します。 
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② 高齢者福祉施設等に対する感染拡大対策について 

（小野寺議長） 再開いたします。続きまして、②の高齢者福祉施設等に対する感染拡大対策につ

いて、当局から説明お願いします。高橋福祉部長。 

（高橋福祉部長） それでは、２点目の高齢者福祉施設等に対する感染拡大対策につきまして、ご

説明いたします。 

資料をご覧いただきたいと思います。１ページからになります。 

４月28日の高齢者福祉施設職員の新型コロナウイルス感染が確認されまして、その後、施設

入所者、職員、職員の同居家族、隣接する施設職員等まで感染拡大が確認されております。 

５月８日までの感染の状況、それから今後の感染防止に向けた取組みにつきまして、これか

らご説明いたします。経過報告以下につきましては、担当の長寿社会課長からご説明いたしま

す。 

（小野寺議長） 千田長寿社会課長。 

（千田長寿社会課長） 長寿社会課長の千田です。 

はじめに、経過報告です。内容については、主に感染が初めて確認された施設の施設長との

聞き取りによるものとなっておりますのでご了承願います。 

４月28日水曜日、27日に職員の同居家族に陽性者が確認されたことから、濃厚接触者として、

４月28日にＰＣＲ検査を実施したところ、職員の陽性が確認されました。施設職員以外に、同

居家族２名の陽性も確認されております。 

翌29日木曜日、職員１名が陽性者となっております。 

翌30日金曜日、入所者、全員66名のＰＣ検査を実施し、18名に陽性反応が出ております。 

５月１日土曜日、職員35名のＰＣＲ検査を実施し、15名が陽性反応となっております。その

日に保健所・医師が来所し、トリアージ、患者の優先順位付けが行われております。当日、Ｉ

ＣＡＴ、いわて感染抑制支援チームが来所し、施設職員に消毒方法、防護服の着脱指導を行っ

ております。 

５月２日日曜日、入所者１名。一斉検査前に病院に入院しておりました入所者もＰＣＲ検査

をした結果、陽性となっております。前日と同様に、ＩＣＡＴから職員が指導を受けておりま

す。何度か来所しております。 

５月３日月曜日、職員１名、入所者２名が発熱し、ＰＣＲ検査を受けた結果、陽性となって

おります。 

５月４日火曜日、入所者３名が陽性となっております。 

５月５日水曜日、入所者全員と職員のＰＣＲ検査を実施し、入所者18名、職員３名が陽性と

なっております。また、隣接する施設に勤務する職員１名が陽性、それから陽性職員の同居家

族１名が陽性となっております。 

５月６日木曜日、隣接施設職員１名が陽性となっております。 

５月７日金曜日、入所者１名が再検査の結果、陽性となっております。また、５月６日の陽

性職員の同居家族１名が陽性となっております。 

５月８日土曜日、隣接施設入所者２名が陽性となっております。 

合計欄になりますが、５月８日時点の累計感染者数となります。職員は22名、入所者46名、

職員の家族５名となっております。 

なお、９日日曜日、10日、昨日月曜日については、新たな陽性者の報告がないということで、

施設長の方から連絡を受けております。 

続きまして２、感染拡大防止対策。 

(1)宿泊施設確保事業補助金交付についてです。新型コロナウイルス感染症の感染予防を目

的とし、市内の福祉施設等の事業者が、その従事者を自主的隔離のため、市内の宿泊施設に宿

泊するために要した経費に対し補助することにより、感染不安の解消を図ることを目的に実施

するものです。期間は、令和３年５月１日から令和４年３月31日まで。補助の対象は、別に定

める市内の社会福祉施設又は事業を行う者のうち、自主的隔離をするために市内の宿泊施設に
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従事者を宿泊させたものとします。内容、対象となる事業は、福祉施設等に従事し、自主的な

隔離を希望した場合において、当該福祉施設等自らが市内の宿泊施設を確保し、その従事者を

宿泊させるために要した経費とします。ただし、感染症陽性者や濃厚接触者であるものの自主

的隔離は除きます。一泊当たりの補助金の額は、宿泊に要した実費と6,000円とを比較して、

いずれか少ない額とします。補助対象となる経費は、市内の宿泊施設での宿泊費、食事の提供

を含みます、とします。補助対象となる宿泊期間は、１人につき連続して14日を限度とします。 

次に、(2)高齢者施設従事職員の新型コロナウイルス抗原検査実施事業についてです。高齢

者入所施設の入所者への感染防止、感染拡大防止のため、当該施設に従事する職員を対象に、

新型コロナウイルス抗原検査を次のとおり実施するものです。対象者、市内の高齢者、入所施

設に勤務する職員、約2,200人。対象施設、介護老人福祉施設（特養）、地域密着型介護老人

福祉施設（地域密着型特養）、介護老人保健施設、認知症対応型グループホーム、養護老人

ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅など、84施設となっ

ております。期間、５月から６月までの２か月としております。これは、検査キット準備がで

き次第、開始し、従事者のワクチン接種の完了までを予定しております。実施方法、市が抗原

検査キットを購入し、市内の高齢者施設に配布し、施設は、週１回検査を実施することとなり

ます。 

最後に、(3)介護施設等応援職員派遣調整、これは県事業になりますけど、の要請について

です。高齢者施設で職員が感染したことで従事職員が不足となった場合、県に職員の派遣を要

請します。県は、要請に基づき事業を委託している県社会福祉協議会に職員派遣調整を依頼し、

県社協では、派遣事業者登録をしている事業所と調整し、職員を派遣するものです。すでに、

高齢者施設では、介護職員３名の応援職員の派遣要請をしており、５月10日月曜日から18日火

曜日まで、他の高齢者福祉施設から介護職員３名の派遣が行われています。 

以上です。 

（小野寺議長） ただいまの説明に対する質問等は、午後から行いたいと思います。 

昼食のため、午後１時５分まで休憩いたします。 

再開いたします。午前中、②の高齢者福祉施設等に対する感染拡大対策について当局から説

明がありましたが、このことに対する質問等ございましたらお願いいたします。８番、瀨川貞

清議員。 

（瀨川貞清議員） ８番、瀨川貞清でございます。私はこの間、一般質問等機会あるごとに高齢者

施設や児童福祉施設などでの社会的検査、施設の職員、構成員に対する検査を要望してきたも

のでありますので、今回の措置は、大いに歓迎したいというふうに、思います。 

その上で、一つお聞きしたいと思うのでありますけれども。私の一般質問の時の当局答弁は、

そういうふうな検査は、現状では混乱をもたらすもので考えていないと、こういう答弁であり

まして、組合議会でも質問しましたけれども、答弁の中身は変わらなかったわけでありますけ

れども、今回、事情はよくわかりますけれども、その方針は、どの時点で撤回されたのかどう

かということを一つお聞きしたいというふうに思います。 

それから、今回の対応方針と組合議会の質問等で、その間の対策をお聞きしたんですけれど

も、それを総合しますと、体制的にも、それから予算的にも大丈夫、検査ができると。今回も

2,200人、48か所、週１回ですか、そういうことができるという状況だったわけです。社会的

検査の一番重要な点は、無症状感染者も含めて、それを早く発見して、施設に影響を及ぼさな

いと、そういう措置をとるための検査であったわけでありますけれども、この間の管内の状況

を見ますと、それがなされなかったために、今日のような状況に至ったんではないかというこ

とで、私が質問した時点辺りにこの方針がとり入れられれば、もっと違った状況になっていた

んではないかという辺りについての認識をお伺いしたいというふうに思います。 

（小野寺議長） 小沢市長。 

（小沢市長） ご質問にお答えいたします。仮定の話ですから、議員がおっしゃられる時点でやっ

ていれば、これは確実に防げたのかっていう実証は、難しいものと思います。ただ、今なぜと

言われる部分で、歓迎されているという前段のお話がありましたとおり、佐議員もこれ、先ほ
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どのご質問の中で出たんですけれども、変異株が蔓延し始めている状況が明らかになって、そ

の感染力は通常のものよりもはるかに高いというような状況。要するに、全体としての状況の

変化が明らかになってきたということであります。決して予算的に潤沢で、それがすぐできる

かというようなことではなかったというのも事実あったわけでありますけれども、それを置い

ても、現状においてはやはり、スクリーニングをしっかりすべきだというふうに考え方を変更

させていただき、市民の安全安心に寄与する施策を取ったということでございまして、言えば、

お聞きしまして、ご質問されたというふうな部分に大いに敬意を表するとすれば、瀨川議員の

先を見通す達観したお考えに敬服するところであります。 

（小野寺議長） 瀨川貞清議員。 

（瀨川貞清議員） 今回は、高齢者施設に対する方針でありますけれども、現状では、保育園でも

発生をしている、学校関係でも発生しているということで、検査をさらに拡大する方向は検討

されているのでしょうかということです。 

（小野寺議長） 小沢市長。 

（小沢市長） まず、検査をしたくても抗原検査のキットが思ったような部分で、即入荷できるか

どうかっていうふうな部分、これも問題になります。ただ、高齢者施設の職員に対するスク

リーニングが行われることになって、実際問題としてその効果が見えた際には、いろいろ考え

なければならないというふうなこととして、検討の余地は大いにあるし、その状況を見定めて

ということであります。 

用心に越したことがないので、それをやっておけばというふうな部分のこともありますけれ

ど、これは、現実的な問題がございますので、その辺の両方を、同時になんていうか正解を出

すというのは、いささか難しいですけれども、ご指摘いただいた時点からすれば、大いに検討

しなければならない状況に立ち至っているというふうな認識の下、あらゆる可能性を検討して

いきたいというふうに考えております。 

（小野寺議長） 瀨川貞清議員。 

（瀨川貞清議員） 私は、この検査は、基本的には国が責任を持って、誰でも、それから何回でも

受け入れると、こういうふうな体制にすることが必要だというふうに思います。もうこういう

状況の中で、国が進める状況の下で、多分、盛岡市に次ぐ二つ目だと思いますね、この県内で

の社会的検査を措置したのは。そういう点で、国にも大いに求めながら、しかし、進まなかっ

た場合に、自治体独自で一つでも二つでも進めるという方向で進めてもらいたいなと思います

ので、改めてそういう方向での取組みについての見識をお伺いして終わります。 

（小野寺議長） 小沢市長。 

（小沢市長） 基本的には、物があるか、そしてそれを賄うだけの予算があるかっていうところが

一つ、問題としてはあるんですけれども、さらに大きな問題として、今奥州市が抱える医療能

力。この部分は、非常に悩ましい問題であります。国が予算を出すからどんどんやってくれっ

ていう話になったときに、擬陽性も含めて陽性者をどういうふうに扱うのかっていうふうなこ

とになりますと、これを言っていること自体が軽んじているというふうなご批判を受ける可能

性もあるんですけども、やはり受け手としての医療体制の部分の充実というか、内容をさらに

検討しながらということになるわけでございます。すぐ社会的なスクリーニングっていう形で

の検査を否定するものでは決してない。それだからこそ始めるわけですけれども、その際の受

け手となる医療体制をどういうふうな解釈を持って対応していけばいいのかっていうことにな

ると、以前と今とこれからの部分の受け皿の内容が変わってくるというふうな部分の、この考

え方をしっかりと整理をする必要があるのかなというふうに思っております。そこも含めて、

先ほど答弁申し上げましたように、あらゆる角度から検討して参りたいということでございま

す。 

（小野寺議長） 他に。６番、高橋浩議員。 

（高橋浩議員） ６番、高橋浩です。まずもって、この度のコロナで感染された方への１日も早い

ご回復をお祈りするところであります。そしてさらには、執行部におかれましては、初めての

こととしてはいろいろ制限のある中で、各種ご対応をいただいていることに感謝申し上げると



21 

 

ころでございます。 

そこで、二、三質問させていただきます。先ほど、施設のクラスターが発生して、職員が感

染して、職員体制が不足になるというな部分については、県の方にもお手伝いいただいて、今

後も実施されているところであるということで安心したところでございます。 

その中で、現在はマスクですとか、いろんな防護服とか、そういうものも当初よりは潤沢に

入ってくるようでございますが、ああいう老人施設とか社会福祉施設、組織ごとに備蓄体制は

どのようにとられているのか。系列の組織でとっているのか、それとも個別で対応しているの

か、それとも市の方でもあらかじめいろんな装備品の備蓄をきちんとしているのかということ

をお尋ねいたします。 

もう一つは、クラスターが発生してから防護服の関係とか取り扱いの関係とか、県の方から

指示ということもございましたけれども、私なりにいろんなところで聞いてみたところにより

ますと、医療従事者の方の感染症に対する知識、恐怖心であったり予防策と、養護施設ですと

か、老人施設とか、そういう施設での感染症に対する知識の、やっぱり怖いものだ、ノロウイ

ルスはじめ感染症対策はいろいろとってはきていたものの、これらについては未知の感染症と

いうことで、改めて医療従事者の感染症に対する感覚と、そういう施設は人の感覚のずれがあ

るのではないかというところも聞いてございます。そういうところも含めて、市の方の担当部

局の方の感染症の注意喚起であったり、施設の感染症対策のうまくいっているかとか、対策を

とっているかという講習っていうのはどのような現状なのか、そして今後どのように進めてい

くのかというところをお尋ねします。 

（小野寺議長） 千田長寿社会課長。 

（千田長寿社会課長） それでは、まず１番目の項目、マスク等の感染性が発生した際の、そうい

う装備品の備蓄についてお答えしたいと思います。 

昨年度、市でマスク、消毒液、それからゴム手袋を配布する際に、防護服の配布についても

検討した経緯はございます。ただ、これらの場合に、感染が発生した際に、今回もそうですけ

れども、必要な部分については、すでに保健所等から必要数が提供されていると。それから配

布、ただ配布すればいいというものではなくて、服の着脱をきちんと学んでやらなければ、結

果的にはその着脱の際に感染するリスクが高くなるということもございましたので、物だけの

配布は、昨年は行っておりません。それから、県では、昨年度、感染症が蔓延した際の防護服

の着脱等の指導を行った経緯もございます。やはり、きちっとした操作とか着脱方法を学んで、

そして初めてそれを使うという形にしなければならないということで、そういう経緯がござい

ました。 

今回も、クラスターが発生した際に、先ほどもお話しましたように、ＩＣＡＴの方で施設職

員に消毒の方法、それから防護服の着脱を指導したということで、これも初日、そして非番等

だった人たちに対しては翌日に、一から指導したということで、やはり、配ればいいというも

のではなくて、配った上での着脱、これも改めて一から確認しながらやらなければいけないも

のかなというふうに思っております。 

それと二つ目に、医療従事者への研修等につきましては、今お話しましたように動きの多い

着脱については、そのような形で講習会とかを実施しておりますし、それから、国から感染症

に対するマニュアル等が何回か通知できておりまして、その都度、各事業所の方には、このよ

うな形で来ていますよということをお話し、通知しておりますし、また今年度、各事業所の方

に災害時とか、この感染に対するマニュアル等の確認等も、随時指導等で行っていく予定と

なっております。 

以上です。 

（小野寺議長） 高橋浩議員。 

（高橋浩議員） ありがとうございました。リスクについてはそうしますと、各系列の機関であっ

たり、施設ごとに独自に備蓄等は行っていて、防護服等については県の方からとかそういうと

ころから支給されるようになっているというようなことの理解でよろしいでしょうか。 

（小野寺議長） 千田長寿社会課長。 
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（千田長寿社会課長） ただいまのご質問にお答えしたいと思います。昨年度、市で配布しました

マスク、消毒液、それからゴム手袋につきましては、概ね１か月程度の備蓄のためということ

で各施設、事業所等にお配りしておりますので、そういう認識の下、各事業所では、衛生用品

については、備蓄用として確保しているものと考えております。 

それから防護服につきまして、先ほどもお話しましたとおり、こちらでは配布は行っており

ませんので、今回のような感染症が発生したときには、その訓練の着脱の仕方も含めて、県か

ら必要な数が配布されるということで伺っております。 

以上です。 

（小野寺議長） 他にございませんか。13番、及川佐議員。 

（及川佐議員） 抗原検査の検討、それから臨時交付金のことについてお伺いします。 

抗原検査は、これ、唾液による抗原検査だろうと思うんですが、要するに、個人で検査をする、

金を出して、それ、要するに自腹を切ることはないので安心してできる、金もかからないとい

うものだと思うんですが、それはどうなっているか、お伺いします。 

それから、新聞には地方創生臨時交付金で2,200人の高齢者に対する検査を行うと、前倒し

て、６月の補正じゃなくて充てたいというふうに記事には書いてあるんですが、今後、この臨

時交付金をさらに使うことは可能なのかどうか、或いはそれを含めて、この６月で予算的に何

か出すのかどうか、予定をお伺いしたいと思います。 

いずれ、県との関係は、今回、市が単独っていいますか、前は県の方も別にやろうと思って

いたわけ、クラスターの発生に関して。ところが今回、週１回の当市の方で独自にやるってい

うことになっていますので、調整はどうなっているか。これは、市の方が当然、日、回数は多

いし、人数も幅広いので、県とは違う規模でやるんですけど、県との調整ってのはどのように

なっているのか。 

３点お伺いします。 

（小野寺議長） 千田長寿社会課長。 

（千田長寿社会課長） それでは、私から１番目と３番目のご質問に対してお答えしたいと思いま

す。 

まず、抗原検査の実施方法ですが、現在、唾液による検査は、厚労省が認め、承認している

検査で、簡易的な検査キットの中には唾液の検査はございません。ということで今回、検討し

ているのは鼻からの検査なんですが、ただ、この鼻からの検査も二とおりありまして、鼻腔出

入口付近２センチぐらいのところで採取する方法と、それから、よくインフルエンザとか、奥

の方に入れてやる部分なんですが、鼻咽頭でやる部分がありますが、これは、やはり有資格者

というか、そういう方でないとちょっと最初は難しいということで、鼻腔入口付近で採取する

方法での検査キット、しかもこれは、厚労省の承認を得ているキットを使用するということで

今、検討を進めております。 

それから、三つ目の県との前期協議というか連携についてですけれども、今のご質問は、多

分県でエリアを広く検査することがあるわけなんですが、今回、奥州市でこの検査を実施する

に当たり、県の方から同様のお話をいただいた際に、県では、例えば市中感染で感染している

理由というか、場所が特定できないといった場合には、広い範囲で検査を行うということがあ

るようですが、今回の奥州市の場合は、施設、極端な話１施設、その施設でクラスターが発生

しているということを考えますと、その範囲を、場所が大体決まっている中で、県がもっと改

めて広範囲にわたって検査をするという予定はないということでお話を受けていますので、こ

れについては、市独自で各事業所に対する検査を実施することとしております。 

以上です。 

（小野寺議長） 高橋福祉部長。 

（高橋福祉部長） それでは予算のことについてお答えいたします。今回の高齢者施設に対します

感染拡大防止の予算につきましては、当面必要な分については、まずは予備費対応というふう

なことで考えております。 

これには、今回の新型コロナウイルス感染症対応の地方創生臨時交付金、これを活用する予
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定でおりますが、まずは、取り急ぎのところは予備費対応で考えております。さらに必要な分

につきましては、今後の補正予算等で要求していくということで考えております。 

以上です。 

（小野寺議長） 及川佐議員。 

（及川佐議員） 抗原のケースは了解しましたが、例えば、臨時交付金、今回そもそもこの2,200人

を総枠として、費用はどの程度を見込んでいるんでしょうか。わからない。或いは、大ざっぱ

にでも、その金額は想定なさっているかどうか。 

それから、今後ですから、補正でやるか、６月の議会にやるかわかりませんけれども、今後、

これをとりあえず2,200人やるそうですけれども、これは、ここにも書いてあるワクチンを

やった方を除くと、こういうふうに考えているんですが、その辺はどのようなスケジュールで

人数とか確定されるんですか。あと予算に関わるんですけれども、それ、わかったら教えてく

ださい。 

（小野寺議長） 高橋福祉部長。 

（高橋福祉部長） お答えいたします。今回の検査に係ります経費の金額につきましては、現在の

ところ、人数につきましてもこれからになりますが、ある程度2,200人ぐらいと把握しているん

ですけれども、ワクチン接種と並行にやっていきますので、ワクチン接種をしていったところ

は、今回の検査からだんだん外れていって、減っていくということで考えております。ですか

ら、ちょっと人数も今積算中ですし、あとは、使用する検査キットの金額等についても今、細

かいところは選定中で、金額がまだ確定していないのが現在のところでございます。 

（小野寺議長） 小沢市長。 

（小沢市長） 部長レベルで、言ったじゃないかって、金額言ったじゃないかっていうふうな話で

すから、何か随分歯切れの悪いことでしたけども。これを実行しようと庁議をしたとき、あく

までも概算ですが約5,000万円ではないかと。ＰＣＲが１億2,000万円ぐらいだっていうんです

か、ＰＣＲは物を集めるのと、あと検査結果が出るのが余りにも遅いということで、スクリー

ニングには、もしかして余り適さないのではないかと。しかし、抗原検査だと、まずは１回目

の結果がすぐ出るから、そして再度、精度の高いＰＣＲっていうふうな２段構えにした方がよ

り実効性があるのではないかという、そういうふうなことが１回に出ていくお金ではないです

けれども、トータルでは概算上そのぐらいかかるのではないかっていうことですけれども、今、

部長が答弁いたしましたとおり、実際は、それよりかからないかもしれませんし、それ以上か

かるかもしれません。といいますのは、ワクチン接種ができるだけ頑張って早くやろうと思っ

ていますけれども、期間が長くなれば、検査期間も長くなるというふうな部分なので、大体、

私がこの議題を庁議に付して、ではやりましょうってみんなの同意を得て決めた時には、一応

ざっくり5,000万円はかかるよということを一つの目安としてやろうというふうなことですけれ

ど、１回にかかるわけではないので、まず予備費充用しながら、いずれ不足はしますので、あ

とは、補正予算をお願いするというふうな形で進めていくものになると思いますので、あくま

でも初期の分の概算がそういうことだったということでご理解をいただければと思います。 

（小野寺議長） 他にございませんか。 

＜ 「なし」との声あり ＞ 

それでは、②高齢者福祉施設等に対する感染拡大対策については、以上とさせていただきま

す。 

説明者退席のため、暫時休憩します。 

 

③ 奥州市新型コロナウイルスワクチン接種実施計画について 

（小野寺議長） 再開いたします。次に、③新型コロナウイルスワクチン接種実施計画について、

当局から説明をお願いいたします。菅野健康増進課長。 

（菅野健康増進課長） それでは、私から奥州市新型コロナウイルスワクチン接種実施計画につき

まして、ご説明申し上げます。 

それでは、資料につきましては概要版の方の３ページものをご覧いただきたいというふうに
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思います。最初に概要をこの資料でもってご説明します。 

１として、はじめに、新型コロナウイルス感染症につきましては、感染拡大を防止し、市民

の生命及び健康を守るため総力を挙げてその対策に取り組む必要があり、感染症の収束に向け

て、ワクチン接種の実施体制を整備するものでございます。 

２として基本的な考え方でございます。予防接種法の規定に基づきまして、国が示しており

ます新型コロナウイルス感染症に係る予防接種実施要領に基づき進めます。 

３として接種対象者でございます。(1)の対象者の範囲につきましては、16歳以上の市民の

方ということで、その数が10万500人を見込んでございます。(2)として、接種順位及び接種対

象者の数でございます。国で定めた次の接種順位によりまして順次進めて参ります。 

接種の対象者でございます。まず、①として医療従事者の方でございます。市内において医

療従事者の数は、おおよそ3,500人と見込んでございます。この3,500人につきましては、３月

中旬から接種を開始して順次、現在も進めてございます。最終的に６月上旬ぐらいまで接種が

かかるということで、医師会の方で現在進めてございます。 

②の１でございます。高齢者施設入所者等の方の分でございます。約4,600人ということで、

これは、施設で働く従事者の方も含んだ数ということで、入所者と従事者の合計でございます。

４月21日から施設入所者の接種をスタートさせてございます。 

②の２、高齢者の65歳以上の方でございます。これは施設入所されている方以外の一般の高

齢者の方になります。この数が約３万7,800人となってございます。これにつきましては、５

月下旬からスタートするということでございます。 

③として、一般の方になります。①、②以外の方になります。約５万4,300人。この５万

4,300人につきましては、医療従事者、それから高齢者施設で働く方を除いた数ということで、

この人数を見込んでございます。７月以降の高齢者が進んでからの、７月以降の接種時期を見

込んでございます。 

この表をスケジュールに下ろしたものが、次の表となります。ワクチン接種のスケジュール

でございます。３月から来年の２月までのスケジュールで、棒グラフといいますか、スケ

ジュールを示したものでございます。一番下の米印をご覧いただきたいと思います。５月６日

発送の予約案内通知につきまして、今週から、早い方ですと昨日からお手元に届いている方が

あると思います。今週いっぱいで皆さんの、高齢者の方には届くというふうに思います。予約

手続の集中による混乱を避けるために、予約開始日を年齢で刻みまして、80歳以上の方につき

ましては５月17日、来週の月曜日から予約を受け付けます。そして、70歳以上の方はその翌週

の月曜日、５月24日から受付を開始し、65歳以上の方につきましては、また翌週の月曜日、５

月31日から予約を受け付けるということで、段階的に予約を受け付けます。 

次のページ、２ページをご覧ください。接種体制でございます。 

(1)として実施期間。令和３年４月21日から、これは高齢者の施設入所の方の接種がスター

トした日になります。ここから、国で示しております来年の２月いっぱい、２月末までという

接種期間を見込んでございます。 

(2)使用するワクチンにつきましては、現在、認可がおりておりますファイザー社の医薬品

となります。その後、いい薬品も出てくるかと思いますけれども、現在使用されているものは

ファイザー社のものでございます。 

(3)として接種医療機関でございます。①として、クリニック等の医療機関での個別接種。

これにつきましては、開業医の先生になりますけれども、医師会からの確認で、約15の医療機

関が対応していただけるということで、これについては随時、医師会の先生方も、今後、自分

の病院でも接種をするという方も、手挙げをしていただく方が増えてきているという状況にご

ざいます。 

②として、病院・公立診療所での集団接種、11の医療機関でございます。これにつきまして

は、ご覧のとおりの地域ごとに、医療機関か集団接種という形で、通常の診療とは別に、時間

を分けて接種する、或いは接種に対応していただけるということで現在、準備を進めてござい

ます。 
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③として、水沢、江刺に集団接種の特設会場を設けます。これについては、土曜日、日曜日

限定の臨時の集団接種会場になります。平日は、接種を行いません。接種時間については、９

時から12時30分まで、13:30から17：00まで。人員体制ですけれども、医師が３名、奥州医師

会の先生方のご協力をいただいて対応いたします。看護師は６名。看護師さんにつきましては、

個別に看護師を募集いたしまして対応いたします。薬剤師３名、薬剤師会のご協力をいただい

て対応いたします。その他、事務スタッフ15名と１会場当たりで見込んでございます。それか

ら、接種人数の見込み数でございます。１会場当たり630人を見込んでございます。接種会場

は、水沢がプラザイン水沢、江刺が江刺総合支所の多目的ホールを予定してございます。想定

する接種数でございます。奥州市の人口が約11万4,000人ということで、高齢者の、大方65歳

以上の方が約４万100人と見込んでいます。それから16歳以上で64歳までの方が約６万400人と

なってございます。この人数に想定する接種率は、７割を見込んでございます。70％を見込ん

で、２回の接種ということで、約14万700回の接種の数が必要になるということで、４月から

２月までの間で、それぞれ接種回数を見込みました。ご覧の表のとおりでございます。 

それから、５の特設会場への送迎についてでございます。交通手段のない高齢者の不安を解

消し、円滑にワクチン接種を実施するため、６月から９月までの間、各地区センターを経由す

る形で特設会場までの無料の送迎バスの運行を計画してございます。 

それから３ページでございます。６の接種予約についてでございます。 

(1)接種券の発送でございます。高齢者、65歳以上の方につきましては、第１弾として４月

８日に接種券を発送してございます。それから第２弾として５月６日ということで、今週に皆

様のお手元に届くかと思いますけれども、この第２弾の予診票、それから予約の方法のご案内、

接種予定日及び接種会場の案内を同封いたしましたものを郵送してございます。この件数が約

４万件ということになります。それから、一般の方、高齢者以外の方につきましては、７月以

降に発送予定としてございます。この高齢者につきましては、一段階目と二段階目で郵送物を

分けて送付いたしましたけれども、一般の方につきましては、一本で全部、接種券から予診票

とご案内も入れた形で、１回で送付予定でございます。対象人数は、約６万人となってござい

ます。 

(2)として、接種予約案内でございます。先ほどもちょっと触れましたけれども、高齢者の

接種につきましては、年齢で刻みまして、予約の開始のスタートをずらしてございます。80歳

以上の方につきましては、来週の月曜日、17日から予約を受け付けるということで、対象とな

る数の方が約１万5,000人。それから70歳以上の方が、１週間後の５月24日の月曜日から予約

を受け付け開始するということで、対象となる人数が約１万6,000人。高齢者で65歳以上の方

になりますけれども、５月31日、もう１週後になりますけれども、予約開始日をそれぞれずら

しております。65歳以上の方が9100人を見込んでございます。それから、一般の方、高齢者以

外の方が、７月以降の予定ということになります。 

(3)として、接種予約方法でございます。コールセンターへの電話予約、受付時間が平日の

９時から夕方６時までの時間の受付となります。それから、市のホームページからの予約がで

きます。これについては24時間対応ということで、５月17日から予約をスタートいたします。 

７として、ワクチンの管理・配送等についてでございます。ワクチンの接種円滑システムV-

SYSというシステムになりますけれども、このシステムを活用いたしまして、奥州市に配分さ

れましたワクチン量を調整、決定し、各接種する医療機関に配送いたします。総合水沢病院内

に設置しております超低温冷蔵庫からお分けしたワクチンを各医療機関に配るということで、

週２回程度の配送を予定してございます。 

８として、副反応・健康被害救済制度についてでございます。 

(1)の副反応についてでございます。新型コロナウイルスワクチンの接種により発生するア

ナフィラキシーにつきましては、発生リスクをできるだけ減らすために、アナフィラキシーと

診断されたことのある方につきましては、予約時点で総合水沢病院での接種を予約していただ

くよう促すほか、予診時のチェック、発生時の早期対処体制を整えて対応いたします。 

(2)として、健康被害の救済制度でございます。予防接種による健康被害が生じた場合には、
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医師の報告に基づきまして調査が行われ、結果、接種が原因で生じた健康被害と国が認定した

場合には、健康被害救済制度の対象となります。実施自治体となる市から給付が行われるとい

う仕組みになってございます。 

最後に９として、市民等への相談対応・周知方法についてでございます。市民等への相談対

応窓口としてコールセンターを設置して、接種場所の確認や接種券の再発行など、ワクチン接

種に係る具体的な手続に関する市民や医療機関からの相談に対応いたします。加えまして、市

民窓口として、本庁ですと１階の市民ホールで市民相談を受け付けるための臨時の窓口を設置

して、市民の方の問い合わせに対応する予定としてございます。また、対象となるすべての市

民に対しまして、効率的かつ効果的に適切な時期に接種に関わる情報を周知し、広報おうしゅ

うホームページ、ＳＮＳ、地元紙新聞に掲載するほか、奥州エフエムによりまして周知を図っ

て参ります。 

それから、次の実施計画につきましては、省略をさせていただきたいと思います。 

以上になります。 

（小野寺議長） ただいま説明いただきました点について、ご質問等ありましたらお願いします。

１番、小野優議員。 

（小野優議員）１番、小野です。予約体制についてお伺いいたします。他の地域でコールセンター、

それからホームページとかがダウンしたとかっていう話がありますけれども、まず現状、奥州

市としてそういったおそれがないのかどうかというところを確認させてください。 

（小野寺議長） 菅野健康増進課長。 

（菅野健康増進課長） 全国では、窓口等で住民の方が押し寄せたり、或いはパソコンでの予約が

ダウンしてしまったといったような事例も伺ってございます。そういった事例も含めて、コー

ルセンターの対応人数ですけれども、現在10名で対応してございますけれども、その人数を段

階的に５名、それから、１週間ごとに５名ずつふやしまして、最終的には20人対応で電話受付

をするということで、最初はやはり繋がりにくいということはあるかと思いますけれども、慌

てず急がず電話で申し込まれる方につきましては、そういった増員した形で対応を予定してご

ざいます。 

それから、パソコンでのウェブ予約でございますけれども、一度に2,000件までアクセスが

ありますと、自動的に繋がりにくい状態になりまして、システムがダウンするというのを防ぐ

機能が働きます。ですので、アクセスが集中してシステムがダウンしてしまうと、その日の受

付ができなくなってしまうという状況にもなりますので、そういった形で2,000件を超えます

と、それ以上に受け付けられない状態になりまして、ちょっと昔のパソコンですと砂時計の状

態といいますか、それ以上進まなくなるというような状況になる、システムが対応するという

形になっております。少し時間をおいてから申し込んでいただくということが必要になるかな

というふうに思いますけれども、機会あるごとに、ワクチンは、今は限られたす数ですけれど

も、その後は順調に入荷するということで、焦らずに申し込んでいただきたいということを市

民にお知らせしながら、その集中を避けたいというふうに思ってございます。 

それから、本庁では市民ホールに臨時の相談窓口を設けますけれども、支所の職員もワクチ

ンチームの併任という形で打ち合わせを行いまして、支所で問い合わせがあった場合、或いは

窓口に照会といいますか、教えて欲しいということで見えられた場合に、支所で対応するとい

うことで連携をとってございます。 

（小野寺議長） 小野優議員。 

（小野優議員） 確認したいのが、65歳未満の方の受付が始まるときに、対象人数が一気にポンと

ふえるわけなんですけども、そこも年代別若しくは何らかの区分けをして、時期をずらしたり

するのかどうかっていうところをお聞きします。 

（小野寺議長） 菅野健康増進課長。 

（菅野健康増進課長） 今回、高齢者の方約４万件のご案内をさせていただきました。これが終わ

りますと、まず高齢者の方への通知を終えますと、今度は一般の方へのご案内という形になり

ます。これは６万件が見込まれますので、1.5倍ということで、さらにその混雑、混乱が生じる
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というふうに見込まれますので、年齢で刻むとか、それをもうちょっと余裕を持った期間で進

めるという発想もあわせて、一気に発送しないで刻んだ形で発送するということも必要かなと

いうふうに各市町村で工夫しながら対応してございますので、奥州市におきましても混乱のな

いように進めたいというふうに考えてございます。 

（小野寺議長） 小野優議員。 

（小野優議員） どうしても人数が増えますし、さっきも聞きましたが、インターネットでの申し

込みがおそらく格段に増えると思われますので、その辺十分に備えていただきたいなと思って

おります。 

最後、学生です。16歳の分、おそらく高校生かなとは思いますけども、その辺の接種体制と

いうものが学校で行うのか、土日に来てもらうのか、それから保護者の確認の有無という、ど

う対処するのかだと思いますけども、その辺、現状どのように検討されているのかというのを

お聞きいたします。 

（小野寺議長） 菅野健康増進課長。 

（菅野健康増進課長） 16歳以上の高校生とか、そういった若い方の接種につきましては、学校単

位での接種というのは、現状では考えてございません。土日での集団接種会場で、家族から送

迎をしていただきながら接種を進めるという形になろうかというふうに考えてございます。 

（小野寺議長） 他にございませんか。12番、廣野富男議員。 

（廣野富男議員） 12番、廣野富男ですが、１点だけちょっと私が聞き洩らしたのかもしれません

が、個別接種15医療機関っていうのはこれ、公表はされないということなんでしょうか。或い

は、もうこの案内に15の個別接種のなんか名簿が送付されてくるのでしょうか、その点。 

（小野寺議長） 菅野健康増進課長。 

（菅野健康増進課長） 通いの先生の個別接種につきましては、現在、医師会の方でも拡大できる

ようにいろいろ説明を行い、そして私たちにもいろいろとこういったことができないのかどう

かっていうことを様々お問い合わせいただいております。そうした上で、現時点では個別接種

を見送っていた医療機関の先生方もそういった対応ができるのであれば、今後対応していきた

いという形で、15から徐々に増えていく見込みとなっております。随時新しい手挙げしていた

だける先生方の情報につきましては、広報誌とか、あとはホームページとか、様々な形でお知

らせを市民にしていかないと、その医療機関でできる、できないっていうのが知らない状況に

なってございますので、最初に案内しました、医療機関につきましては、現時点で答えをいた

だける医療機関としてのご紹介になってございますけれども、その後、随時対応できる医療機

関が増えてくれば、その都度医療機関を追加して、市民にお知らせしていきたいというふうに

考えてございます。 

（小野寺議長） 廣野富男議員。 

（廣野富男議員） 今日いただいた資料に、その15の医療機関が掲載されていますか、私、探しか

ねたんですが、ありますか。 

（小野寺議長） 佐藤健康こども部長。 

（佐藤健康こども部長） この個別接種っていうのは、まずかかりつけ医が、自分の患者を、この

人だったら接種しますよという部分でございます。今回、勘違いされるのが、予約はそこの病

院でもできるという、勘違いされる恐れがあるので、今回その個別接種としている部分につい

ては、ご紹介はしておりません。 

ただし、やっぱり自分がかかりつけの先生にちゃんと受診いただけるのかどうかという部分

がありますので、それについては、後から周知したいと思いますし、あと先生方も、自分の患

者さんに、うちでできるよっていうふうに言っていただけるものというふうに考えております

のでよろしくお願いします。 

（小野寺議長） 廣野議員。 

（廣野富男議員） 今の段階で15の医療機関は公表できないのですかということです。言っている

意味はわかりますか。順次公表するとかじゃなくて、あれですよね、予約表がもう発送されて

いるわけですよね。発送しているのは、個人の開設医がどこで対応してくれるのかっていうの
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は、リストがなかったら困るんじゃないですか。俺の聞き方が悪いですかね。 

（小野寺議長） 小沢市長。 

（小沢市長） 初回の部分とところに、一番いいのは、65歳以上で佐議員さんが既に原本をお持ち

ですから、確認していただく。この中には、15の施設は書いていません。それで、ここの部分

のところは、予約が、例えば及川医院とか廣野医院とかって書いていると、あー、んだったな

らば、稲瀬にあるんだったら、１回も行ったことないけど、そこで打ってもらうじゃとなって、

そこのところがパンクしたりすると、困ったことになるので、とりあえず今回は、全体の状況

をみて、かかりつけ医がありますかどうかって話になったときに、予約を受けて、私のかかり

つけの例えば本田さんのところでやってくださいとかっていうふうな形で、最初はそういうふ

うな形で進めていかざるを得ないんです。 

といいますのは、１回も来たことのない人には、やっぱり心配があるんで接種しにくいと、

できない訳じゃないけど接種しにくいと、ずっと医師会の方から言われているので、個別に予

約の部分のところで、15の機関をお知らせしていくということから始めて、安定的にそれが広

がった時点で公表をしていくという２段構えの方法を取らざるを得ないということなんです。 

それで、あまり合理的なやり方でないよねってお感じになりますでしょう。ところが、医師

会の方では、そうしてもらわないとなかなか個人クリニック、個人診療所としては受けにくい

というふうなご事情もあって、とりあえずちょっと安心というか、混乱を避けるためにと我々

は思っているんですけれども、そういうふうな体制の中で初回は進めていかざるを得ないとい

うことであります。 

おそらく15の施設、医療機関を出すと、何とか病院に行くよりは、そっちが近いからそっち

でやってもらうべって話になると思うんですよ。もう一度同じ話をしますけど、そうすると、

そこの医院が１日20人しかできないのに200人も予約もらってもなんともならないよって話に

なってしまうというふうな部分を、とりあえず初回は回避しながら、安定的にできる範囲の数

を、かかりつけの患者さんを優先して、その医院ではやっていただくというような形で取り進

めていかざるを得ないということでありますので、何かご理解されにくいようでありますけれ

ども、そのようなことを担当者が言いたかったということを私が理解して、少し翻訳しました

が、不足があれば、担当者の方から補足をお願いします。 

（小野寺議長） よろしいですか。他に。22番、菅原明議員。 

（菅原明議員） 22番、菅原です。ワクチンの接種体制と、それに伴って、集団接種の会場に地区

センターからの送迎をやっていただくというところについてちょっと伺いたいと思います。 

それで希望するのは、地区センターから集団接種をする会場への送迎をしますよということ

ですけれども。 

一番、我々がやって欲しいなと思うのは、接種会場に送迎するのではなく、地区センターで

接種してもらえる体制が一番いいのかなって思うんですが、それができるのかできないのかと、

できないなら送迎しますよということかもしれませんが、レントゲン検査と同じような形で、

地区センターに来ていただけるような体制は無理なのかなという点が一つ。 

それから、特設会場に送迎支援をしますということなんですが、衣川・前沢コースが１コー

スになっているようですけれども、この範囲がすごく広いですよね。もう南股、北股、そして

衣川、衣里、前沢、古城、白山、生母。これじゃあ相当の時間がかかるのじゃないかなって感

じます。それで、そういうコースを決定されたかもしれませんが、これはやっぱり衣川コース

というような形で、それも土日ですので、逆に仕事されていて予約の取れない人は、市の関係

の方が、いっぱい数を利用されると思いますけれども、土日の方が逆に多く予約される方があ

るのかなっていうような感じもしますので、このコースの問題をもう少し検討していただけれ

ばなと思いますが、いかがでしょうか。 

（小野寺議長） 佐藤健康こども部長。 

（佐藤健康こども部長） 地域センターでワクチン接種できないかという、まずお問い合わせにつ

いてですが、全国の市町村ではこう回って歩いて接種しているところもありますけれども、今

回、奥州市として考えたのは、何かあったときにすぐ行ける病院がそばにあること、これを一
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番重要視しております。先生方も、やっぱりアナフィラキシーショックとか具合悪くなったと

きに、すぐ近くに病院等があれば安心できるというところがありますので、今回は回って歩

くっていう接種については、見送ったという状況です。これについては、医師会のお話もあり

まして、そういう方向で決めたという状況でございます。 

あと、コース取りにつきましては、最初、この５コースか４コースかっていうところで考え

てはいたんですけれども、最低１時間で行けるようなコースっていうことで、５つに今回は分

けて。衣川がどうしても遠くて大変なのは重々わかっていますけれども、いずれこの部分につ

いても検討して参りたいというふうに考えています。 

（小野寺議長） 菅原明議員。 

（菅原明議員） 検討してみますということですけれども、ぜひ、これだけはやっぱり分けたほう

がいいと思います。もし、そういう会場での接種しかできないということになれば、ぜひこの

辺はお願いしたいと思います。以上です。 

（小野寺議長） 小沢市長。 

（小沢市長） 当初、地区センターでの集団接種を考えたんですよ。でもやっぱり何があった時に

危険が高いということで、これは市の医師会の方からも申し入れがあってなんですけれども、

少なくても江刺病院が近くにある江刺総合支所ですし、プラザインもそんなに胆沢病院とかが

遠くないんですけれども、医師会の方からは、必ず特設会場には救急車を配備せよと指導が

あったぐらいですから、何があった時にはすぐ担ぎこめるような場所でないと、ということか

らすると、ご不便をかけますけれども、２か所で、密にならずに、駐車場があって、そして、

冬にもかかる。冬にもかかるってことは、ばっちり冷暖房が効くというふうな場所を選ばざる

を得ないというふうなことの中で、結果的に、安直に２か所に決めたということじゃなくて、

大きく広げながら、集約してったらそういうふうな形、状況に、そうなったっていうことなの

で、そこはぜひご理解をいただければと思います。我々もそういうふうに説明をして参ります。 

あと、コースについては、いずれ今、強く検討の内容を示されましたので、前向きにより簡

便な部分のところとしてなるようにということ。それと、実際初めてのことなので、どういう

ふうな状況になるのかということも含めて、その都度改善をしていかなければならないものと

いうふうに考えております。 

（小野寺議長） 他にございませんか。11番、千葉敦議員。 

（千葉敦議員） 11番、千葉です。先ほどの12番議員の質問の続きになるかと思うんですけれども、

かかりつけ医で受入れるという場合に公表はされないっていうことですけれども、電話予約し

たときに、自分個人のかかりつけが15箇所に入っているかどうかの確認はできるのかというか、

なければ、そのかかりつけ医で受けることはできないと思うんですけども、或いは、事前に自

分のかかりつけ医に電話して対応してもらえるのかどうかを確認するのがいいのか、その辺は

どちらがいいんでしょうか。 

（小野寺議長） 菅野健康増進課長。 

（菅野健康増進課長） かかりつけ医の先生の個別接種につきましては、予約がとれるようになり

ましたならば、その先生のクリニックで予約が取れるというふうに先生の判断がいただければ、

広く市民に周知して、予約をとれるという状況にしますし、コールセンターでは、何々医院で

接種できますかというふうにご質問いただければ、その医療機関の登録がされておりますので、

その医療機関については予約可能ですという形でご案内をさせていただくと、或いはこの医療

機関では接種できませんという形で別の医療機関をご紹介していただくというご案内になりま

す。 

（小野寺議長） 他に何人ぐらいありますか。ここで11時25分まで休憩します。 

再開いたします。先ほどの11番議員の質問に対する答弁からお願いします。佐藤健康こども

部長。 

（佐藤健康こども部長） では、ちょっと整理してお話させていただきます。 

まず、今回のこのご案内の通知には、かかりつけの部分について載せられなかったというの

は、いずれまた個別の医療機関をこれに載せられる状況になかったというところがありまして、
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載せておりません。接種の予約の方法ですが、コールセンター一つと、あとウェブの予約が一

つということですが、かかりつけの場合は、かかりつけの先生と患者さんの話し合いとかで予

約できると、コールセンターを通さなくてもできるっていうのが、かかりつけの個別接種にな

ります。 

この部分について全くこれに書いていなかった我々としても、ちょっと落ちていたなと思っ

ておりますが、今度の広報の時には、そういった部分も変えてお医者さん、かかりつけ医が

あって、ここには直接申し込めばできるよっていう話を、自分がかかりつけ患者であればでき

るよっていうことをつけながら、説明したいと、周知したいと思います。 

（小野寺議長） 11番、千葉敦議員。 

（千葉敦議員） では、コールセンターの電話ではなく、まずかかりつけで診察を行った時、確か

めて、そして予約を受けるというふうに今、言われたと思うんですが。それでよろしいですね。 

（佐藤健康こども部長） はい。 

（千葉敦議員） それからもう一つ、どうしても高齢者は、国では７月までに終わらせるという方

針でずっと国会での話で答弁とか、新聞報道がされていますけれども、市から今日いただいた

資料を見ると、高齢者は９月ごろまでかかりそうなように書いておりますが、例えば集団会場、

土日だけじゃなく平日も入れるとか、そういった方法がとれないものか。そのためには、おそ

らく医師会さんの協力が当然必要かと思うんですけども。そういったことにより、９月ではな

く高齢者はもっと早く、本当に７月に終わるような努力を今後ともされるべきだと思いますが。

そして、64歳以下も２月までじゃなく、もっと本当に早く終わるような体制をとるべきではな

いかと思いますが、あわせて伺います。 

（小野寺議長） 小沢市長。 

（小沢市長） 記載されている部分については今、現状で積極的に応援していただけるという医師

会の先生方の能力を最大限、それから、公立の、要するに県立、市立のドクター、看護師をフ

ル活動するということで、この接種予定表ということで、例えば、７月であれば、人数として

すれば１万8,280人ということであります。 

ここで足し算していっても、実は４月、５月、６月、７月というふうな部分で足しても４万

人にならないんですね。能力的な部分のところから言うと、ですからワンチーム、要するにド

クター１人に看護師が２、３人、あと事務が２、３人、薬剤師。６、７人程度のチームがあっ

て、１日に７時間フル活動していただくということで、大体200から250人ぐらいということで

すから、そのチームが５つも７つもでき上がってくれば可能なんですよ。 

私の方からは、地元選出の国会議員と、それから総務省の方からも話があったから、聞取り

がありましたから直接言っておきましたけれども、お医者様だけだとやっぱりちょっともう限

界がありますよと。ですから、例えば歯科医師が接種できるようにならないかというのを検討

しているとかって話ですけれども、この辺のところの壁をぶち破っていただかないと、今の予

定よりも倍のスピードで進むなんていうことは、ちょっと難しいのかなと思っています。１割、

２割はスピードアップできると思いますけれども、そういうことであります。 

例えば、一つの会場に、10ラインぐらい、10本ぐらいあって、一気にその日１日で3,000人

とか4,000人が打てる体制で無理やりっていうか、予約が円滑に入れられれば、そういうふう

なことができますけれども、１台に１人ずつドクターを貼り付けるっていうのは、これ、実際

上不可能ですので。 

注射を打てる人っていうのは、看護師さんでももちろんいいわけですけれども、聞き取りす

る部分のところを保健師さんでもいいですよとか、ある程度看護師さんの聞き取りでも予診票

の作成を認めるとかっていうふうなことでないと、注射は人という話よりも、実は、この人に

ワクチン接種していいんだろうかって判断は、ドクターがするって話なので、だから、獣医師

さんもＯＫだなんて話になってくれればとってもいい話なんですけれども。敦先生の承諾を得

てなんて、いやいやこれ冗談じゃなくて、そういうふうなレベルまで広げていかないとなかな

か難しいと。注射打つだけだったら、看護師さんとか保健師さんでも打てますし、可能性で言

えば、今認められていませんけれども、救急救命士も正常確保とかって注射っているんですよ。
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ですから、そういう人も研修してもらえば打てる可能性ありますけど、打っていいかどうかの

判断はあくまでも医師。ここのところがやっぱり非常に難しい話だと。あと事務員であるとか、

予後を見るっていうのは、看護師さんとかいろんな形で、それは対応できると思うんですけど

も。接種の可否を決めるのはドクターっていうことになっているんで、そこの範囲をどうにか

して壁を崩さないとなかなか難しいのかなっていうふうには思っております。これが現状の話

です。 

ただ、これから言う話でありますけども、何とか多くのドクターにご協力をいただいて、１

割でも２割でも、そのスピードアップしていただくべき努力は、最大限尽くして参りたいとい

うふうに思っているところでございます。 

（小野寺議長） 千葉敦議員。 

（千葉敦議員） 例えば、胆沢病院には研修医の先生も結構いらっしゃるかと思うんですけども、

例えば平日、どちらかの会場で、やはり３レーンを作るとか、そういった努力もあればいいん

じゃないかなというふうに私は思いますけれども、市長が言われたことも確かに大事でありま

すけれども、胆沢病院の研修医の先生方の協力を求めるような方策等々も必要ではないかなと

思いますが、改めて考えを聞いて終わります。 

（小野寺議長） 小沢市長。 

（小沢市長） 研修医の先生は、もちろん注射を打てます。ただ、ここで研修医の先生が、千葉敦

さんを問診した時に、この人に打っていいか悪いか可否を決める責任まで研修医に負わせられ

るかっていう辺りが、極めて難しい判断になるのかなって思います。ただ、土日でやるわけで

すけれども、医師会の先生方は、結構多くの医院が土曜日の午前中に診察っていう日程が多い

ので、この午前中に関しては公立の医師が万全に手当するということで、かなりのご負担を、

ご協力をいただいているということだけは申し添えておきたいと思います。 

（小野寺議長） 他にございませんか。13番、及川佐議員。 

（及川佐議員） 短くしますが、接種後の接種証明書というのは出すんですか。例えばここに動き

たいと、どこかに行きたいという場合は、接種２回やった後はどうするのか。それから、もう

一つ問題なのは、抗体ができたかどうか。例えば、ワクチン打ったからって必ず抗体ができる

かどうか限らないですよね。或いは時間がかかる。何か月間かおかないと抗体ができない人も

いるので、その間、移るっていうこともあるわけですよ。だから、抗体の確認はどうするのか。

２回打ったからって、それこそ証明書もらってね、もうあちこち行っていいのかどうかにも関

わるんですけれども、この辺について、分かればお願いします。 

（小野寺議長） 菅野健康増進課長。 

（菅野健康増進課長） それでは、私からは１点目の接種済証の関係でございます。１回目、それ

から２回目の接種をされた方、それぞれ１回ごとに接種済証というのを交付いたします。そし

て、その接種済書の中に接種したという確認ができる表示がありますので、それでご本人が１

回接種した、２回接種したというその状況がわかるような済書というものを発行いたします。 

（小野寺議長） 千葉保健師長。 

（千葉保健師長） 抗体検査につきましてですけれども、今のところは、どのくらいで抗体ができ

るっていうふうな明確なものを示されたものがございません。ですので、接種した方について

は、接種後の注意書きというのをお渡しするんですけれども、その中できちっと感染対策は

取ってくださいということで周知していきたいというふうに思います。 

（小野寺議長） 及川佐議員。 

（及川佐議員） もっとはっきり言うと、２回接種した後、いつから出かければいいのか。手書き

なんですか。もっと具体的に、例えば、さらに抗体検査するとか。或いはね、血液分析した後

ならば、例えば、東京でも行っていいとかね。 

アメリカなんかはもうね、１回だけでもとかね、そういう国もありますけれども。いずれ、

打った後になんていうか証明だけではやっぱり打っただけですからね。実際、それが本当に抗

体ができたかっていうのは、８割とか９割とかって言われていますけれども、できない可能性

もあるわけですよ。それが長引けば、うつることもあるんですよ。打ったけどうつるってこと
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もある。抗体できない方もいるのでね。だったら、要するに、もう打ったけれども、しばらく

後からとかね、それは何かこう、国の問題なのかもしれない。市だけで判断できないのかもし

れないですけども、何か基準があるんでしょうか。お願いします。 

（小野寺議長） 小沢市長。 

（小沢市長） 何か少し私に能力があれば、小沢昌記市長の接種済証がどこに行ってもいいってい

うふうになれば、本当にそうなんですけれども。この件に関しては、やっぱり国。厚生労働省

の知見を持って大丈夫ですよっていう、移動制限みたいなものっていうのが、国としてやっぱ

り対応していただかざるを得ないのかなと。我々とすれば、魔法の薬じゃないですよっていう

ことは、口酸っぱくお話しなきゃならないと。２回打ったから、或いは１回でも、免罪符をも

らったって話にはなりませんよっていうことは、しっかり言わなければならないと。皆さんも、

インフルエンザの予防接種をしたからって、インフルエンザにかかったっていう人、いっぱい

いますからね。例えは悪いですけれども。 

そういうふうな状況もあるとすれば、安全はある程度確保されたけれども、これが万全では

ないっていうことをお話しながら、ある程度の数が出たという状況の中で、国が、或いは厚労

省が、こういうふうなことであれば、２回接種済みの人を持って１か月以上、何らかの副反応

が出なければ、移動を解除するみたいな。国としてのオフィシャルな、何か見解を待つしかな

いのかなというふうに思います。ただ、重篤になることが極めて少なくなる、それから、うつ

すこと、うつることも極めて可能性が低減されるっていうことだけは間違いないようなんで、

注射が嫌いでない人は、ぜひ、急がずにゆっくりでいいですから、接種していただければとい

うふうに思います。 

（小野寺議長） 及川佐議員。 

（及川佐議員） というのは、医者っていうか、その医療機関の２回打った方は、かなり増えてき

ています。ですから、彼らが一番先なんですけれども、もうすでに打ったらどうするんだって

話が出てくる。学会に出張で行っていいのかとかね。或いは、警戒しているところは行かな

きゃいいのかとかね。だから、これは市だけじゃ無理な話ですけれども、やはりそれはそろそ

ろ、これから私も含めて歳をとった方は、早く打っちゃうわけ、早く打っちゃうというか、

打ってしまえば、やっぱり歩きたくなるわけですよ、基本的にはあちこちに。だから、それは

もう想定した上で、県なり国なりの方のガイドラインを出していただくしかないのかなと思い

ますが、なるべく早くしていただきたいと思うんですが、ご意見を聞いて終わります。 

（小野寺議長） 小沢市長。 

（小沢市長） 今のは、おっしゃるとおりだと思います。地方自治体の首長の話を即聞いて、伺っ

たっていって、パッとやってくれれば、こんなに我々が悩まなくて済むんですけれども、国の

命令だから、開業の先生も有無を言わさず、全体の仕事の３割をワクチン接種に義務として命

ずるみたいな話なんか出せるはずがないところなんですけれども、ちょっと余談を言いました。

今のとおり、県に向け、県の市長会或いは東北市長会というふうなところなども含めて、働き

かけをして参りたいと思います。 

（小野寺議長） 27番、及川善男議員。 

（及川善男議員） 市長で答えられる、答弁できる質問をします。一つは国のほうも、高齢者のワ

クチン接種は７月に終わるように決定し、方針を出しているんですね。それが公表されていま

す。そうすると、我々に届いてくる高齢者の声は、奥州市でも大丈夫だっていう話。今日のよ

うに９月までかかる、２月までかかるってなれば、何だっていうことになるわけだから、これ

はぜひ、県に対してそういうものを出すんであれば、支援をするように強いお願いをすべきだ

というのが一点。 

それから、一番安心なのは、かかりつけで接種。一番データがあるわけですから、安心です

ので、例えば、一関市の方では51医療施設で受けるっていう公表をしているんですよ。それは、

ほとんどの医師会の先生が関わっている話だと思うんですね。ですから、奥州市においてもぜ

ひ医師会の方にそういう状況等をお伝えし、ぜひ協力して欲しいっていう要請を強くやって欲

しいなというふうに思いますので、その点だけお話を聞きます。 
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（小野寺議長） 小沢市長。 

（小沢市長） ４月のゴールデンウィーク前だったんですけれど、総務省で地方関係をやっている

地財局ってあるんですけれども、２回電話がありました。何とかして７月までに高齢者接種を

やってくれませんかって言われましたが、２回ともはっきり言いました。今の我々の能力では、

９月までかかっても終わるかどうかわかりませんと。もし国でそういうふうな部分のことをな

されたいというのであれば、さっき言ったように、歯科医師の接種も、或いは問診もこういう

ふうなことでやるっていう内容をふやす以外に、７月をめどに完結するっていうのは極めて難

しいと。強制で、接種しなかったら10万円の罰金だみたいなことなんかもやれるはずないです

から、そうすると、それぞれの都合もありますので、要するに機会を多くふやして、そして

打っていただくというふうなことからすると、ワンチーム、さっきも言いましたけれど、200人

とか250人なんですよ。なのでね、開業医の先生は、平日はそれぞれの医院の仕事をしなきゃな

らないですから、それを投げてまでやってくれる、やってくれって頼みにくいと。それでもな

お、休日、夜間をしていただいたりとか、あと土日をかけて、要するに自分たちの看護師さん

を連れながら、集団接種会場に、特設会場に来ていただくというふうな部分等々がありますの

で、ここのところは、ほぼ飽和状態かなと。 

新しく自衛隊の人達が来て打ってくれるとかっていうのがない限り無理だと思います。ただ、

今議員がおっしゃるように、15っていうのはちょっともう少しうちの方としては能力あるよね

と。そういう方々で手挙げしていただいていないのは、いや、知らない患者さんが来てまで打

てないし、断ると悪い評判を出すことにもなってしまうのでっていうようなことで、迷ってい

らっしゃる方々がいるのかなと。決して奥州市医師会が後ろ向きだということではなく、やっ

ぱりそこは、慎重なんだろうというふうに思うのです。 

ですから、例えば今、敦議員さんからも言われた部分、或いは廣野議員さんからも言われた

部分で一番わかりやすいのは、例えば、及川さんを例えに言えば、「及川さん、うちの医院の

診察券を持っていますか。じゃあ、来てください。」といって、診察券が手挙げの医師会メン

バーのクリニックの助けになるような形の仕組みを取れば、カルテのある人だったらやりま

すっていうふうな状況を作るとか、ここはもう少しその知恵を絞りながら進めていかなければ

ならないということで、ただ、７月中に65歳以上の接種完了というふうな話については、恥ず

かしい話になってしまいますけれども、いっぱいやっても、いささかそれでは期限内には終わ

ると思われないということなども誤解のないような形でご説明する機会も設けます。奥州市だ

けが何かこう遅れているということにならないようにいたしたいと思います。 

だいぶ世の中の状況が、ここまで見えてきたと、わからないところが見えてきつつあります

ので、協力を迷っていらっしゃる先生方も、であればこの条件だったらいいよっていうふうな

状況を一刻も早く、コンセンサスと言えばいいんでしょうか、ご同意を得ながら、１人でも多

くの先生にご理解をいただき、そして、いかに簡便にやっていけるかっていうふうな方法を見

出しながら、走り陣立てって言ったらちょっとこういうときに使う言葉がどうかわかりません

けれども、とにかく一歩でも前に進みながら状況を改善していくということで、最大限努力を

して参りたいと思います。 

（小野寺議長） 他にございませんか。 

＜ 「なし」との声あり ＞ 

それでは、③奥州市新型コロナウイルスワクチン接種実施計画については、以上とさせてい

ただきます。 

それでは、説明者退席のため暫時休憩します。 

 

４ その他 （以下略） 



奥州市議会全員協議会 

 

日時：令和３年５月11日（火） 

                                        午前10時                                                                                                                                                                                       

場所：７階 委員会室 

 

１ 開  会 

２ 挨  拶 

３ 協  議 

(1) 説明事項 

新型コロナウイルス感染症の対応状況について 

① 新型コロナウイルス感染症対策本部会議等の状況について 

② 高齢者福祉施設等に対する感染拡大対策について 

③ 奥州市新型コロナウイルスワクチン接種実施計画について 

 

４ そ の 他 

５ 閉  会 



 

新型コロナウイルス感染症対策の対応状況について 

 

１ 経過報告（令和３年４月16日開催 全員協議会以降） 

（1）対策本部会議等の開催状況 

・４月27日（火） 臨時奥州市新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

・４月30日（金） 第30回奥州市新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

・５月６日（木） 臨時奥州市新型コロナウイルス感染症対策本部会議 

 

（2）奥州市国民健康保険臨時診療所（奥州金ケ崎発熱外来診療所）の診療状況 

月 診療日（毎週木曜日）祝日の場合は休診 診療実績 
PCR検査

結果 

インフルエンザ

検査結果 

４月 ①  ⑧  15  ㉒  29 ２日 全て陰性 検査なし 

５月 ６  13  20  27    

※ 診療日の〇囲みは診療実績あり、□は休日による休診、 網掛けは今後の診療予定日 

・第７回奥州市国民健康保険臨時診療所運営委員会開催（令和３年４月30日） 

  令和３年度診療体制及び開設日数等について確認しました。 

  協議結果 ⇒  陽性者発生時の濃厚接触者等への検査については、奥州保健所において、家族

や職場、行動歴から接触者の範囲を拡大して検査対象者を特定し、適時適切に検

査を実施しているほか、管内の医療機関や市と連携をとりながら大規模な一斉検

査を実施するなど、積極的かつ迅速な検査を行っています。 

          このように臨時診療所の開診日に合わせた検査予約を受付ける前に、緊急を要

する際の検査体制が整備されていることから、当面の間、毎週木曜日（13:00～

15:00）週１回の開診とし、火曜日は休診することを決定しました。 

今後、ワクチン接種に力を注ぐ必要があり、今後の検査対応については、５月

中の感染状況により判断すること決定しました。 

人員体制 ⇒ 医 師    １名（奥州医師会） 

看護師    ２名（日々雇用看護師）※令和２年度 公立病院診療所看護師 

車両誘導員  １名（日々雇用）   ※令和２年度 警備会社委託 

事務スタッフ ５名程度（市職員、奥州保健所職員、奥州医師会事務局） 

 

（3）岩手県内陽性患者の状況（令和３年５月９日 15：00現在） 

                     内訳 

累計患者数 入院中 

 

宿泊療養中 入院調整中 
退  院 

療養解除 
死亡者 

うち重症者 

1,091人 

（+15） 

131人 

（△3） 

2人 

（0） 

50 

（△4） 

29人 

（+3） 

846人 

（+18） 

35人 

（+1） 

※ 宿泊療養中は、軽症者等の宿泊療養施設での療養者（R2.11．14稼働開始 85室） 

※ 入院調整中は、感染症指定医療機関等への入院を予定 

※ （ ）は前日増減 

 

（4）奥州保健所管内の陽性者に関する情報（県公表日 令和３年１月１日～令和３年５月９日） 

  ・「奥州保健所管内陽性者の状況」（参照：５～18ページ） 
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２ 対策本部会議等の開催内容 

（1）臨時奥州市新型コロナウイルス感染症対策本部会議（令和３年４月27日開催） 

＜情報共有＞ 

・ 市内において、４月中旬にクラスター「職場７」（感染者数市内外９人）、４月下旬にクラス

ター「地域３」（感染者数市内外 19人）が発生したことから、感染状況及び今後の感染拡大

を防ぐための対応等について情報共有を行いました。 

＜市長メッセージの発信（４月 27日）参照：３ページ＞ 

市内での複数のクラスターの発生や４月25日から東京都、大阪府など４都府県が緊急事態宣

言の実施区域とされたことを受け、大型連休の過ごし方など感染拡大防止に向けた市長メッセ

ージを発信しました。 

 

（2）第30回奥州市新型コロナウイルス感染症対策本部会議（令和３年４月30日開催） 

  ア 報告 

・ 国内及び岩手県内の陽性者の状況、行事・イベント等の開催状況、市への寄附、及び発熱外

来臨時診療所の診療状況について報告しました。 

イ 情報共有 

 ① 奥州市新型コロナウイルスワクチン接種実施計画について 

   別添「奥州市新型コロナウイルスワクチン接種実施計画」により接種の進め方、予約の取

り方、今後のスケジュール等について説明を行いました。 

 ② 各部・部会より 

【健康こども部】 

・ 奥州金ケ崎休日・夜間診療所の当番医、日曜歯科当番医の診療再開について 

4/2から休診 ⇒ 4/26から順次診療再開 

【生活支援部会】 

・ 生活福祉資金（緊急小口資金、総合支援資金）、住居確保給付金、生活保護世帯の状況につ

いて 

【経営支援部会】 

・ 新型コロナウイルス感染症に係る支援策の進捗状況について 

・ 農林漁業セーフティネットに係る融資等の状況について 

・ 商工業セーフティネットに係る融資及び信用保証の状況について 

   

（3）臨時奥州市新型コロナウイルス感染症対策本部会議（令和３年５月６日開催） 

＜情報共有＞ 

・ ５月連休中に市内高齢者施設において、大規模なクラスター「高齢者施設３」（感染者数市内

71 人）、が発生したことから、感染状況及び今後の感染拡大を防ぐための対応等について情

報共有を行いました。 

・ 高齢者福祉施設に対する感染拡大対策について 

 ① 宿泊施設確保事業 

 ② 高齢者施設従事職員新型コロナウイルス抗原検査実施事業 

 ③ 介護施設応援職員派遣要請 

＜市長メッセージの発信（５月６日）参照：４ページ ＞  

市内高齢者施設において大規模クラスターの発生を受け、基本的な感染防止策の徹底、思い

やりのある対応をお願いする市長メッセージを発信しました。 
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新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた市長メッセージ 

 

４月５日以降、宮城県など複数の府県が特措法に基づく「まん延防止等重点措置」の実

施区域とされ、東京都、京都府、大阪府及び兵庫県が４月25日から５月11日まで緊急事

態宣言の実施区域とされました。 

岩手県では、３月中旬から新規患者が急増しており、広がりが懸念される変異株と相ま

って予断を許さない状況となっています。 

奥州市においても、３月下旬から連日のように新規患者が確認されており、感染経路が

不明なものに加え、家庭内での感染が散見されるなど、これまでにない緊迫した状況にな

っています。 

このように全国的に感染が拡大している中、これ以上の感染拡大を防ぐためには、これ

から迎える大型連休の過ごし方が重要です。 

これまでも、市民の皆さまには感染防止策を徹底していただいておりますが、大型連休を

前に改めて次の感染防止策にご協力いただきますようお願いします。 

 

【不要不急の往来自粛等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本的な感染防止策の徹底】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

感染者や濃厚接触者、医療従事者やそのご家族などに対する差別や偏見、誹謗中傷な

どの行為は厳に慎み、正しい情報に基づいた冷静な行動をお願いします。 

 

令和３年４月27日 

 

奥州市長 小 沢 昌 記  

・ 不要不急の帰省や旅行など、「緊急事態宣言の実施区域」及び「まん延防止等

重点措置の実施区域」との往来は、感染拡大防止の観点から自粛をお願いしま

す。 

・ 緊急事態宣言の実施区域  東京都、京都府、大阪府及び兵庫県 

・ まん延防止等重点措置の実施区域 

宮城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、愛知県、愛媛県及び沖縄県

・ 上記を除く県外の地域との往来は、感染が拡大していないか、また、外出の自粛

等が要請されていないか確認し、慎重に判断するようお願いします。 

・ 職場だけでなく家庭も含む全ての場において、手洗い、常時マスクの着用、三密

の回避などの基本的な感染防止策に努めるようお願いします。 

・ 飲食につながる会合などを開催する場合は、大人数や長時間に及ぶ飲食を避

け、マスクなしでの会話等感染リスクが高まる場面に注意するようお願いします。 

・ 業務から休憩など「居場所の切り替わり」は、マスクなしでの会話等感染防止意

識が緩みがちで、感染リスクが高まることから、休憩室、喫煙所、更衣室などでも

感染防止を強く意識するようお願いします。 
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新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた市長メッセージ 

 

市内の高齢者施設において、新型コロナウイルス感染症の大規模なクラスターが発生

し、現時点で入所者、職員など合わせて68人の陽性者が確認されています。 

感染された方々に、心からお見舞い申し上げ、一日も早いご回復をお祈りします。 

この施設は不特定多数が集う場所ではないことから、入所者、職員など濃厚接触者等の

把握が可能であり、濃厚接触者等のPCR検査、施設の消毒等感染拡大を防ぐために必要

な対応が実施されています。 

市としても、新型コロナワクチンの円滑な接種に取組みながら、高齢者施設に従事される

方への抗原検査キットの配布、自主的隔離のための宿泊費用の補助などの事業実施によ

り、同様の事例が繰り返されないよう全力を尽くしてまいります。 

市民の皆さまにおかれましても、これまで以上に感染防止策の徹底にご協力をお願いし

ます。 

 

【基本的な感染防止策の徹底】 

改めて一人ひとりが感染防止についての強い意識を持ち、全ての場において、手洗い、

消毒、常時マスクの着用、三密の回避などの基本的な感染防止策の徹底をお願いしま

す。 

また、「緊急事態宣言」及び「まん延防止等重点措置」の実施区域への不要不急の旅

行などは自粛し、それ以外の地域との往来は、感染の状況を確認し、より慎重に判断する

ようお願いします。 

【思いやりのある対応】 

感染者やクラスターの発生した施設などに対する誹謗中傷、心ない批判、差別や偏見

は絶対にあってはなりません。 

新型コロナウイルスは、誰もが感染する可能性があることを意識し、当事者の立場にな

って考え、思いやりのある対応をお願いします。 

 

令和３年5月6日 

 

奥州市長 小 沢 昌 記  
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奥州保健所管内の陽性者の状況 №1

１　令和２年12月31日以前

２　令和３年１月１日以降

検査状況

第7例目 R3.3.26 R3.3.27

【濃厚接触者】
　なし

(県608) 検体採取 入院 【接触者】
・同居家族　３名
・その他　調査中

・３／27実施　不検出３
・調整中

第8例目 R3.3.27 R3.3.31

【濃厚接触者】
・同居家族　１名
・職場関係　１名

・３／31実施予定
・３／31実施予定

(県621) 入院予定 【接触者】
・別居親族　１名
・職場関係　調査中

・３／31実施予定
・調整中

第9例目 R3.3.30 R3.4.1

【濃厚接触者】
・職場関係　３名 ・４／１実施予定

(県642) 入院 【接触者】
・調査中 ・調整中

第10例目 R3.3.30 R3.4.1

【濃厚接触者】
・同居家族　３名
・知人　４名

・４／１実施予定
・調整中

(県643) 入院 【接触者】

第11例目 R3.3.27 R3.4.1

【濃厚接触者】
・同居家族　６名

・別居家族　２名
・その他調査中

・３／30実施　検出１
・４／１実施予定５
・調整中
・調整中

(県644) 入院 【接触者等】
・調査中

・調整中

第12例目 R3.3.28 R3.4.1

【濃厚接触者】
・同居家族　６名

・３／30実施　検出１
・４／１実施予定５

(県645) 入院 【接触者等】
・調査中

・調整中

第13例目 R3.3.28 R3.4.2

【濃厚接触者】
・同居家族　３名
・別居家族　１名

・４／２実施予定
・４／２実施予定

(県667) 入院 【接触者】
・調査中 ・調整中

第14例目 R3.3.31 R3.4.2

【濃厚接触者】
・同居家族　４名

・別居親族　調査中

・４／１実施　不検出１
・４／２実施予定３
・調整中

(県668) 入院 【接触者】
・調査中 ・調整中

公表日

R3.3.28

R3.3.31

R3.4.1

R3.4.1

R3.4.1

R3.4.1

R3.4.2

R3.4.210代 女
鼻汁、鼻閉、咽頭痛
※重症ではない（４／１、20時現在）

・第11例目（県644）の濃
厚接触者

なし
発熱（37.7℃）、口渇感
※重症ではない（３／31、19時現在）

女10代

区分

・３／28　外出
・３／29　勤務
・３／30　検体採取（PCR:検出）

20代 女 奥州市 団体職員
発熱（37.6℃）、全身倦怠感、頭痛
※重症ではない（３／31、18時現在）

20代

30代 男

発熱（37.6℃）、味覚障害、嗅覚障害、鼻
汁・鼻閉
※重症ではない（３／30　19時現在）

会社員奥州市男

なし（無症状病原体保有者）なし奥州市

症状職業居住地性別年代 主な行動歴等入院状況

奥州市 なし

・３／26～３／29　外出（県外）
・３／29～３／30　外出
・４／１　検体採取（PCR:検出）

奥州市 なし

鼻汁、鼻閉、全身倦怠感、結膜充血、頭痛、
嗅覚障害
※重症ではない（４／１、19時現在）

濃厚接触者等

・３／28、29、30　外出
・３／31　検体採取（PCR:検出）

・県612(一関市)例目の濃
厚接触者

・接触歴あり
（県外の患者）

・３／25、26　出勤
・３／29　検体採取（PCR:検出）

・３／24、25　外出
・３／26　検体採取（PCR:検出）

なし
咽頭痛
※重症ではない（３／31、16時現在）

・第８例目（県621）の濃
厚接触者
（同居家族）

発症日 備考

奥州市
・３／25　来客、外出
・３／26～３／29　県外
・３／30　検体採取（PCR:検出）

10代 女 奥州市

10代 女 奥州市 なし
咽頭痛
※重症ではない（３／31、16時現在）

・３／26　外出
・３／30　検体採取（PCR:検出）

・３／26～３／29　外出（県外）
・４／１　検体採取（PCR:検出）

・第11例目（県644）の濃
厚接触者

10代 女

区分 年代 性別 居住地 職業 症状等 備考 公表日

第1例目 20代 男 県外（勤務地:奥州市） 会社員 倦怠感、発熱 R2.9.1 県20 R3.9.2

第2例目 20代 男 県外（勤務地:奥州市） 会社員 咳 R2.9.1 県21 R3.9.2

第3例目 40代 男 県外（勤務地:奥州市） 会社員 なし（無症状病原体保有者） R2.9.1 県22 R3.9.2

第4例目 40代 男 県外（勤務地:奥州市） 会社員 頭痛、発熱 R2.9.4 県23 R3.9.4

第5例目 50代 女 奥州市 公務員 発熱（37.6度）、倦怠感、頭痛 R2.11.17 県96 R3.11.19

第6例目 30代 男 奥州市 会社員 なし（無症状病原体保有者） R2.12.26 検体採取 県372 R3.12.27

判明した日

※　内容は、県の公表時点のもの
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奥州保健所管内の陽性者の状況 №2

検査状況

第15例目 R3.3.27 R3.4.2

【濃厚接触者】
・同居家族　２名
・その他調査中

・４／２実施予定
・調整中

(県669) 入院 【接触者等】
・調査中 ・調整中

第16例目 R3.3.27 R3.4.2

【濃厚接触者】
・同居家族　２名
・友人　１名

・４／２実施予定
・調整中

(県670) 入院 【接触者等】
・調査中 ・調整中

第17例目 R3.4.1 R3.4.3

【濃厚接触者】
・同居家族　３名

・その他　調査中

・４／１実施２　検出２
・４／２実施１　不検出
・調整中

(県684) 入院 【接触者】
・調査中 ・調整中

第18例目 R3.4.3 R3.4.4

【濃厚接触者】
・同居家族　４名
・その他　調査中

・４／４実施予定
・調整中

(県698) 検体採取 入院 【接触者】
・調査中 ・調整中

第19例目 R3.4.3 R3.4.4

【濃厚接触者】
・同居家族　３名
・その他　調査中

・４／４実施予定
・調整中

(県699) 検体採取 入院 【接触者】
・調査中 ・調整中

第20例目 R3.3.31 R3.4.4

【濃厚接触者】
・その他　18名
・調査中

・４／３実施　不検出
・調整中

(県700) 入院 【接触者】
・調査中 ・調整中

第21例目 R3.3.29 R3.4.5

【濃厚接触者】
・同居家族　２名
・その他　調査中

・４／６実施予定
・調整中

(県707) 入院 【接触者】
・調査中 ・調整中

第22例目 R3.3.31 R3.4.6

【濃厚接触者】
・同居家族　３名 ・４／１実施２　検出

・４／２実施１　検出

(県718) 入院 【接触者】
・調査中 ・調整中

第23例目 R3.4.7 R3.4.8

【濃厚接触者】
・同居家族　２名 ・４／８　実施予定

(県727) 入院 【接触者】
・調査中 ・調整中

第24例目 R3.4.5 R3.4.8

【濃厚接触者】
・同居家族　３名 ・４／８　実施予定

(県728) 入院 【接触者】
・調査中 ・調整中

R3.4.4

R3.4.6

R3.4.2

・第15例目（県669）の濃
厚接触者

R3.4.8

50代 男
奥州保健
所管内

会社員
発熱（37.5℃）、咽頭痛、関節痛
※重症ではない（４／７、16時現在）

・４／５、６　勤務、外出
・４／７　検体採取（PCR:検出）

R3.4.8

40代 女

公表日

・～３／26　外出（県外）
・３／27、29、30　外出
・４／１　検体採取（PCR:検出）

10歳
未満

男 奥州市 なし

・３／25　勤務
・３／26　勤務、外出
・３／27　外出
・３／29、30、31　勤務
・４／１　検体採取（PCR:検出）

R3.4.4

区分 年代 性別 居住地 職業

40代 男 奥州市 会社員

R3.4.2

R3.4.3

備考症状 発症日

発熱（38.0℃）、咳、咽頭痛、全身倦怠感、
関節筋肉痛
※重症ではない（４／１、22時現在）

発熱（38.7℃）、喀痰、咳、食欲不振
※重症ではない（４／１、22時現在）

・第15例目（県669）及び
第16例目（県670）の濃厚
接触者

味覚障害
※重症柄はない（３／30、19時現在）

入院状況 主な行動歴等 濃厚接触者等

・３／30、31　登園・登校
・４／２　検体採取（PCR:検出）

発熱（38.5℃）、咳、鼻汁・鼻閉、咽頭痛、
頭痛、全身倦怠感
※重症ではない（４／３、17時現在）

・３／29～31　勤務
・４／１　医療機関受診
・４／３　検体採取（PCR:検出）

50代 男 奥州市 自営業

・４／１、２　外出
・４／３　検体採取（PCR:検出）

・第16例目（県670）の濃
厚接触者

・第15例目（県669）、第
16例目（県670）及び第17
例目（県684）濃厚接触者
（同居家族）

R3.4.7

10歳
未満

男 奥州市 なし なし（無症状病原体保有者）

10歳
未満

女 奥州市 なし

R3.4.4
・４／１、２　外出
・４／３　検体採取（PCR:検出）

・第16例目（県670）の濃
厚接触者

・３／29、４／１、２　勤務
・４／５　検体採取（抗原：検出）

50代 女 奥州市 公務員
発熱（38.0℃）、咳、咽頭痛、全身倦怠感
※重症ではない（４／５、14時現在）

40代 男
奥州保健
所管内

会社員
発熱（39.2℃）
※重症ではない（４／７、18時現在）

・４／３、４　外出
・４／５　勤務
・４／７　検体採取（PCR:検出）

10歳
未満

女 奥州市 なし なし（無症状病原体保有者）

奥州市 会社員
発熱（39℃台）、咽頭痛、頭痛
※重症ではない（４／６、16時現在）

・３／29　外出
・３／30、31　勤務
・４／１、２　検体採取（PCR:不検出）
・４／６　検体採取（抗原:検出）

※　内容は、県の公表時点のもの

6



奥州保健所管内の陽性者の状況 №3

検査状況

第25例目 R3.4.6 R3.4.7

【濃厚接触者】
・同居家族　２名 ・４／８　実施予定

(県729) 入院 【接触者】
・調査中 ・調整中

第26例目 R3.4.7 R3.4.8

【濃厚接触者】
・同居家族　２名
・その他　調査中

・４／９実施予定
・調整中

(県736) 入院 【接触者】
・調査中 ・調整中

第27例目 R3.4.6 R3.4.9

【濃厚接触者】
・同居家族　３名 ・４／７実施１　検出

・４／８実施２　不検出

(県737) 入院 【接触者】
・調査中 ・調整中

第28例目 R3.4.8 R3.4.10

【濃厚接触者】
・同居家族　２名
・その他　調査中

・４／10実施予定
・調整中

(県742) 入院 【接触者】
・調査中 ・調整中

第29例目 R3.4.1 R3.4.10

【濃厚接触者】
・同居家族　２名
・その他　調査中

・４／10実施予定
・調整中

(県743) 入院 【接触者】
・調査中 ・調整中

第30例目 R3.4.6 R3.4.11

【濃厚接触者】
・別居家族　１名
・その他　調査中

・４／14実施予定１
・調整中

(県749) 入院 【接触者】
・調査中 ・調整中

第31例目 R3.4.9 R3.4.11

【濃厚接触者】
・別居家族　１名
・その他　調査中

・４／14実施予定１
・調整中

(県750) 入院 【接触者】
・調査中 ・調整中

第32例目 R3.4.6 R3.4.12

【濃厚接触者】
・同居家族　１名 ・４／12実施予定

(県757) 入院 【接触者】
・調査中 ・調整中

第33例目 R3.4.10 R3.4.12

【濃厚接触者】
・同居家族　３名 ・４／12実施予定

(県758) 入院 【接触者】

第34例目 R3.4.7 R3.4.13

【濃厚接触者】
・同居家族　１名 ・４／13実施予定

(県763) 入院 【接触者】
・調査中 ・調整中

区分 年代 性別 居住地 職業 症状 発症日 入院状況 主な行動歴等

・第19例目（県669）濃厚
接触者（同居家族）

R3.4.8

40代 男 奥州市 公務員
発熱（37.5℃）、咳、咽頭痛、喀痰
※重症ではない（４／８、16時現在）

・４／５　勤務、外出
・４／６，７　勤務
・４／８　検体採取（PCR:検出）

R3.4.9

30代 女 奥州市 なし
発熱（382℃台）、咽頭痛、全身倦怠感
※重症ではない（４／８、10時現在）

・４／４　検体採取（PCR:不検出）
・４／６　検体採取（PCR:検出）

濃厚接触者等 備考 公表日

・接触歴あり（スポーツ
活動３）

R3.4.10

70代 男 奥州市 自営業
発熱(37℃台)、全身倦怠感
※重症ではない（４／10、19時現在）

・４／４　勤務
・４／７　外出
・４／10　検体採取（PCR:検出）

・接触歴あり（スポーツ
関連３）

R3.4.11

40代 男 奥州市 会社員
鼻汁、咽頭痛、咳、発熱（37.9℃）、頭痛、
全身倦怠感
※重症ではない（４／９、１９時現在）

・３／30、31、４／１、４／２　勤務
・４／３、４　外出
・４／５　勤務、外出
・４／６、７、８　勤務
・４／９　検体採取（PCR:検出）

・第24例目（県728）濃厚
接触者（同居家族）

R3.4.9

50代 男 奥州市 自営業
発熱（38.0℃）、咳、咽頭痛、全身倦怠感
※重症ではない（４／９、20時現在）

・４／６、７　勤務
・４／９　検体採取（PCR:検出）

・接触歴あり（スポーツ
活動３）

R3.4.10

40代 女
奥州保健
所管内

会社員
発熱（37.3℃）、咳、鼻汁・鼻閉
※重症ではない（４／８、19時現在）

・４／４　来客
・４／５、６　勤務、外出
・４／８　検体採取（PCR:検出）

・県731例目(一関市)接触
者

R3.4.12

70代 男 奥州市 自営業
咳、鼻汁・鼻閉、関節筋肉痛、味覚障害、嗅
覚障害、発熱（37.8℃）
※重症ではない（４／12、19時現在）

・４／５、６、７、８、９、10　外出
・４／12　検体採取（PCR:検出）

R3.4.13

40代 女 奥州市 会社員
発熱（38.5℃）、頭痛、関節筋肉痛
※重症ではない（４／11、18時現在）

・４／11　検体採取（PCR:検出）

・接触歴あり（スポーツ
関連３）

R3.4.11

20代 女 奥州市 会社員
発熱（38.8℃）、頭痛
※重症ではない（４／11、19時現在）

・４／４、６　勤務
・４／11　検体採取（PCR:検出）

・接触歴あり（スポーツ
活動３）

R3.4.12

70代 女 奥州市 自営業
発熱(37℃台)、咳、咽頭痛、全身倦怠感
※重症ではない（４／10、19時現在）

・４／７　勤務
・４／10　検体採取（PCR:検出）

※　内容は、県の公表時点のもの
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奥州保健所管内の陽性者の状況 №4

検査状況

第35例目 R3.4.12 R3.4.13

【濃厚接触者】
・同居家族　２名
・その他　調査中

・４／14実施予定
・調整中

(県765) 入院 【接触者】
・調査中 ・調整中

第36例目 R3.4.9 R3.4.15

【濃厚接触者】
・同居家族　２名
・別居家族　２名
・その他　調査中

・４／15実施予定
・４／15実施予定
・調整中

(県769) 入院 【接触者】
・調査中 ・調整中

第37例目 R3.4.12 R3.4.15

【濃厚接触者】
・同居家族　１名
・その他　調査中

・４／15実施予定
・調整中

(県770) 入院 【接触者】
・調査中 ・調整中

第38例目 R3.4.12 R3.4.15

【濃厚接触者】
・同居家族　５名
・その他　調査中

・４／15実施予定
・調整中

(県771) 入院 【接触者】
・調査中 ・調整中

第39例目 R3.4.12 R3.4.16

【濃厚接触者】
・同居家族　２名

・別居家族　２名
・その他　調査中

・４／14実施１　検出
・４／15実施１　不検出
・４／15実施　不検出
・調整中

(県773) 入院 【接触者】
・調査中 ・調整中

第40例目 R3.4.8 R3.4.16

【濃厚接触者】
・同居家族　３名
・その他　調査中

・４／16実施予定
・調整中

(県774) 入院 【接触者】
・調査中 ・調整中

第41例目 R3.4.9 R3.4.17

【濃厚接触者】
・同居家族　３名

・その他　調査中

・４／15実施１　検出
・４／16実施２　不検出
・調整中

(県775) 入院 【接触者】
・調査中 ・調整中

第42例目 R3.4.3

【濃厚接触者】
・同居家族　２名

・その他　調査中

・４／13実施１　不検出
・４／15実施１　不検出
・調整中

(県776) 調整中 【接触者】
・調査中 ・調整中

第43例目 R3.4.19 R3.4.20

【濃厚接触者】
・同居家族　２名 ・４／20実施予定

(県782) 検体採取 入院 【接触者】
・調査中 ・調整中

第44例目 R3.4.2 R3.4.20

【濃厚接触者】
・同居家族　２名 ・４／15実施２　検出１

　　　　　　　　不検出１
・４／19実施１　不検出１

(県783) 入院 【接触者】

区分 年代 性別 居住地 職業 症状 発症日 入院状況 主な行動歴等 濃厚接触者等 備考 公表日

60代 女 奥州市
パートタ
イマー

発熱（37.7℃）、咳、咽頭痛、頭痛、関節筋
肉痛
※重症ではない（４／13、13時現在）

・４／10、12　勤務
・４／10、11　外出
・４／13　検体採取（PCR:検出）

R3.4.14

・接触歴あり（職場７関
連）

R3.4.15

60代 男 奥州市 会社員
咳、咽頭痛、全身倦怠感、発熱（39.0℃）、
関節筋肉痛
※重症ではない（４／15、14時現在）

・４／12、13　勤務
・４／15　検体採取（PCR:検出）

・接触歴あり（職場７関
連）

R3.4.16

60代 女 奥州市
パートタ
イマー

咳、全身倦怠感、頭痛
※重症ではない（４／14、16時現在）

・４／10、11、13　勤務
・４／14　検体採取（PCR:検出）

・接触歴あり（職場７関
連）

R3.4.15

60代 女 奥州市
パートタ
イマー

咳
※重症ではない（４／14、14時現在）

・４／10、11、12、13　勤務
・４／14　検体採取（PCR:検出）

・接触歴あり（職場７関
連）

R3.4.15

60代 女 奥州市
パートタ
イマー

咳、全身倦怠感
※重症ではない（４／14、14時現在）

・４／７、８、９、11、12、13　勤務
・４／12　外出
・４／14　検体採取（PCR:検出）

R3.4.17

80代 女 奥州市 なし なし（無症状病原体保有者）
・４／17　来客
・４／19　検体採取（PCR:検出）

・接触歴あり（職場７関
連）

R3.4.20

30代 女 奥州市 会社員
鼻汁・鼻閉、咽頭痛
※重症ではない（４／16、16時現在）

・４／１、２、８、９、12、13、14　勤務
・４／15　検体採取（PCR:検出）

R3.4.16

20代 女 奥州市 団体職員
鼻汁・鼻閉、咳、痰
※重症ではない（４／16、12時現在）

・４／７、８、12、14、15　勤務
・４／16　検体採取（PCR:検出）

・第40例目（県774）濃厚
接触者（同居家族）

R3.4.17

50代 女 奥州市 なし
咳、咽頭痛、発熱（38.3℃）、全身倦怠感、
関節筋肉痛、味覚障害、嗅覚障害、頭痛
※重症ではない（４／15、16時現在）

・４／６、７、８、10、12　外出
・４／15　検体採取（抗原:検出）

・第42例目（県776）濃厚
接触者（同居家族）

R3.4.2050代 女 奥州市
（非公
表）

発熱（37℃台）、頭痛、全身倦怠感、咳
※重症ではない（４／19、19時現在）

・３／31、４／１、２　勤務
・４／13　検体採取（PCR:不検出）
・４／19　検体採取（PCR:検出）

※　内容は、県の公表時点のもの
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奥州保健所管内の陽性者の状況 №5

検査状況

第45例目 R3.4.16 R3.4.23

【濃厚接触者】
・同居家族　１名
・別居家族　７名

・４／23実施予定
・４／23実施１　検出
・４／23実施予定６

(県806) 入院 【接触者】
・調査中 ・調整中

第46例目 R3.4.19 R3.4.23

【濃厚接触者】
・同居家族　４名
・別居家族　４名

・４／23実施予定
・４／23実施１　検出
・４／23実施予定３

(県807) 入院 【接触者】
・調査中 ・調整中

第47例目 R3.4.20 R3.4.23

・別居家族　６名

・調査中

・４／23実施　検出４
　　　　　　　不検出２
・調整中

(県824) 入院 【接触者】
・調査中 ・調整中

第48例目 R3.4.23 R3.4.24

【濃厚接触者】
・同居家族　１名
・別居家族　５名

・４／23実施　検出
・４／23実施　検出３
　　　　　　　不検出２

(県825) 検体採取 入院 【接触者】
・調査中 ・調整中

第49例目 R3.4.23 R3.4.24

【濃厚接触者】
・同居家族　１名
・別居家族　５名

・４／23実施　検出
・４／23実施　検出３
　　　　　　　不検出２

(県826) 検体採取 入院 【接触者】
・調査中 ・調整中

第50例目 R3.4.19

【濃厚接触者】
・同居家族　３名

・別居家族　３名

・４／23実施　検出１
　　　　　　　不検出２
・４／23実施　検出３

(県827) 調整中 【接触者】
・調査中 ・調整中

第51例目 R3.4.23 R3.4.23

【濃厚接触者】
・同居家族　３名

・別居家族　３名

・４／23実施　検出１
　　　　　　　不検出２
・４／23実施　検出３

(県828) 検体採取 入院 【接触者】
・調査中 ・調整中

第52例目 R3.4.23 R3.4.24

【濃厚接触者】
・同居家族　３名 ・４／23実施　検出１

　　　　　　　不検出２

(県829) 検体採取 入院 【接触者】
・調査中 ・調整中

第53例目 R3.4.23 R3.4.24

【濃厚接触者】
・同居家族　３名 ・４／23実施　検出１

　　　　　　　不検出２

(県830) 検体採取 入院 【接触者】
・調査中 ・調整中

第54例目 R3.4.23 R3.4.24

【濃厚接触者】
・同居家族　１名 ・４／23実施　不検出

(県831) 検体採取 入院 【接触者】
・調査中 ・調整中

10歳
未満

女 奥州市 なし なし（無症状病原体保有者） ・4/23　検体採取（PCR：検出）
・第46例目（県807）濃厚
接触者（同居家族）

R3.4.24

70代 男 奥州市 自営業 なし（無症状病原体保有者） ・4/23　検体採取（PCR：検出）
・第45例目（県806）濃厚
接触者

R3.4.24

80代 男 奥州市 なし なし（無症状病原体保有者） ・4/23　検体採取（PCR：検出）
・第45例目（県806）濃厚
接触者

R3.4.24

80代 女 奥州市 なし なし（無症状病原体保有者） ・4/23　検体採取（PCR：検出）
・第45例目（県806）濃厚
接触者

R3.4.24

60代 男 奥州市 自営業 なし（無症状病原体保有者）
・4/21　外出
・4/23　検体採取（PCR：検出）

・第45例目（県806）、第
46例目（県807）濃厚接触
者（別居家族）

R3.4.24

60代 女 奥州市 自営業 なし（無症状病原体保有者） ・4/23　検体採取（PCR：検出）
・第45例目（県806）、第
46例目（県807）濃厚接触
者（別居家族）

R3.4.24

30代 男 奥州市 自営業
鼻閉、頭痛
※重症ではない（4/23、15時現在）

・４/17、18、19、20、21、22　外出
・４/23　検体採取（PCR:検出）

・第46例目（県807）濃厚
接触者（同居家族）

R3.4.24

30代 女 奥州市 自営業
頭痛、全身倦怠感、発熱（37.9℃）、咳、鼻
汁、鼻閉、咽頭痛、筋肉痛、嘔気
※重症ではない（４／22、19時現在）

・４／19、20　外出
・４／21　検体採取（PCR:４／22検出）

・第45例目（県806）濃厚
接触者（別居家族）

R3.4.23

90代 男 奥州市 自営業
発熱（37.3℃）、咳、全体倦怠感、関節痛、
味覚障害、嗅覚障害
※重症ではない（4／23、19時現在）

・4/22　外出
・4/23　検体採取（抗原：検出）

・第45例目（県806）濃厚
接触者

R3.4.24

区分 年代 性別 居住地 職業 症状 発症日 入院状況 主な行動歴等 公表日濃厚接触者等 備考

80代 女 奥州市 自営業
咳、頭痛、全身倦怠感
※重症ではない（４／22、17時現在）

・４／15、16、17　外出
・４／22　検体採取（抗原:検出）

R3.4.23

※　内容は、県の公表時点のもの
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奥州保健所管内の陽性者の状況 №6

検査状況

第55例目 R3.4.23 R3.4.24

【濃厚接触者】
・同居家族　６名

・調査中

・４／23実施１　不検出
・４／24実施予定５
・調整中

(県832) 検体採取 入院 【接触者】
・調査中 ・調整中

第56例目 R3.4.21 R3.4.24

【濃厚接触者】
・同居家族　３名 ・４／24実施予定

(県833) 入院 【接触者】
・調査中 ・調整中

第57例目 R3.4.21 R3.4.24

【濃厚接触者】
・同居家族　２名
・その他　調査中

・４／24実施２　不検出２
・調整中

(県839) 入院 【接触者】
・調査中 ・調整中

第58例目 R3.4.24 R3.4.25

【濃厚接触者】
・同居家族　１名
・その他　調査中

・４／25実施予定
・調整中

(県840) 検体採取 入院 【接触者】
・調査中 ・調整中

第59例目 R3.4.21 R3.4.25

【濃厚接触者】
・同居家族　２名
・別居家族　２名
・その他　調査中

・４／24実施２　検出２
・４／24実施２　検出２
・調整中

(県841) 入院 【接触者】
・調査中 ・調整中

第60例目 R3.4.23 R3.4.24

【濃厚接触者】
・同居家族　２名
・別居家族　１名
・その他　調査中

・４／24実施２　検出２
・４／24実施１　検出１
・調整中

(県842) 入院 【接触者】

第61例目 R3.4.19 R3.4.24

【濃厚接触者】
・同居家族　２名
・別居家族　２名
・その他

・４／24実施２　検出２
・４／24実施１　検出２
・４／25実施予定

(県843) 入院 【接触者】
・調査中 ・調整中

第62例目 R3.4.22 R3.4.25

【濃厚接触者】
・同居家族　１名
・別居家族　３名

・４／24実施１　検出１
・４／24実施３　検出３

(県844) 入院 【接触者】
・調査中 ・調整中

第63例目 R3.4.22 R3.4.25

【濃厚接触者】
・同居家族　１名
・別居家族　２名

・４／24実施１　検出１
・４／24実施２　検出２
・調整中

(県845) 入院 【接触者】
・調査中 ・調整中

第64例目 R3.4.23 R3.4.28

【濃厚接触者】
・同居家族　２名
・知人　１名

・４／28実施予定
・４／28実施予定

(県865) 入院 【接触者】
・調査中 ・調整中

60代 男 奥州市 自営業 なし（無症状病原体保有者） ・4/21,22　外出
・4/23　検体採取（PCR：検出）

・第45例目（県806）濃厚
接触者

R3.4.24

30代 女 奥州市 会社員
鼻閉、頭痛、発熱（37.3℃）嗅覚障害
※重症ではない（4/23、20時現在）

・４/19、20、21、22、23　勤務
・４/23　検体採取（PCR:検出）

R3.4.24

発熱（38.6℃）、意識障害
※重症ではない（４／24、15時現在）

・４／23　外出
・４／24　検体採取（PCR:検出）

・第61例目（県843）同居
家族

R3.4.25

10歳
未満

女 奥州市 なし
咳
※重症ではない（４／23　19時現在）

・４／19、20、21、22、23　登園・登校
・４／24　検体採取（PCR:検出）

・第56例目（県833）濃厚
接触者（同居家族）

R3.4.25

60代 男 奥州市 会社員 なし（無症状病原体保有者）
・４／20　外出
・４／21、22、23　勤務
・４／24　検体採取（PCR:検出）

・接触歴あり（第55例目
（県832））

R3.4.25

濃厚接触者等 備考 公表日区分 年代 性別 居住地 職業 症状 発症日 入院状況 主な行動歴等

70代 女 奥州市 自営業
全身倦怠感、発熱（37.8℃）、咽頭痛、頭
痛、関節痛、吐気
※重症ではない（４／24、16時現在）

・４／17、18　勤務
・４／20　外出
・４／24　検体採取（PCR:検出）

・接触歴あり（第45例目
（県806）、第47例目（県
824））

R3.4.25

40代 男 奥州市 会社員
咳
※重症ではない（４／24　15時現在）

・４／19　勤務
・４／20　勤務、外出
・４／21、22　勤務
・４／23　外出
・４／24　検体採取（PCR:検出）

・第61例目（県843）同居
家族

R3.4.25

70代 男 奥州市 なし

・４／21、22、23、26　勤務
・４／24、25　外出
・４／27　検体採取（PCR:検出）

R3.4.28

40代 女 奥州市 団体職員
咽頭痛
※重症ではない（４／24　17時現在）

・４／20、21、22、23、24　外出
・４／22　検体採取（PCR:検出）

・接触歴あり（第59例目
（県841）、第60例目（県
842）、第61例目（県
843））

R3.4.25

10代 女 奥州市 なし
咽頭痛、鼻汁、発熱（37.9℃）
※重症ではない（４／24　16時現在）

・４／20、21、22、23　登校
・４／24　検体採取（PCR:検出）

・接触歴あり（第59例目
（県841）、第60例目（県
842）、第61例目（県
843））

R3.4.25

30代 女 奥州市 会社員
腹痛、咽頭痛、頭痛、発熱（37.7℃）、咳、
全身倦怠感
※重症ではない（４／27、19時現在）

※　内容は、県の公表時点のもの
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奥州保健所管内の陽性者の状況 №7

検査状況

第65例目 R3.4.27 R3.4.29

【濃厚接触者】
・同居家族　３名 ・４／15実施　不検出

(県898) 入院 【接触者】
・なし ・調整中

第66例目 R3.4.28 R3.4.29

【濃厚接触者】
・同居家族　１名 ・４／28実施　検出１

(県899) 検体採取 入院 【接触者】
・調査中 ・調整中

第67例目 R3.4.28 R3.4.29

【濃厚接触者】
・同居家族　１名
・その他　調査中

・４／28実施　検出１
・調整中

(県900) 検体採取 入院 【接触者】
・調査中 ・調整中

第68例目 R3.4.30 R3.5.1

【濃厚接触者】
・同居家族　３人 ・４／15実施　不検出

・４／30実施　不検出

(県929) 検体採取 入院 【接触者】
・調査中

第69例目 R3.4.29 R3.5.1

【濃厚接触者】
・同居家族　３人
・その他　調査中

・５／１実施予定
・調整中

(県930) 入院 【接触者】
・調査中 ・調整中

第70例目

【濃厚接触者】
・調査中 ・調整中

(県931) 調査中 調整中 【接触者】
・調査中 ・調整中

第71例目

【濃厚接触者】
・調査中 ・調整中

(県932) 調査中 調整中 【接触者】
・調査中 ・調整中

第72例目

【濃厚接触者】
・調査中 ・調整中

(県933) 調査中 調整中 【接触者】
・調査中 ・調整中

第73例目

【濃厚接触者】
・調査中 ・調整中

(県934) 調査中 調整中 【接触者】
・調査中 ・調整中

第74例目

【濃厚接触者】
・調査中 ・調整中

(県935) 調査中 調整中 【接触者】
・調査中 ・調整中

・４／15　検体採取（PCR:不検出）
・４／28　検体採取（PCR:検出）

・４／18　検体採取（PCR:検出）

・４／18　検体採取（PCR:検出）

・４／15　検体採取（PCR:不検出）
・４／30　検体採取（PCR:検出）

・４／27、28、29　勤務
・４／30　検体採取（PCR:検出）

・４／30　検体採取（PCR:検出）

・４／30　検体採取（PCR:検出）

・４／30　検体採取（PCR:検出）

・４／30　検体採取（PCR:検出）

・４／30　検体採取（PCR:検出）
・接触歴あり（高齢者施
設３）

・接触歴あり（職場７関
連）

・第64例目（県865）の濃
厚接触者（同居家族）

・第64例目（県865）の濃
厚接触者（同居家族）

・接触歴あり（職場７関
連）

・接触歴あり（高齢者施
設３）

・接触歴あり（高齢者施
設３）

・接触歴あり（高齢者施
設３）

・接触歴あり（高齢者施
設３）

・接触歴あり（高齢者施
設３）

濃厚接触者等 備考 公表日区分 年代 性別 居住地 職業 症状 発症日 入院状況 主な行動歴等

なし（無症状病原体保有者）

咽頭痛、発熱（38.3℃）、関節筋肉痛、痰
※重症ではない（４／30、12時時点）

発熱
※重症ではない（４／30、15時時点）

発熱（37.3℃）
※重症ではない（４／30、15時現在）

発熱（37.7℃）
※重症ではない（４／30、15時現在）

自営業

なし

団体職員

発熱（37.5℃）、咳
※重症ではない（４／28　16時現在）

なし（無症状病原体保有者）

なし（無症状病原体保有者）

60代

60代

60代

男

男

女

奥州市

奥州市

奥州市

80代 女 奥州市 なし

50代 女 奥州市 団体職員

80代 男
滞在地：
奥州市

なし

80代 男
滞在地：
奥州市

なし

60代 男
滞在地：
奥州市

なし

60代
発熱（39.2℃）
※重症ではない（４／30、15時現在）

発熱（39.2℃）
※重症ではない（４／30、15時現在）

男
滞在地：
奥州市

なし

80代 男
滞在地：
奥州市

なし

R3.4.29

R3.4.29

R3.4.29

R3.5.1

R3.5.1

R3.5.1

R3.5.1

R3.5.1

R3.5.1

R3.5.1

※　内容は、県の公表時点のもの
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奥州保健所管内の陽性者の状況 №8

検査状況

第75例目

【濃厚接触者】
・調査中 ・調整中

(県936) 調査中 調整中 【接触者】
・調査中 ・調整中

第76例目

【濃厚接触者】
・調査中 ・調整中

(県937) 調査中 調整中 【接触者】
・調査中 ・調整中

第77例目

【濃厚接触者】
・調査中 ・調整中

(県938) 調査中 調整中 【接触者】
・調査中 ・調整中

第78例目

【濃厚接触者】
・調査中 ・調整中

(県939) 調査中 調整中 【接触者】
・調査中 ・調整中

第79例目

【濃厚接触者】
・調査中 ・調整中

(県940) 調査中 調整中 【接触者】
・調査中 ・調整中

第80例目

【濃厚接触者】
・調査中 ・調整中

(県941) 調査中 調整中 【接触者】
・調査中 ・調整中

第81例目

【濃厚接触者】
・調査中 ・調整中

(県942) 調査中 調整中 【接触者】
・調査中 ・調整中

第82例目

【濃厚接触者】
・調査中 ・調整中

(県943) 調査中 調整中 【接触者】
・調査中 ・調整中

第83例目

【濃厚接触者】
・調査中 ・調整中

(県944) 調査中 調整中 【接触者】
・調査中 ・調整中

第84例目

【濃厚接触者】
・調査中 ・調整中

(県945) 調査中 調整中 【接触者】
・調査中 ・調整中

濃厚接触者等 備考 公表日

80代 男
滞在地：
奥州市

なし
発熱（37.1℃）
※重症ではない（４／30、15時現在）

・４／30　検体採取（PCR:検出）
・接触歴あり（高齢者施
設３）

区分 年代 性別 居住地 職業 症状 発症日 入院状況 主な行動歴等

・接触歴あり（高齢者施
設３）

発熱（37.0℃）
※重症ではない（４／30、15時現在）

・４／30　検体採取（PCR:検出）
・接触歴あり（高齢者施
設３）

なし（無症状病原体保有者） ・４／30　検体採取（PCR:検出）
・接触歴あり（高齢者施
設３）

発熱（37.9℃）
※重症ではない（４／30、15時現在）

・４／30　検体採取（PCR:検出）
・接触歴あり（高齢者施
設３）

90歳
以上

女
滞在地：
奥州市

なし
発熱（37.7℃）
※重症ではない（４／30、15時現在）

・４／30　検体採取（PCR:検出）
・接触歴あり（高齢者施
設３）

滞在地：
奥州市

なし

発熱（37.0℃）
※重症ではない（４／30、15時現在）

・４／30　検体採取（PCR:検出）
・接触歴あり（高齢者施
設３）

なし（無症状病原体保有者） ・４／30　検体採取（PCR:検出）
・接触歴あり（高齢者施
設３）

なし（無症状病原体保有者） ・４／30　検体採取（PCR:検出）
・接触歴あり（高齢者施
設３）

発熱（37.7℃）
※重症ではない（４／30、15時現在）

・４／30　検体採取（PCR:検出）
・接触歴あり（高齢者施
設３）

90歳
以上

女
滞在地：
奥州市

なし

80代 女
滞在地：
奥州市

なし

90歳
以上

発熱（38.6℃）
※重症ではない（４／30、15時現在）

・４／30　検体採取（PCR:検出）80代 女
滞在地：
奥州市

なし

80代 男
滞在地：
奥州市

なし

女
滞在地：
奥州市

なし

90歳
以上

女
滞在地：
奥州市

なし

70代 女

90歳
以上

女
滞在地：
奥州市

なし

R3.5.1

R3.5.1

R3.5.1

R3.5.1

R3.5.1

R3.5.1

R3.5.1

R3.5.1

R3.5.1

R3.5.1

※　内容は、県の公表時点のもの
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奥州保健所管内の陽性者の状況 №9

検査状況

第85例目

【濃厚接触者】
・調査中 ・調整中

(県946) 調査中 調整中 【接触者】
・調査中 ・調整中

第86例目

【濃厚接触者】
・調査中 ・調整中

(県947) 調査中 調整中 【接触者】
・調査中 ・調整中

第87例目

【濃厚接触者】
・調査中 ・調整中

(県948) 調査中 調整中 【接触者】
・調査中 ・調整中

第88例目 R3.5.1

【濃厚接触者】
・同居家族　１名
・その他　調査中

・５／２実施予定
・調整中

(県954) 検体採取 調整中 【接触者】
・調査中 ・調整中

第89例目 R3.5.1

【濃厚接触者】
・同居家族　３名
・その他　調査中

・５／２実施予定
・調整中

(県955) 検体採取 調整中 【接触者】
・調査中 ・調整中

第90例目 R3.5.1

【濃厚接触者】
・同居家族　５名
・その他　調査中

・５／２実施予定
・調整中

(県956) 検体採取 調整中 【接触者】
・調査中 ・調整中

第91例目 R3.5.1

【濃厚接触者】
・同居家族　４名
・その他　調査中

・５／２実施予定
・調整中

(県957) 検体採取 調整中 【接触者】
・調査中 ・調整中

第92例目 R3.4.30

【濃厚接触者】
・同居家族　２名
・その他　調査中

・５／２実施予定
・調整中

(県958) 調整中 【接触者】
・調査中 ・調整中

第93例目 R3.5.1

【濃厚接触者】
・同居家族　１名
・その他　調査中

・５／２実施予定
・調整中

(県959) 検体採取 調整中 【接触者】
・調査中 ・調整中

第94例目 R3.5.1

【濃厚接触者】
・同居家族　４名
・その他　調査中

・５／２実施予定
・調整中

(県960) 検体採取 調整中 【接触者】
・調査中 ・調整中

R3.5.1

区分 年代 性別 居住地 職業 症状 発症日 入院状況 主な行動歴等 濃厚接触者等 備考 公表日

90歳
以上

女
滞在地：
奥州市

なし
発熱（37.8℃）
※重症ではない（４／30、15時現在）

・４／30　検体採取（PCR:検出）
・接触歴あり（高齢者施
設３）

90歳
以上

女
滞在地：
奥州市

なし
発熱（37.0℃）
※重症ではない（４／30、15時現在）

・４／30　検体採取（PCR:検出）
・接触歴あり（高齢者施
設３）

R3.5.1

R3.5.1

・接触歴あり（高齢者施
設３）

なし（無症状病原体保有者）
・４／29、30　勤務
・５／１　検体採取（PCR:検出）

・接触歴あり（高齢者施
設３）

なし（無症状病原体保有者）
・４／30　勤務
・５／１　検体採取（PCR:検出）

・接触歴あり（高齢者施
設３）

なし（無症状病原体保有者）
・４／30　勤務
・５／１　検体採取（PCR:検出）

・接触歴あり（高齢者施
設３）

なし（無症状病原体保有者）
・４／30　勤務
・５／１　検体採取（PCR:検出）

・接触歴あり（高齢者施
設３）

なし（無症状病原体保有者）
・４／29、30　勤務
・５／１　検体採取（PCR:検出）

・接触歴あり（高齢者施
設３）

90歳
以上

女
滞在地：
奥州市

なし
発熱（38.4℃）
※重症ではない（４／30、15時現在）

・４／30　検体採取（PCR:検出）
・接触歴あり（高齢者施
設３）

なし（無症状病原体保有者）
・４／29、30　勤務
・５／１　検体採取（PCR:検出）

・接触歴あり（高齢者施
設３）

50代 女 奥州市 団体職員

20代 男

咳、発熱（37.3℃）
※重症ではない（５／１、19時現在）

・４／28、29、30　勤務
・５／１　検体採取（PCR:検出）

40代 女 奥州市 団体職員

団体職員

60代 女 奥州市 団体職員

60代 男 奥州市 団体職員

奥州市 団体職員

50代 女 奥州市 団体職員

60代 女 奥州市

R3.5.2

R3.5.2

R3.5.2

R3.5.2

R3.5.2

R3.5.2

R3.5.2

※　内容は、県の公表時点のもの
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奥州保健所管内の陽性者の状況 №10

検査状況

第95例目 R3.5.1

【濃厚接触者】
・同居家族　４名
・その他　調査中

・５／２実施予定
・調整中

(県961) 検体採取 調整中 【接触者】
・調査中 ・調整中

第96例目 R3.4.27

【濃厚接触者】
・同居家族　１名
・その他　調査中

・５／２実施予定
・調整中

(県962) 調整中 【接触者】
・調査中 ・調整中

第97例目 R3.5.1

【濃厚接触者】
・同居家族　３名
・その他　調査中

・５／２実施予定
・調整中

(県963) 調整中 【接触者】
・調査中 ・調整中

第98例目 R3.4.30

【濃厚接触者】
・同居家族　２名
・その他　調査中

・５／２実施予定
・調整中

(県964) 調整中 【接触者】
・調査中 ・調整中

第99例目 R3.5.1

【濃厚接触者】
・同居家族　２名
・その他　調査中

・５／２実施予定
・調整中

(県965) 調整中 【接触者】
・調査中 ・調整中

第100例目 R3.5.1

【濃厚接触者】
・同居家族　２名
・その他　調査中

・５／２実施予定
・調整中

(県966) 検体採取 調整中 【接触者】
・調査中 ・調整中

第101例目 R3.5.1

【濃厚接触者】
・同居家族　１名
・その他　調査中

・５／２実施予定
・調整中

(県967) 調整中 【接触者】
・調査中 ・調整中

第102例目 R3.5.1

【濃厚接触者】
・同居家族　３名
・その他　調査中

・５／２実施予定
・調整中

(県968) 調整中 【接触者】
・調査中 ・調整中

第103例目 R3.5.2

【濃厚接触者】
・調査中 ・調整中

(県985) 調整中 【接触者】
・調査中 ・調整中

第104例目 R3.5.2

【濃厚接触者】
・調査中 ・調整中

(県986) 調整中 【接触者】
・調査中 ・調整中

・接触歴あり（高齢者施
設３）

濃厚接触者等 備考 公表日

30代 女 奥州市 団体職員 なし（無症状病原体保有者）
・４／29、30　勤務
・５／１　検体採取（PCR:検出）

・接触歴あり（高齢者施
設３）

区分 年代 性別 居住地 職業 症状 発症日 入院状況 主な行動歴等

・４／30　検体採取（PCR:不検出）
・５／２　検体採取（PCR:検出）

頭痛
※重症ではない（５／１、21時現在）

・４／29、30　勤務
・５／１　検体採取（PCR:検出）

鼻汁、鼻閉、咽頭痛
※重症ではない（５／１、21時現在）

・４／30　勤務
・５／１　検体採取（PCR:検出）

発熱（38℃台）
※重症ではない（５／２、19時現在）

・４／30　検体採取（PCR:不検出）
・５／２　検体採取（PCR:検出）

鼻汁、鼻閉、発熱（39.0℃）、咳、頭痛、全
身倦怠感
※重症ではない（５／１、20時現在）

・４／30　出勤
・５／１　検体採取（PCR:検出）

咽頭痛、頭痛
※重症ではない（５／１、21時現在）

・５／１　検体採取（PCR:検出）

なし（無症状病原体保有者）
・４／29、30　勤務
・５／１　検体採取（PCR:検出）

60代 女

奥州市 団体職員
咳、発熱（38.2℃）、咽頭痛、全身倦怠感
※重症ではない（５／１、19時現在）

・４／29、30　勤務
・５／１　検体採取（PCR:検出）

発熱（38℃台）
※重症ではない（５／２、17時現在）

40代 男 奥州市 団体職員

40代 女 奥州市 団体職員

90歳
以上

女
滞在地：
奥州市

なし

60代 女 奥州市 団体職員

50代 女 奥州市 団体職員

50代 女 奥州市 団体職員

R3.5.2

90歳
以上

女
滞在地：
奥州市

なし

R3.5.2

R3.5.2

R3.5.2

R3.5.2

R3.5.2

R3.5.2

R3.5.2

R3.5.3

R3.5.3
・接触歴あり（高齢者施
設３）

・接触歴あり（高齢者施
設３）

・接触歴あり（高齢者施
設３）

・接触歴あり（高齢者施
設３）

・接触歴あり（高齢者施
設３）

・接触歴あり（高齢者施
設３）

・接触歴あり（高齢者施
設３）

奥州市 団体職員
咳、発熱（37.6℃）
※重症ではない（５／１、19時現在）

・４／25、26　勤務
・５／１　検体採取（PCR:検出）

・接触歴あり（高齢者施
設３）

40代 男

※　内容は、県の公表時点のもの
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奥州保健所管内の陽性者の状況 №11

検査状況

第105例目 R3.5.2

【濃厚接触者】
・同居家族　７人
・別居家族　１人

・５／４実施予定
・５／４実施予定

(県1000) 調整中 【接触者】
・調査中 ・調整中

第106例目 R3.5.3 R3.5.3

【濃厚接触者】
・調査中 ・調整中

(県1001) 【接触者】
・調査中 ・調整中

第107例目 R3.5.3 R3.5.3

【濃厚接触者】
・調査中 ・調整中

(県1002) 【接触者】
・調査中 ・調整中

第108例目 R3.5.4 R3.5.4

【濃厚接触者】
・調査中 ・調整中

(県1008) 入院 【接触者】
・調査中 ・調整中

第109例目 R3.5.4 R3.5.4

【濃厚接触者】
・調査中 ・調整中

(県1009) 入院 【接触者】
・調査中 ・調整中

第110例目 R3.5.4 R3.5.4

【濃厚接触者】
・調査中 ・調整中

(県1010) 入院 【接触者】
・調査中 ・調整中

第111例目 R3.5.5

【濃厚接触者】
・調査中 ・調整中

(県1017) 検体採取 調整中 【接触者】
・調査中 ・調整中

第112例目 R3.5.5

【濃厚接触者】
・調査中 ・調整中

(県1018) 検体採取 調整中 【接触者】
・調査中 ・調整中

第113例目 R3.5.5

【濃厚接触者】
・調査中 ・調整中

(県1019) 検体採取 調整中 【接触者】
・調査中 ・調整中

第114例目 R3.5.5

【濃厚接触者】
・調査中 ・調整中

(県1020) 検体採取 調整中 【接触者】
・調査中 ・調整中

区分 年代 性別 居住地 職業 症状 発症日 入院状況 主な行動歴等

80代 男
滞在地：
奥州市

なし
発熱（38.3℃）
※重症ではない（５／３　17時現在）

・４／30　検体採取（PCR:不検出）
・５／３　検体採取（PCR:検出）

・接触歴あり（高齢者施
設３）

R3.5.4

80代 女
滞在地：
奥州市

なし
発熱（38.3℃）
※重症ではない（５／３　17時現在）

・４／30　検体採取（PCR:不検出）
・５／３　検体採取（PCR:検出）

・接触歴あり（高齢者施
設３）

R3.5.4

濃厚接触者等 備考 公表日

30代 女 奥州市 団体職員
発熱（38.0℃）、全身倦怠感
※重症ではない（５／３　19時現在）

・５／１　検体採取（PCR:不検出）
・５／３　検体採取（PCR:検出）

・接触歴あり（高齢者施
設３）

R3.5.4

90歳
以上

女
滞在地：
奥州市

なし
発熱（37.5℃）
※重症ではない（５／４　17時現在）

・４／30　検体採取（PCR:不検出）
・５／４　検体採取（PCR:検出）

・接触歴あり（高齢者施
設３）

R3.5.5

80代 女
滞在地：
奥州市

なし なし（無症状病原体保有者）
・４／30　検体採取（PCR:不検出）
・５／５　検体採取（PCR:検出）

・接触歴あり（高齢者施
設３）

R3.5.6

80代 男
滞在地：
奥州市

なし
咽頭痛、咳、発熱（37.1℃）、全身倦怠感
※重症ではない（５／４　14時現在）

・４／30　検体採取（PCR:不検出）
・５／４　検体採取（PCR:検出）

・接触歴あり（高齢者施
設３）

R3.5.5

90歳
以上

女
滞在地：
奥州市

なし
発熱（37.8℃）
※重症ではない（５／４　17時現在）

・４／30　検体採取（PCR:不検出）
・５／４　検体採取（PCR:検出）

・接触歴あり（高齢者施
設３）

R3.5.5

80代 女
滞在地：
奥州市

なし なし（無症状病原体保有者）
・４／30　検体採取（PCR:不検出）
・５／５　検体採取（PCR:検出）

・接触歴あり（高齢者施
設３）

R3.5.6

90歳
以上

女
滞在地：
奥州市

なし なし（無症状病原体保有者）
・４／30　検体採取（PCR:不検出）
・５／５　検体採取（PCR:検出）

・接触歴あり（高齢者施
設３）

R3.5.6

90歳
以上

女
滞在地：
奥州市

なし なし（無症状病原体保有者）
・４／30　検体採取（PCR:不検出）
・５／５　検体採取（PCR:検出）

・接触歴あり（高齢者施
設３）

R3.5.6

※　内容は、県の公表時点のもの
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奥州保健所管内の陽性者の状況 №12

検査状況

第115例目

【濃厚接触者】
・調査中 ・調整中

(県1021) 調査中 調整中 【接触者】
・調査中 ・調整中

第116例目 R3.5.5

【濃厚接触者】
・調査中 ・調整中

(県1022) 検体採取 調整中 【接触者】
・調査中 ・調整中

第117例目

【濃厚接触者】
・調査中 ・調整中

(県1023) 調査中 調整中 【接触者】
・調査中 ・調整中

第118例目

【濃厚接触者】
・調査中 ・調整中

(県1024) 調査中 調整中 【接触者】
・調査中 ・調整中

第119例目 R3.5.5

【濃厚接触者】
・調査中 ・調整中

(県1025) 検体採取 調整中 【接触者】
・調査中 ・調整中

第120例目 R3.5.5

【濃厚接触者】
・調査中 ・調整中

(県1026) 検体採取 調整中 【接触者】
・調査中 ・調整中

第121例目 R3.5.5

【濃厚接触者】
・調査中 ・調整中

(県1027) 検体採取 調整中 【接触者】
・調査中 ・調整中

第122例目 R3.5.5

【濃厚接触者】
・調査中 ・調整中

(県1028) 検体採取 調整中 【接触者】
・調査中 ・調整中

第123例目 R3.5.5

【濃厚接触者】
・調査中 ・調整中

(県1029) 検体採取 調整中 【接触者】
・調査中 ・調整中

第124例目

【濃厚接触者】
・調査中 ・調整中

(県1030) 検体採取 調整中 【接触者】
・調査中 ・調整中

区分 年代 性別 居住地 職業 症状 発症日 入院状況 主な行動歴等 濃厚接触者等 備考 公表日

70代 女
滞在地：
奥州市

なし
発熱（37.8℃）
※重症ではない（５／５、17時現在）

・４／30　検体採取（PCR:不検出）
・５／５　検体採取（PCR:検出）

・接触歴あり（高齢者施
設３）

R3.5.6

70代 女
滞在地：
奥州市

なし なし（無症状病原体保有者）
・４／30　検体採取（PCR:不検出）
・５／５　検体採取（PCR:検出）

・接触歴あり（高齢者施
設３）

R3.5.6

80代 女
滞在地：
奥州市

なし なし（無症状病原体保有者）
・４／30　検体採取（PCR:不検出）
・５／５　検体採取（PCR:検出）

・接触歴あり（高齢者施
設３）

R3.5.6

80代 女
滞在地：
奥州市

なし なし（無症状病原体保有者）
・４／30　検体採取（PCR:不検出）
・５／５　検体採取（PCR:検出）

・接触歴あり（高齢者施
設３）

R3.5.6

70代 男
滞在地：
奥州市

なし
発熱（37.8℃）
※重症ではない（５／５、17時現在）

・４／30　検体採取（PCR:不検出）
・５／５　検体採取（PCR:検出）

・接触歴あり（高齢者施
設３）

R3.5.6

70代 男
滞在地：
奥州市

なし
発熱（37.6℃）
※重症ではない（５／５、17時現在）

・４／30　検体採取（PCR:不検出）
・５／５　検体採取（PCR:検出）

・接触歴あり（高齢者施
設３）

R3.5.6

90歳
以上

女
滞在地：
奥州市

なし なし（無症状病原体保有者）
・４／30　検体採取（PCR:不検出）
・５／５　検体採取（PCR:検出）

・接触歴あり（高齢者施
設３）

R3.5.6

70代 女
滞在地：
奥州市

なし
発熱（37.6℃）
※重症ではない（５／５、17時現在）

・４／30　検体採取（PCR:不検出）
・５／２　検体採取（PCR:不検出）
・５／５　検体採取（PCR:検出）

・接触歴あり（高齢者施
設３）

R3.5.6

80代 女
滞在地：
奥州市

なし なし（無症状病原体保有者）
・４／30　検体採取（PCR:不検出）
・５／５　検体採取（PCR:検出）

・接触歴あり（高齢者施
設３）

R3.5.6

80代 女
滞在地：
奥州市

なし なし（無症状病原体保有者）
・４／30　検体採取（PCR:不検出）
・５／５　検体採取（PCR:検出）

・接触歴あり（高齢者施
設３）

R3.5.6

※　内容は、県の公表時点のもの
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奥州保健所管内の陽性者の状況 №13

検査状況

第125例目 R3.5.5

【濃厚接触者】
・調査中 ・調整中

(県1031) 検体採取 調整中 【接触者】
・調査中 ・調整中

第126例目 R3.5.5

【濃厚接触者】
・調査中 ・調整中

(県1032) 検体採取 調整中 【接触者】
・調査中 ・調整中

第127例目 R3.5.5

【濃厚接触者】
・調査中 ・調整中

(県1033) 検体採取 調整中 【接触者】
・調査中 ・調整中

第128例目

【濃厚接触者】
・調査中 ・調整中

(県1034) 調査中 調整中 【接触者】
・調査中 ・調整中

第129例目 R3.5.3 R3.5.6

【濃厚接触者】
・調査中 ・調整中

(県1035) 入院 【接触者】
・調査中 ・調整中

第130例目 R3.5.2 R3.5.6

【濃厚接触者】
・同居家族　１名
・その他　調査中

・５／６実施予定
・調整中

(県1036) 入院 【接触者】
・調査中 ・調整中

第131例目 R3.5.2 R3.5.6

【濃厚接触者】
・同居家族　２名
・その他　調査中

・５／６実施予定
・調整中

(県1037) 入院 【接触者】
・調査中 ・調整中

第132例目 R3.5.5 R3.5.6

【濃厚接触者】
・同居家族　３名
・その他　調査中

・５／６実施予定
・調整中

(県1038) 検体採取 入院 【接触者】
・調査中 ・調整中

第133例目 R3.5.5 R3.5.6

【濃厚接触者】
・同居家族　２名

・その他　調査中

・５／２実施１　不検出
・５／６実施予定１
・調整中

(県1039) 入院 【接触者】
・調査中 ・調整中

第134例目 R3.5.4

【濃厚接触者】
・同居家族　１名
・その他　調査中

・５／７実施予定
・調整中

(県1057) 調整中 【接触者】
・調査中 ・調整中

区分 年代 性別 居住地 職業 症状 発症日 入院状況 主な行動歴等 濃厚接触者等 備考 公表日

90歳
以上

女
滞在地：
奥州市

なし なし（無症状病原体保有者）
・４／30　検体採取（PCR:不検出）
・５／５　検体採取（PCR:検出）

・接触歴あり（高齢者施
設３）

R3.5.6

90歳
以上

女
滞在地：
奥州市

なし なし（無症状病原体保有者）
・４／30　検体採取（PCR:不検出）
・５／５　検体採取（PCR:検出）

・接触歴あり（高齢者施
設３）

R3.5.6

90歳
以上

女
滞在地：
奥州市

なし なし（無症状病原体保有者）
・４／30　検体採取（PCR:不検出）
・５／５　検体採取（PCR:検出）

・接触歴あり（高齢者施
設３）

R3.5.6

70代 男
滞在地：
奥州市

なし
発熱（39℃台）
※重症ではない（４／30、15時現在）

・４／30　検体採取（PCR:不検出）
・５／４　検体採取（PCR:不検出）
・５／５　検体採取（PCR:検出）

・接触歴あり（高齢者施
設３）

R3.5.6

60代 女 奥州市 団体職員
発熱（37.5℃）、鼻汁、咽頭痛
※重症ではない（５／５、16時現在）

・５／１、２、３　勤務
・５／１　検体採取（PCR:不検出）
・５／５　検体採取（PCR:検出）

・接触歴あり（高齢者施
設３）

R3.5.6

60代 女 奥州市 団体職員
悪寒、発熱（37℃台）
※重症ではない（５／５、16時現在）

・４／30、５／１、２、３、４　勤務
・５／１　検体採取（PCR:不検出）
・５／５　検体採取（PCR:検出）

・接触歴あり（高齢者施
設３）

R3.5.6

60代 女 奥州市 団体職員
頭痛、全身倦怠感、咳、鼻閉
※重症ではない（５／５、17時現在）

・４／30、５／１、２　勤務
・５／１　検体採取（PCR:不検出）
・５／５　検体採取（PCR:検出）

・接触歴あり（高齢者施
設３）

R3.5.6

60代 男 奥州市 団体職員 なし（無症状病原体保有者）
・５／１　検体採取（PCR:不検出）
・５／３、４、５　勤務
・５／５　検体採取（PCR:検出）

・接触歴あり（高齢者施
設３）

R3.5.6

20代 男 奥州市 なし
悪寒、発熱（37.9℃）
※重症ではない（５／５、16時現在）

・５／２　検体採取（PCR:不検出）
・５／５　検体採取（PCR:検出）

・接触歴あり（高齢者施
設３）

R3.5.6

20代 男 奥州市 団体職員
発熱（37.6℃）、咳、鼻閉、咽頭痛、頭痛、
全身倦怠感
※重症ではない（５／６、17時現在）

・５／２、４　勤務
・５／６　検体採取（PCR:検出）

・接触歴あり（高齢者施
設３）

R3.5.7

※　内容は、県の公表時点のもの
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奥州保健所管内の陽性者の状況 №14

検査状況

第135例目 R3.5.4

【濃厚接触者】
・同居家族　１名
・別居家族　１名
・その他　調査中

・５／６実施　検出
・５／８実施予定
・調整中

(県1071) 調整中 【接触者】
・調査中 ・調整中

第136例目 R3.5.7 R3.5.7

【濃厚接触者】
・調査中 ・調整中

(県1072) 入院 【接触者】
・調査中 ・調整中

第137例目 R3.5.8

【濃厚接触者】
・調査中 ・調整中

(県1087) 調整中 【接触者】
・調査中 ・調整中

第138例目 R3.5.8 R3.5.8

【濃厚接触者】
・調査中 ・調整中

(県1088) 入院 【接触者】
・調査中 ・調整中

区分 年代 性別 居住地 職業 症状 発症日 入院状況 主な行動歴等 濃厚接触者等 備考 公表日

20代 女 奥州市 団体職員
咳、鼻汁、鼻閉
※重症ではない（５／７、14時現在）

・５／２、３、４　勤務
・５／７　検体採取（PCR:検出）

・接触歴あり（高齢者施
設３）

R3.5.8

70代 男
滞在地：
奥州市

なし
頭痛、腹痛、食欲不振
※重症ではない（５／７、16時現在）

・４／30　検体採取（PCR:不検出）
・５／５　検体採取（PCR:不検出）
・５／７　検体採取（PCR:検出）

・接触歴あり（高齢者施
設３）

R3.5.8

80代 男
滞在地：
奥州市

なし
発熱（38.5℃）
※重症ではない（５／７、17時現在）

・５／８　検体採取（PCR:検出）
・接触歴あり（高齢者施
設３）

R3.5.9

80代 男
滞在地：
奥州市

なし
発熱（38.1℃）
※重症ではない（５／７、17時現在）

・５／８　検体採取（PCR:検出）
・接触歴あり（高齢者施
設３）

R3.5.9

※　内容は、県の公表時点のもの
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市議会全員協議会資料　令和３年5月11日

生活支援部会

１　生活福祉資金（緊急小口資金・総合支援資金）／住居確保給付金　　

(1) 緊急小口資金（４/30現在）　　貸付額　58,417,000円 ＋R3　2,700,000円　＝　計 61,117,000円

(2) 総合支援資金（４/30現在）　　貸付額　79,675,000円 ＋R3　10,790,000円　＝　計 90,465,000円

(3) 住居確保給付金（４/30現在）　負担行為済額　3,742,100円 R3 負担行為済額　117,800円

※ くらし安心応援室　新規相談件数（4/30現在）

２　生活保護世帯の状況　

13 2

2月 838 1,065 64 6 1

Ｒ３年度

7月

13 1

1月 840 1067 70 8 2

12 0

12月 837

1 1

30

13

Ｒ元年度

1

18

3月

1

4月 50

5月

6月

合計 660 53 13 139 13

3月 845 1,077 75 7 0

4月 838 1,073 55 2 1 9 1

14 0

1,061 49 10 2 9 2

11月 831 1,061 54 1 0

6 1

10月 841 1,067 49 3 1 8 1

9月 841 1,067 31 1 1

13 1

8月 840 1,064 56 1 0 12 0

7月 840 1,067 45 4 1

6月 836 1,061 36 2 1 9 1

5月 832 1,057 29 2 1

4月 832 1,056 47 6 2 14 2

7 1

4月30日現在

世帯数 人員 相談件数
申請件数

(Aを含む)
内ｺﾛﾅの影響と考

えられるもの

内申請に至っ

たもの(A)

内ｺﾛﾅの影響と考

えられるもの

７月 40件 31件 11月 41件 20件 ３月 74 36

６月 44件 18件 10月 41件 28件 ２月 37

12月 34

Ｒ２年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度

５月 41件 27件 ９月 43件 22件 １月

４月 51件 12件 ８月 42件 19件

36 25

1 3 0 530 - 1 6

0

2

114 1 4

2 3

1

3 2 3 4 6 8

4月

6 1 0

0 0

相談 86 - 9 18 13 7 5 7

９月 10月 11月 12月 1月 2月計 ８月

10

5 13 24

貸付(決定) 117 - - 5 2 17

23 15 21 14 12 13相談 195 - - 10

5

6

８月 ９月

27 24 7 21 14 20貸付(決定) 358 2

10月 11月 12月 1月

5 15

2月 4月

7 10 12 5

1月 2月 4月

18

3月

30

38

3月

39

24

9月 10月 11月 12月

28 2339 23 10 14 16

７月 8月計 ３月 ４月 ５月 ６月

47 36 40 41 23

35

支給

延長・再延長

相談 540 7 110 74 59 72

７月３月 ４月 ５月 ６月

計 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月

6

再貸付件数 20
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【商工観光部関係】

当初３年間実質無利子。信用保証料金全額補給。限度額：運

転2,500万 設備併用3,750万

R2.4.28〜R2.6.30（受付終了）

●保証料補給：申請110件、決定110件、

       補給額45,754千円

●利子補給額：29,572千円（見込み）

 ※融資決定額：1,428,100千円

75,326

R3からR7までの利子補給見込額について、基金を造成。 ●基金造成額：92,248千円

 ※うち交付金充当額：50,405千円

92,248

2 小口融資制度 商工会議所、

商工会

中小企業者 相談すれば翌日には借り入れできる制度。利息無料。利息に

ついては市の補助金を活用して負担。

５月27日奥州商工会議所及び前沢商工会と補助金交付契

約済。事業実施中。

(3月31日時点)

●奥州商工会議所6件、前沢商工会1件

24

雇用 3 雇 用 調 整 事 業

補助

市 雇用調整助成金申請認定

企業

企業が負担した６％分の支払いを支援する予定であったが、

今回国が10分の10を助成することにしたことから廃案。
廃案 0

4 休 業 協 力 対 象

外 事 業 者 支 援

給付金

商業観光課 県 の 休 業 要 請 の 対 象 と

なっていない飲食店で５

０％以上の減収があった

事業者

１店舗当たり給付金10万円を支給 10月30日受付終了。

●申請346件、決定340件、取下げ5件、不支給決定1件

●執行額34,000千円

34,000

5 宿 泊 事 業 維 持

臨時給付金

商業観光課 市内宿泊事業者（性風俗

関 連 施 設 を 除 く ） で ５

０％以上の減収があった

事業者

1.3万円に収容人員を乗じて得た額を給付 10月30日受付終了。

●申請15件、決定14件、不支給決定１件

●執行額11,024千円

11,024

地域企業経営

継続臨時支援

補助金（家賃

補助）

家賃の半額を3か月助成する。50％以上減少した事業者は限度

額１月当たり10万円。20％以上50％未満減少した事業者は限

度額１月当たり5万円。

10月30日受付終了。

●申請417件、決定411件、取下げ4件、取消し２件

●執行額42,161千円

地域企業経営

継続臨時支援

補助金（償還

金補助）

自己所有物件の場合、建物や土地のローンがあるときには、

ローン支払い額に店舗面積の割合を乗じた額の半額を3か月分

補助する。限度額１月当たり5万円

10月30日受付終了。

●申請30件、決定30件

●執行額3,094千円

家賃 6 商業観光課 小 売 業 、 飲 食 業 、 宿 泊

業、サービス業等で１月

当たりの売り上げが20％

以 上 減 少 し た 中 小 企 業

者。

45,255

給付

令和３年５月11日全員協議会資料 経営支援部会（総務企画部・商工観光部・農林部）

新型コロナウイルス感染症に係る支援策の進捗状況について（４月27日現在）

種別 № 事業名 申請先 対象 内容 備考
予算

（千円）

融資 1 奥州市中小企

業融資

⺠間金融機関 中小企業で売り上げ前年

比▲５％

セーフティネット証明が

必要（市発行）
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種別 № 事業名 申請先 対象 内容 備考
予算

（千円）

新規・

拡充

7 地 域 企 業 事 業

改 革 臨 時 支 援

補助

商業観光課 市内中小企業者 新規事業や新たなサービス、事業拡大を行うことに対する支

援。50万円を限度に費用の2分の1を補助。（例）タクシー会

社の宅配サービス、酒造会社の消毒液製造など

2月26日受付終了。

●申請64件、決定62件、取下げ２件

●執行額16,050千円

21,000

感染

対策

8 感 染 症 対 策 支

援事業

商業観光課 市内中小企業者 感染予防や3密対策のための改修や改善を行った事業者に対

し、費用の2分の1補助。限度額30万円。（例）飛沫感染防止

のための仕切りパネル設置や店内改装費用。密室状態を防ぐ

ための換気設備の設置など。マスクや薬剤などの消耗品は対

象外。

受付終了。

●申請122件、決定118件、取下げ４件

●執行額23,197千円

24,000

経営支

援

9 タ ク シ ー 宅 配

事業支援補助

胆江地区タクシー業協同

組合

宅配タクシー料金の３kmまで900円、以降１kmごとに200円追

加として実施する事業に対し、1回あたり900円を補助。

6月1日胆江地区タクシー業協同組合と補助金交付契約

済。令和３年３月末まで期間を延⻑する。

8月3日変更契約済。

（3月31日時点）

●デリタク 2,119件

4,440

経営支

援

10 宿 泊 促 進 事 業

補助

岩手県旅館ホテル生活衛

生同業組合奥州支部

感染症収束後に市内の中小企業者のうち宿泊業を営む事業者

の事業継続を支援するため宿泊費の一部を補助。

市内の宿泊施設に、①市⺠が宿泊する場合は、4,000円補助

（うち財源として県から2,000円）、②市外の人が宿泊する場

合は2,000円補助

7月31日岩手県旅館ホテル生活衛生同業組合奥州支部と補

助金交付契約締結済。

9月１日からの宿泊者を対象に予約開始。

（3月31日時点）

●70,134人

181,300

その他 11 書 類 作 成 支 援

事業

奥州商工会議所・前沢商

工会

雇用調整助成金や持続化給付金、家賃支援給付金などの書類

作成を支援するための説明会や相談会などの開催経費を補助

するもの。

5月12日、5月27日奥州商工会議所及び前沢商工会と補助

金契約済。

（3月26日時点）

●奥州商工会議所説明会93件、相談会 1,315件

●前沢商工会説明会262件、相談会547件

4,000
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種別 № 事業名 申請先 対象 内容 備考
予算

（千円）

観光支

援

12 観 光 関 連 事 業

者 緊 急 支 援 事

業

奥州市観光物産協会 コロナウイルス収束後の観光支援策を総合的に実施。（例）

宣伝広告事業（事業者の活動を奥州FMや新聞でPR）、宿泊促

進事業（地場産品プレゼント）、飲食店誘客促進事業（共通

チケット発行）タクシー観光支援事業（プレミアムタクシー

の助成）

6月9日奥州市観光物産協会と補助金交付契約締結済。

6月15日から事業開始。８月３日変更契約済。1月29日再

変更契約済。（3月8日時点）

●宣伝広告事業：73社、他に菓子製造販売、温泉施設、

伝統工芸（南部鉄器&岩谷堂箪笥）の業界から奥州FMを

通じて情報発信。月刊Oh!Shunを活用した宣伝広告（7月

~11月）

●宿泊促進事業：宿泊者へ市特産品プレゼント16,374個、

温泉施設宿泊者への市特産品プレゼント104個

●飲食店誘客促進事業：8/24-9/30：53店、11/28-1/17：

104店、2/6-3/31：123店で実施。他に地元マスコミを通

じた食事券プレゼント（延べ35人）

●タクシー観光支援事業：43件、正法寺送迎ジャンボタ

クシー観光（2/13-3/28、延べ14日、定員9人）

●日帰り温泉入浴助成：3,782人

●地元の温泉施設宿泊者（奥州市⺠限定）に対する奥州市

特産品プレゼント：104人

25,000

経営支

援

13 タ ク シ ー 利 用

促進支援事業

胆江地区タクシー業協同

組合

新型コロナウイルス感染症拡大より落ち込んだ市内タクシー

事業者を支援するため、タクシーチケットを販売し、需要喚

起、利用促進を図る。

タクシーチケット5千円分×10千枚を30％引きで販売し値引き

分を補助する。

8月3日胆江地区タクシー業協同組合と補助金交付契約締

結済。

8月10日から市内各所で販売開始。販売店舗52店舗。

（3月31日時点）

●18,000冊

31,675

経営支

援

14 観 光 バ ス 利 用

促進事業

市内バス事業者 学校や団体が観光バス利用時、観光バス利用料金の一部を補

助することにより、観光バスの利用促進を図る。

９月１日市内事業者２者と補助金交付契約締結済み。10

月から割引事業開始。

（3月31日時点）

●執行予定額12,462,500円

（内訳：広告6件、貸切バス運行・延べ358台）

25,000

経営支

援

15 市 内 旅 行 商 品

造成補助

市内旅行業者等 モニターツアーなどにより「新たな生活様式」に対応した事

業を検討している事業者を補助し、地域の活性化につなげる

予定であったが新型コロナウイルス感染症が収束に向かわな

い中で、市内へのモニターツアーを実施する事業者がいない

ため事業廃止するもの。

廃案 0
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種別 № 事業名 申請先 対象 内容 備考
予算

（千円）

その他 16 テ レ ワ ー ク 環

境整備補助

市内の旅館・ホテル 観光以外の需要取り込みのため、テレワーカーを受け入れら

れるWi-Fi、WEB等会議等環境整備を行う市内宿泊事業者に補

助する予定であったが岩手県で同様の事業を開始したため事

業廃止するもの。（県補助率２/３、１事業者当たり2,000千円

上限）

廃案 0

経営支

援

17 伝統産業総合

支援事業

水沢鋳物工業協同組合、

岩谷堂箪笥生産組合

産地組合がおこなう、岩谷堂箪笥まつり、南部鉄器まつり等

での販売促進に関する経費及びイベント開催時のコロナウイ

ルス感染症対策対策に必要な経費に対する補助。

水沢鋳物工業協同組合、岩谷堂箪笥生産組合へ補助金交付

済み。

●執行額 17,200千円（8,600千円×２産地組合）

17,200

新規・

拡充

18 製造業向けコ

ロナ対策支援

事業

企業振興課 主として製造業を営む中

小企業、小規模事業者

任意の１月において売上

高が前年比△20％減少

市内において、１年以上

継続して事業を営んでい

ること。

積極的に設備投資等の事業を展開する事業者に対する必要な

費用の一部補助。

補助対象経費の3/4 上限200万円

8月18日から12月14日まで公募（終了）

●申請件数 23件

●執行額 39,654千円

39,654

経営支

援

19 中小企業IT化

推進事業

企業振興課 主として製造業を営む中

小企業、小規模事業者

任意の１月において売上

高が前年比△20％減少

新型コロナウィルス感染症の影響に伴い必要とされる業務改

善のために、市内中小企業がＩＴツール導入の検討を行う際

のコンサルティング費用支援。

・基本（1時間）7,500円〜30,000円

・追加（1時間を超える1時間当たり）1,000円〜7,500円

※業務種別により基本料金、追加料金とも変更あり。

10月23日付けでＩＴ事業者と委託契約を締結。

●公募期間：10月26日〜1月26日

●申請件数 1件

●執行額 33千円

33

その他 20 市内企業コロ

ナ関連製品PR

事業

市内中小企業 市内企業が製作したコロナ関連製品PRに要する経費 10月14日開催の「地域企業・岩手大学・奥州連携フォー

ラム」、10月24日開講の創業塾（全５回開催）におい

て、製品の試供及びPRを実施。

現在、南岩手交流プラザでの製品展示及びPR実施中。

●執行額 570千円

570

給付 21 地域企業臨時

支援給付金

（家賃支援）

商業観光課 小 売 業 、 飲 食 業 、 宿 泊

業、サービス業等で１月

当たりの売り上げが30％

以 上 減 少 し た 中 小 企 業

者。

市内の事業の用に供している建物及び土地にかかる月額家賃

の3/4×3に相当する額以内を支援する。上限45万円。

２月26日受付終了。

●申請376件、決定372件、取下げ2件、不支給決定２件

●執行額58,433千円

79,037
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種別 № 事業名 申請先 対象 内容 備考
予算

（千円）

給付 22 自動車運転代

行業給付金

商業観光課 市内自動車運転代行業事

業者

自動車運転代行業を営む事業者の事業継続を支援するため随

伴用自動車の規模に応じて給付金を支給する。

【内訳】50千円×随伴用自動車台数

３月12日受付終了。

●申請件数12件

●執行額1,650千円

2,250

補助 23 中 小 企 業 事 業

継続補助金

商業観光課 市内中小企業者 新型コロナウィルス感染症の拡大により影響を受けている奥

州商工会議所・前沢商工会が管轄する対象業種の中小企業者

に対して、事業の継続を下支えするため、予算の範囲内で給

付金を支給する事業の10/10を補助するもの。

【売上高減少率50%以上】

平均売上高減少額により50,000円〜150,000円を給付。

【売上高減少率30%以上50％未満】

平均売上高減少額により25,000円〜75,000円を給付。

3年4月1日から事業開始、7月31日で終了。

（4月26日時点）

●奥州商工会議所

 申請件数245件 決定239件 給付総額23,275千円

●前沢商工会

 申請件数26件 決定20件 給付総額1,775千円

198,600
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【農林部関係】

和牛肥育農家の素牛導入に係る経費補助（素牛落札価格）の2

分の１以内の額。   上限：90千円／頭

 【対象期間：令和２年５月から令和３年３月】

和牛肥育農家へ、12月購入分まで振込(計70,200千円)済

み。1〜3月は補助基準である牛マルキンの発動がなかっ

たため、事業対象牛なし。（5月：72頭、６月：96頭、７

月：110頭、8月：93頭、９月：86頭、10月：109頭、11

月：101頭、12月：113頭）

●実績

 補助金 780頭×90千円＝70,200千円

 事務費 780頭×330円＝257,400円

70,458

和牛肥育農家の素牛導入に係る経費補助（素牛落札価格）の2

分の１以内の額。   上限：70千円／頭

 【対象期間：令和３年４月から令和３年９月】

４月は補助基準である牛マルキンの発動がなかったため、

事業対象牛なし。

●R3予算額

 補助金 105頭×70千円×6ヶ月＝44,100千円

 事務費 105頭×330円×6ヶ月＝207,900円

44,308

消費 2 学校給食地場

産牛肉利用拡

大事業

食農連携推進

室

奥州市内 小・中学校 学校給食における「市産牛肉」の購入費補助。（２回以上） ６月は７施設で７回、７月は２施設で２回、８月は１施設

で１回、９月は６施設で６回、10月は３施設で３回、11

月は４施設で４回、12月は２施設で２回、１月は１施設

１回、２月は３施設で３回、３月は１施設１回実施、合計

８施設30回実施。

実施済額5,079,652円。

5,100

その他 3 教育旅行継続

支援事業

農政課 おうしゅうグリーン・

ツーリズム推進協議会

教育旅行受入継続に向け、令和２年度において受入が出来な

かった各学校に対して行う事業の継続プロモーションに要す

る経費に対する補助

９月の協議会役員会では、コロナ収束後の受入継続へ向け

たプロモーション事業として実施することを決定していた

が、協議会での調査により、来年度の受入農家⼾数が３割

以上減少する見込みであり、今後の受入体制の見通しが立

たず、従来の内容での受入が困難であることから、11月

下旬に再度協議会で協議した結果、現時点での積極的なプ

ロモーションは困難として事業の中止が決定。１月臨時補

正において減額する(△574千円)。

0

その他 4 教育旅行受入

れ準備事業

農政課 おうしゅうグリーン・

ツーリズム推進協議会

教育旅行生の受入準備段階で新型コロナウイルス感染症予防

対策として必要となる物品整備の経費に対する補助

(マスク、アルコール消毒液、ペーパータオル等)

12月22日開催の協議会役員会において、コロナ禍収束の

見通しが立たないため受入農家確保が困難であることや、

関係機関からの意見等を踏まえて協議した結果、令和３年

度の予約校について受入れを中止することが決定した。１

月臨時補正において減額する(△1,566千円)。

0

給付 1 和牛肥育経営

生産基盤支援

事業

農政課 奥州市内で奥州市産の素

牛を購入した和牛肥育農

家

【事業主体：管内両JA】

内容 備考
予算

（千円）
種別 № 事業名 申請先 対象
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内容 備考
予算

（千円）
種別 № 事業名 申請先 対象

給付 5 繁殖経営基盤

強化支援事業

農政課 繁殖素牛を導入又は自家

保留する市内和牛農家

【事業主体：管内両JA】

肉用牛（⿊⽑和種）を繁殖雌牛として導入又は自家保留に要

する経費に対する補助  50千円/頭

【対象期間：令和２年５月から令和３年３月】

JA江刺は補助金の前払いを10月8日に受け、40頭1,877千

円を和牛農家に交付済み。

JA岩手ふるさとは、61頭2,877千円を和牛農家に支出済

み。

8月以降は補助基準を超え、事業対象牛がいないため、１

月臨時補正において減額する（△10,591千円）

●実績

補助金 5、6月 60頭×50,000円＝3,000,000円

     7月 41頭×42,796円＝1,754,636円

事務費     101頭×330円＝33,330円

4,788

肉用牛（⿊⽑和種）を肥育素牛として自家保留する場合に要

する経費に対する補助  40千円／頭

【対象期間：令和２年５月から令和３年３月】

JA江刺は補助金の前払いを10月8日に受け、管内和牛農家

に、5月から12月までの67頭、2,680千円を交付済み。

JA岩手ふるさとは補助金の前払いを10月29日に受け、管

内和牛農家に、5月から12月まで302頭、12,080千円を交

付済み。

●実績

補助金 369頭×40千円＝14,760千円

事務費 369頭×330円＝121,770円

14,882

肉用牛（⿊⽑和種）を肥育素牛として自家保留する場合に要

する経費に対する補助  20千円／頭

【対象期間：令和３年４月から令和３年９月】

４月は補助基準である牛マルキンの発動がなかったため、

事業対象牛なし。

●R3予算額

 補助金 45頭×20千円×６カ月＝5,400千円

 事務費 45頭×330円×6ヶ月＝89,100円

5,490

その他 7 食の⻩金⽂

化・奥州リ

モート販売等

指導事業

食農連携推進

室

リモート販売等指導者 新型コロナウイルス感染症拡大により、加工品や農畜産物の

首都圏での販売会が中止となっていることから、現地に赴か

ずにＰＲするリモート販売会等のノウハウに関する研修会や

実践販売会等を開催

８月24日契約。契約額1,485千円。

10月14日第１回研修会基本編を開催。

12月23日第２回研修会実践編を開催。

２月12,13日第３回としてリモート販売会実施。

２月15日第４回としてリモート商談会実施。

３月12日第５回としてリモートイベントを開催。

３月19日に第６回として報告会を開催。

1,485

6 肥育素牛自家

保留支援事業

農政課 ⿊⽑和種肥育素牛を自家

保留した市内和牛農家

【事業主体：管内両JA】

26



内容 備考
予算

（千円）
種別 № 事業名 申請先 対象

感染

対策

8 産直施設感染

症対策臨時支

援補助事業

食農連携推進

室

市内産直施設 新型コロナウイルス感染症防止策を講じる産直施設への支援 ９月に補助金交付要領制定済。９月25日に産直施設へ周

知のDMを発送し補助金申請の募集開始。

問合せ４件。

10/26交付決定１件。交付額155千円。

12/３交付決定１件。交付額218千円。

12/21交付決定１件。交付額217千円。

１/21交付決定１件。交付額300千円。

交付済額合計979,000円。

3,000

消費 9 市産牛肉消費

拡大事業補助

金

食農連携推進

室

牛協会、ＪＡ 牛肉専用の商品券を販売し、市産牛肉の消費拡大を図るため

の事業に対する補助

（牛肉商品券：１セット1,000円×５枚組（5,000円分）を

2,500円で販売。）

９月に補助金交付要領制定済。

●契約手続き

相手方：岩手ふるさと農業協同組合

11月16日 補助金交付契約額（21,300千円）

1月27日 増額の変更契約（31,852千円）

3月15日 実績に基づく変更契約（31,477千円）

●概要

11月25日に牛肉商品券を前沢牛といわて奥州牛の2種類併

せて4,000セット販売。午前中で完売。

販売場所は、奥州市観光物産協会、ＪＡ岩手ふるさと各地

域センター、協同サービス。

好評につき、第2弾を1月16日に２種類、3,807セット販

売。販売場所は、ＪＡ岩手ふるさとの各地域センターと江

刺総合支所。第３弾を１月28日に奥州市⽂化会館Ｚホー

ルで２種類2,693セット販売。引き続き１月29日より、奥

州市観光物産協会で継続的に販売を実施。２月上旬に完

売。

●利用実績

（1枚1,000円）51,792枚

●補助交付済額

31,477,444円

31,950

27



内容 備考
予算

（千円）
種別 № 事業名 申請先 対象

消費 10 意欲ある農業

者と飲食店等

の連携推進事

業

食農連携推進

室

農業者、市内飲食店 直接販売を行う農業者と、市内飲食店の連携により市産農産

物の地域内流通を促進し農業者の販売チャンネルの多様化を

図るため、下記の事業を業務委託により実施

(1)飲食店等へ直販を希望する農業者の育成とリストアップ

 ・セミナー等の開催

(2)「農家×飲食店」トライアル事業

 ・市内飲食店での市内農家の農産物を使ったテイクアウト

メニュー等の開発支援及びイベント企画

4月20日 見積徴収依頼（4/28提出期限） 3,000

給付 11 令和３年産主

食用米作付農

家支援事業

農政課 令和３年産主食用米作付

農家

新型コロナウイルス感染症の影響により、米の需要が大幅に

減少し、米価が下落している状況を踏まえ、営農負担を軽減

することにより、農家の生産意欲の向上及び農業経営の安定

を図ることを目的とし、令和３年産の主食用米の作付けをす

る農家に対し補助金を交付する。

 補助金額＝主食用米作付面積（営農計画書）×116円／アー

ル

（R3補助金予算 967,300a ×116円/a≒112,207千円）

・農家への通知 ５月

・申請期間   ６月〜８月

・補助金支払  ７月〜９月

116,596
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令和３年５月11日対策本部会議資料　経営支援部会（総務企画部・商工観光部・農林部）

新型コロナ対応関連
農林漁業セーフティネットに係る融資等の状況について（４月27日現在累計）

うち実行済（件） 金額（千円）

大手通り支店 0 0 0 0 0 0

水沢中央支店 2 4,200 2 4,200 2 4,200

水沢南支店 2 6,000 2 6,000 2 6,000

前沢支店 7 40,800 7 40,800 7 40,800

胆沢支店 18 112,500 18 112,500 18 112,500

衣川支店 0 0 0 0 0 0

JAふるさと管内
（奥州市内）

29 163,500 29 163,500 29 163,500

岩谷堂支店 1 3,000 1 3,000 1 3,000

玉里支店 2 4,000 2 4,000 2 4,000

ＪＡ江刺管内 3 7,000 3 7,000 3 7,000

合　計 32 170,500 32 170,500 32 170,500

↓

主営農類型 主な資金用途

肥育牛 16 肥育・繁殖農家 飼料代

繁殖牛 13 園芸農家 種苗肥料農薬代

園芸 2 水稲農家 運転資金

水稲 1

R3.4.27時点
正式申込
（件）

金額
（千円） うち貸付決定

（件）
金額
（千円）
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 全員協議会資料 経済支援部会（総務企画部・商工観光部・農林部） 

 

商工業セーフティネットに係る融資及び信用保証の状況について（４月 27 日現在） 

 

１ 融資及び信用保証の状況 

  信用保証として、セーフティネット（以下「SN」）４号、５号及び危機関連保証が発動されている。 

  信用保証の認定件数は、４月 27 日現在で 1,559 件。実質無利子の制度融資の決定・実行件数は、

市中企が 110 件、約 14.3 億円、県・対応資金が 1,488 件、約 223 億円（３月末現在）となっている。 

【令和３年４月 27 日現在】 

 信用保証制度 制度融資（無利子） 

SN4 号 

R2.2.18〜 

SN５号 

段階的に業種拡

大 

危機関連 

R2.3.13〜 

計 県・対応資金 

R2.5.1〜R3.3.31 

※保証協会受付分 

市中企 

R2.4.28〜6.30 

R1 年度 0 件 0 件 0 件 0 件 ――― ――― 

R2.4 月 12 件 8 件 14 件 34 件 ――― 0 件 

5 月 155 件 64 件 82 件 301 件 
123 件 

2,247,321 千円 

37 件 

566,500 千円 

6 月 159 件 46 件 51 件 256 件 
230 件 

3,743,836 千円 

73 件 

861,600 千円 

7 月 89 件 24 件 25 件 138 件 
189 件 

3,090,543 千円 
 

8 月 44 件 12 件 13 件 69 件 
173 件 

2,609,932 千円 
 

９月 47 件 26 件 18 件 91 件 
85 件 

965,078 千円 
 

10 月 51 件 18 件 24 件 93 件 
100 件 

1,247,935 千円 
 

11 月 41 件 18 件 21 件 80 件 
75 件 

839,881 千円 
 

12 月 28 件 25 件 27 件 80 件 
94 件 

912,097 千円 
 

1 月 21 件 15 件 28 件 64 件 
51 件 

419,633 千円 
 

2 月 58 件 44 件 33 件 135 件 
110 件 

1,829,651 千円 
 

３月 97 件 59 件 56 件 212 件 
258 件 

4,408,828 千円 
 

〜4/27 1 件 2 件 3 件 6 件   

計 803 件 361 件 395 件 1,559 件 
1,488 件 

22,314,735 千円 

110 件 

1,428,100 千円 
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２ 市中企の利子補給額及び保証料補給額 

６月 30 日現在での市中企（無利子）の利子補給（R２負担額）は約 3,000 万円。総額では約 1.3 億

円。保証料補給は約 4,600 万円。実質無利子は、6/30 までの運用である。 

種 別 R2 負担額（見込） 総 額（見込） 

利子補給 29,572 千円 124,512 千円 

保証料 45,754 千円 45,754 千円 

計 75,326 千円 170,266 千円 

 

 

【参考】県・対応資金及び市中企（無利子）の制度比較 

項 目 県・対応資金 市中企（無利子） 

無利子要件 売上高 △５％ 売上高 △５％ 

限度額（運転） 6,000 万円（当初 3,000 万円） 2,500 万円 

据 置 据置５年、貸付 10 年 据置１年、貸付７年 
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高齢者福祉施設等に対する感染拡大対策について 

 

 ４月28日の高齢者福祉施設職員の新型コロナウイルス感染が確認され、その後、施設入

所者、職員、職員の同居家族、隣接する施設職員等まで感染拡大が確認されている。 

 ５月８日までの感染状況と今後の拡大防止に向けた取組み等については次のとおりです。 

  

１ 経過報告 （略） 

 

２ 感染拡大防止対策 

（1）宿泊施設確保事業補助金交付 

新型コロナウイルス感染症の感染予防を目的とし、市内の福祉施設等の事業者がそ

の従事者を自主的隔離のため市内の宿泊施設に宿泊させるために要した経費に対し補

助することにより、感染不安の解消を図ることを目的に実施する。 

ア 期   間  令和３年５月１日から令和４年３月31日まで 

イ 対 象 者  補助の対象は、別に定める市内の社会福祉施設又は事業を行う者のう

ち、自主的隔離をするために市内の宿泊施設に従事者を宿泊させたもの

とする。 

ウ 内   容  対象となる事業は、福祉施設等に従事し、自主的な隔離を希望した場

合において、当該福祉施設等が自ら市内の宿泊施設を確保し、その従事

者を宿泊させるために要した経費とする。ただし、感染症陽性者や濃厚

接触者である者の自主的隔離を除く。 

エ 補助金額  一泊当たりの補助金の額は、宿泊に要した実費と6,000円とを比較し

て、いずれか少ない額とする。補助対象となる経費は、市内の宿泊施設

での宿泊費（食事の提供を含む。）とする。補助対象となる宿泊期間は、

１人につき連続して14日を限度とする。 

 

（2）高齢者施設従事職員の新型コロナウイルス抗原検査実施事業 

高齢者（入所）施設の入所者への感染拡大防止のため、当該施設に従事する職員を

対象に新型コロナウイルス抗原検査を次のとおり実施する。 

ア 対 象 者  市内の高齢者（入所）施設に勤務する職員（約2,200人） 

イ 対象施設  介護老人福祉施設（特養）、地域密着型介護老人福祉施設（地域密着

型特養)、介護老人保健施設、認知症対応型グループホーム、養護老人

ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住

宅  84施設 

  ウ 期  間  ５月から６月までの２か月（検査キットの準備ができ次第開始し、従

事者のワクチン接種の完了まで） 

  エ 実施方法  市が抗原検査キットを購入し市内の高齢者施設に配布する。施設は、

週１回検査を実施する。 

令和３年５月11日 全員協議会 

福祉部 長寿社会課 



（3）介護施設等応援職員派遣調整（県事業）を要請 

   高齢者施設で職員が感染したことで従事職員が不足となった場合、県に職員の派遣 

を要請。県は要請に基づき事業を委託している県社会福祉協議会に職員派遣調整を依

頼し、県社協では派遣事業者登録をしている事業所と調整し職員を派遣するもの。 

   既に高齢者施設では、介護職員３名の応援職員の派遣要請をしており、５月10日(月)

から18日(火)まで他の高齢者福祉施設から介護職員３名の派遣が行われる。 



奥州市新型コロナウイルスワクチン接種実施計画の概要

１ はじめに

新型コロナウイルス感染症については、感染拡大を防止し、市民の生命及び健康を守るため

総力を挙げてその対策に取組む必要があり、感染症の収束に向けて、ワクチン接種の実施体制

を整備する。

２ 基本的な考え方

予防接種法（昭和 23 年法律第 68号）第 29条の規定に基づき、第 1号法定受託事務とされ

ている新型コロナワクチンに係る特例的な臨時接種として国が示した「新型コロナウイルス

感染症に係る予防接種実施要領」に基づき実施する。

３ 接種対象者

（1）対象者の範囲

奥州市内に居住する 16 歳以上の者（約 100,500 人）

（2）接種順位及び接種対象者数

国で定めた次の接種順位により順次実施する。

接種対象者 人数 接種開始時期

① 医療従事者 約 3,500 ３月中旬～６月上旬

②―１ 高齢者施設入所者等 約 4,600

（うち従事者 2,300）

４月 21 日～

②―２ 高齢者（65 歳以上） 約 37,800 ５月下旬～

③ 一般（①、②以外の者） 約 54,300 ７月以降

令和３年５月 11日 全員協議会

健康こども部 健康増進課
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４ 接種体制

（1）実施期間 令和３年４月 21 日（高齢者施設入所者）～令和４年２月 28日

（2）使用ワクチン コロナウイルス修飾ウリチン RNA ワクチン（SARS-CoV-2）ファイザー製薬

（3）接種医療機関・想定接種数

① クリニック等医療機関での「個別接種」（約 15 医療機関）

② 病院・公立診療所での「集団接種」（11医療機関）

水沢 総合水沢病院、県立胆沢病院、奥州病院、美山病院、おとめがわ病院、石川病院

江刺 県立江刺病院

前沢 前沢診療所、美希病院

胆沢 まごころ病院

衣川 衣川診療所

③ 水沢、江刺に集団接種「特設会場」（土・日限定）を設置

・接種時間：午前９：00～12：30、午後 13：30～17：00

・人員体制：医師：３名、看護師６名、薬剤師３名、事務スタッフ 15 名（1会場当たり）

・接種人数：30人/ｈ×３医師×７ｈ＝630 人（1会場当たり）

水沢 プラザイン水沢

江刺 江刺総合支所 多目的ホール

５ 特設会場への送迎

交通手段のない高齢者の不安を解消し、円滑にワクチン接種を実施するため、６月から９

月までの間、各地区センターを経由する特設会場までの送迎バス（無料）を運行する。
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６ 接種予約

（1）接種券発送

（2）接種予約案内

（3）接種予約方法

・コールセンターへ電話予約（受付時間 平日 9：00～18：00）

・市ホームページから Web 予約（24 時間対応）

７ ワクチンの管理・配送等

ワクチン接種円滑化システム（V-SYS）を活用し、奥州市に配分されたワクチン量を調整・

決定し、各医療機関等に配送する。総合水沢病院内に設置した超低温冷蔵庫から、小分けし

たワクチンを医療機関等へ保冷バックを使用し、週２回程度配送する。

８ 副反応・健康被害救済制度

（1）副反応の対応

新型コロナウイルスワクチン接種により稀に発生するアナフィラキシーについては、発生

リスクをできるだけ減らすため、アナフィラキシーと診断されたことがある場合は、予約時点

で総合水沢病院での接種を促すほか、予診時のチェック、発生時の早期対処等体制を整える。

（2）健康被害救済制度

予防接種による健康被害が生じた場合には、医師の報告に基づいて調査が行われ、結果予防

接種が原因で生じた健康被害と国が認定した場合は、健康被害救済制度の対象となり、実施主

体となる市から給付が行われる。

９ 市民等への相談対応・周知方法

市民等への相談対応窓口として、コールセンターを設置し、接種場所の確認や接種券の再

発行など、新型コロナワクチン接種に係る具体的な手続きに関する市民や医療機関からの相

談対応を行う。

また、対象となる全ての市民等に対して、効率的かつ効果的に、また、適切な時期に接種

に係る周知を広報おうしゅう、ホームページ、公式ＳＮＳ、地元紙新聞掲載、奥州エフエム

等により周知を図る。

接種対象者 案内内容 対象人数

高齢者（65 歳以上）

＜４月８日（木）発送＞

・接種券

・接種券送付のお知らせ

約 40,100

＜５月６日（木）発送予定＞

・予診票２枚（２回接種分）

・予約方法のご案内

・接種予定日及び接種会場の案内

約 40,100

一般（高齢者以外の方）

＜７月以降 発送予定＞

・接種券

・予診票２枚（２回接種分）

・ワクチン接種のご案内

・接種予定日及び接種会場の案内

約 60,400

接種予約対象者 予約開始日 対象人数

高齢者（80 歳以上） ５月 17 日（月）から 約 15,000

高齢者（70 歳以上） ５月 24 日（月）から 約 16,000

高齢者（65 歳以上） ５月 31 日（月）から 約 9,100

一般（高齢者以外の方） ７月以降予定 約 60,400

3



奥州市新型コロナウイルスワクチン接種

実施計画

※本資料は、現時点の計画内容であり、今後、国・県の通知、事業の検討・調整状況により、内容

を変更する場合があります。

（令和３年４月30日現在）
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○接種場所 ⇒ 身近な医療機関で安心して接種

○予約方法 ⇒ 電話やホームページからWebで簡単便利

○情報提供 ⇒ 広報・市ホームページ・コールセンターな

どできめ細かに正しい情報

安心・便利・迅速なワクチン接種

ワクチン接種において市が目指すもの

１
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○現時点での接種スケジュール（予定）※ワクチンが5月上旬から十分に供給された場合

３月 4月 5月 6月 ７⽉〜10月 11月〜２⽉

※ 5/6発送の予約案内通知について、予約手続きの集中による混乱を避けるため、予約

開始日を80歳以上5/17～、70歳以上5/24～、65歳以上5/31～ 段階的に予約を受付けます。

ワクチン接種スケジュール

① 医療従事者

②－１ 高齢者施設入所者（高齢者施設従事者含む）

4/1 コールセンター運用開始

5/17 予約システム運用開始

高齢者接種券発送

3/31 封かん開始、4/8 発送

（4/16 ﾜｸﾁﾝ第 1 便到着）

２

③ 一般の方

（基礎疾患のある方優先）
一般接種券発送

②－２ 高齢者（５月 24 日の週から接種）
予約案内通知

発送 5/6 予定

6



○入所者や職員に対するワクチン接種

※ ４月に届く975名分の高齢者接種用ワクチンについて、高齢者施設を優先

に、接種医との調整がついた施設へワクチンを配分

※ 施設職員の接種券は高齢者と同時には届かないため、事前に市へリストを

提出していただき、接種券付き予診票の交付を受けて接種

施設に医師がいる場合
施設に医師やかかりつけ医

がいない場合

嘱託医やかかりつけの訪問

医が施設を訪問して接種

高齢者の入所施設での接種

医療機関の紹介など、施設での

円滑な接種をサポート

３
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○かかりつけ医など⾝近な医療機関での「個別接種」

⇒ かかりつけのクリニック・診療所などで安⼼して接種

※在宅診療対象者については、かかりつけ医が接種可能な場合に接種

○各地域には、医療機関での「集団接種」、加えて水沢・江刺には「特設会場」

ভৃ؟崿嵑崞崌嵛、 江刺会場︓江刺総合⽀所 多目的ホール

⇒ 働く世代なども受けやすいよう土・日に開設

区分 場所 箇所数 実施日 予約先

個別接種
医療機関

（ｸﾘﾆｯｸ・診療所等）

約15カ所 各医療機関の診療日・時間

コールセンター電話予約

市予約システムWeb予約

集団接種

医療機関

（病院・市立診療所）

11カ所
平 日

（一部土日を含む）

特設会場（水沢・江刺） ２カ所 土・日

４

ワクチン接種体制
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想定接種率 70％

【接種対象外(16歳未満)】約13,500人

※

◆接種回数（想定） (単位：回)

個別/集団 接種場所 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 合計 割合

巡回接種 高齢者施設 170 1,030 1,500 1,500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 9,200 6.0

個別接種
医療機関
(ｸﾘﾆｯｸ診療所)

（在宅訪問）

1,125 1,200 1,200 1,800 1,400 1,400 1,000 1,000 1,000 11,125 7.2

集団接種

医療機関

（11病院等）
4,200 5,500 5,500 5,500 6,900 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 47,600 30.8

特設会場

（水沢・江刺）
6,000 10,080 10,080 10,080 10,080 10,080 10,080 10,080 10,080 86,640 56.0

合計 170 5,230 14,125 18,280 17,780 19,780 16,480 16,480 16,080 15,080 15,080 154,565 100.0

５

合計 約 114,500 人

想定する接種数

奥州市人口 約 114,000 人(令和３年３月末)

・高齢者(65 歳以上) 約 40,100 人

・高齢者以外（16～64 歳） 約 60,400 人

接種見込数 約 70,350 人（約 140,700 回）
・高齢者（65 歳以上） 約 28,070 人（約 56,140 回）

・高齢者以外（16～64 歳以上） 約 42,280 人（約 84,560 回）

9



○水沢会場(6） 総合水沢病院、胆沢病院、奥州病院、

美山病院、おとめがわ病院、石川病院

○ 江刺会場(1) 江刺病院

○ 前沢会場(2) 前沢診療所、美希病院

○ 胆沢会場(1) まごころ病院

○ 衣川会場(1) 衣川診療所

○ 特設会場(2) プラザイン水沢・江刺総合支所

６

集団接種会場（設営場所）
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※

※

※

※

※

※

※

１会場あたりの

接種回数内訳

１人あたりの診察時間 １時間あたりの接種回数 １日あたりの接種回数 １カ月あたりの接種回数

約２分
60分/約２分＝30回

医師３人×30回＝90回

・午前（9：00～12：30）

約90回×3.5ｈ＝約315回

・午後（13：30～17：00）

約90回×3.5ｈ＝約315回

630回/日×８日/月

＝5,040回

７

接種後状態確認

ブース

● ● ●

● ● ●

● ● ●

● ● ●

診察待機ブース

● ● ●

● ● ●

接

種

看

薬液準備

事

集団接種 特設会場（プラザイン水沢・江刺総合支所）

○期間：令和３年６月～

令和４年２月の土・日

○時間：午前 9:00～12:30

午後 13:30～17:00

○会場：水沢会場・江刺会場

○接種人数：1か所あたり1日約630回

○1か所あたり必要スタッフ数

・医 師：３名

・看護師：６名

・薬剤師：３名

・事 務：15名

○会場設営・撤去・運営（事務スタッ

フを含む）は業務委託

接種の流れ

接種体制 入口
出口

接

種

済

証

予診票記入・受付

予診票確認

診

察

接種待機ブース

● ● ●

● ● ●

事

事

事

薬薬
看 看

看

事
事

事

事

事

非常時

診療ブース

●接種者

医

事

事

診

察

事

事

事
事

看

薬
診

察
医

接

種

接

種

看

医
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○ ⾼齢者が円滑にワクチン接種を受けられるよう、⽔沢、江刺の特設会場に交通⼿段のない⾼齢

者に対し、貸切バスによる送迎⽀援（無料）を⾏い、会場への移動に係る不安解消を図る。

№ 項 目 内 容

１ 対 象 者 自家用車等での移動手段がなく、家族等による送迎も困難な高齢者

２ 乗降場所 各地区センターを乗降場所とし、水沢・江刺の特設会場まで往復運行

３ 期間回数 令和３年６月～９月、 毎週土曜日・日曜日、 １日２便（午前・午後各１便）

４
運 行

ル ー ト

① 水沢南・東コース（水沢南→真城→姉体→黒石→羽田→常盤）⇒ 特設会場

② 胆沢・水沢コース（胆沢愛宕→若柳→小山→南都田→佐倉河→水沢）⇒ 特設会場

③ 衣川・前沢コース（南股・北股→衣川→衣里→前沢→古城→白山→生母）⇒ 特設会場

④ 江刺南コース （伊手→藤里→田原→江刺愛宕→岩谷堂）⇒ 特設会場

⑤ 江刺北コース （米里→玉里→梁川→広瀬→稲瀬→岩谷堂）⇒ 特設会場

特設会場への送迎支援

８
12



○各基本型接種施設において小分け（５～10 個程度を想定）

○配送委託事業者が巡回移送（３時間以内）

○各サテライト医療機関、集団接種会場へ個別納品

９

基本型接種施設から接種場所までのワクチン移送イメージ

ディープフリーザー

ワクチン

保冷バッグ

保冷剤

13



システム名 概要 作成元 奥州市作業内容 医療機関作業内容

Ｖ－ＳＹＳ

（ワクチン接種

円滑化システム）

ワクチンの流通状況

の管理及び配分登録

厚生労働省
県からのワクチン配分確認

基本型施設へのワクチン配分

ワクチン配分希望数量の入力

ワクチン配分確定数量の確認

ワクチン納入予定日の確認

接種実績の入力

ＶＲＳ

（ワクチン接種

記録システム）

被接種者の予防接種

履歴登録・管理

内閣官房

ＩＴ総合戦略室

特設会場における

接種履歴の登録

接種履歴閲覧・管理

タブレット端末を使用した

接種履歴の登録

ＳＰＩＲＡＬ

（接種予約システム）

予約枠の作成・管理

予約状況の閲覧

ＪＴＢ

（コールセンター

委託業者）

予約枠の作成

接種履歴のアップデート

予約日の決定

予約状況の閲覧

10

ワクチン接種システム体制
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○郵送する接種券など（イメージ）

接種券の送付

11

通知スケジュール（65 歳以上高齢者）

①接種券及び通知文書：令和３年４月８日（木）郵送

※郵送文書サンプルは別紙のとおり

②予診票及び予約方法等案内文書：令和３年５月上旬郵送予定

15



４月１日開設

奥州市新型コロナワクチン接種コールセンター

電 話 ０１２０-１３４-２３２（フリーダイヤル）

受付時間 ９:００～１８:００（平日のみ）

受付内容 ・接種に関するお問い合わせ

・接種の予約受付（５月中旬～）

○「個別接種」 市のコールセンター（電話）

○「集団接種」 市の接種予約システム（Web）

ｼ

・Web、コールセンターの２種類で予約が可能
・希望日と接種会場のどちらからでも空き状況が確認可能
・２回分の接種予約を１度に予約可能

12

接種の予約について

市

民

電 話

9：00～18：00

24 時間

Web

予約完了メール
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接種予約の際に下記の事項について確認を行います。

○コールセンターでの対応

コールセンターにてアナフィラキシーと診断されたことが

あるか確認し、ある場合には水沢病院での接種予約を促します。

○市の接種予約システム

Web予約システムの画面上に、アナフィラキシーと診断された

ことがある場合には水沢病院での接種予約を促す注意喚起の

標記を行います。

接種の予約について（アナフィラキシー対応）

13
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奥州市ワクチン接種情報関連サイト

奥州市
○奥州市のホームページ内に接種対象者、

接種会場、接種手続きなどの最新情報を

掲載

○接種予約システム（SPIRALへのリンク）

○ワクチンに関する国や県の情報

○申請様式やパンフレットなどの資料を

ダウンロード可能

４月中旬開設

14
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